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〇
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六
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平
成
十
七
年
宮
城
県
告
示
第
五
百
九
十
四
号
（
行
政
手
続
等
に
お
け
る
情
報
通
信
の
技
術
の
利
用
に
関
す
る
規
則
に

基
づ
く
告
示
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
し
、
平
成
二
十
六
年
四
月
二
十
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
　

平
成
二
十
六
年
三
月
二
十
八
日

 

宮
城
県
知
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一
11
中
「（
使
用
済
自
動
車
の
再
資
源
化
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
四
年
法
律
第
八
十
七
号
）
附
則
第
十
九
条
の

規
定
に
よ
り
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
と
さ
れ
る
同
法
附
則
第
十
八
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
特
定
製
品
に
係
る
フ

ロ
ン
類
の
回
収
及
び
破
壊
の
実
施
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
第
三
十
三
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）

を
削
り
、
一
中
35
を
37
と
し
、
23
か
ら
34
ま
で
を
二
ず
つ
繰
り
下
げ
、
21
を
24
と
し
、
20
を
23
と
し
、
19
を
21
と
し
、

18
の
次
に
次
の
二
を
加
え
る
。
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百
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七
号
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二
条
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九
項
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び
第

十
項
、
第
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条
の
二
第
十
項
及
び
第
十
一
項
並
び
に
第
十
二
条
の
三
第
七
項　
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棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則
（
昭
和
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年
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城
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則
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宮
城
県
告
示
第
二
百
六
十
八
号
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清
掃
に
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法
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（
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和
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百
三
十
七
号
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一
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の

宮　　城　　県　　公　　報

発　　　　行
宮 城 県
（総務部私学文書課）
宮城県仙台市青葉区
本町三丁目８番１号
電話 022（211）2267
（毎週火，金曜日発行）



第2544号　平成26年３月28日　金曜日 （2）

規
定
に
よ
り
産
業
廃
棄
物
処
理
施
設
の
変
更
の
許
可
の
申
請
が
あ
っ
た
の
で
、
産
業
廃
棄
物
処
理
施
設
等
の
設
置
及
び

維
持
管
理
に
関
す
る
指
導
要
綱
（
平
成
十
年
宮
城
県
告
示
第
七
百
三
十
七
号
。
以
下
「
要
綱
」
と
い
う
。）
第
三
十
条

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
し
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
関
係
書
類
を
公
衆
の
縦
覧
に
供
す
る
。

　

な
お
、
当
該
施
設
の
設
置
に
関
し
利
害
関
係
を
有
す
る
者
は
、
要
綱
第
三
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
意
見
書
を

提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
　

平
成
二
十
六
年
三
月
二
十
八
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

申
請
者
の
名
称
、
所
在
地
及
び
代
表
者
の
氏
名

　

１　

名
称　

宮
城
県
森
林
組
合
連
合
会

　

２　

所
在
地　

宮
城
県
仙
台
市
青
葉
区
上
杉
二
丁
目
四
番
四
十
六
号

　

３　

代
表
者
の
氏
名　

代
表
取
締
役　

齋
藤　

司

二　

産
業
廃
棄
物
処
理
施
設
の
設
置
の
場
所

　
　

宮
城
県
黒
川
郡
大
和
町
落
合
松
坂
字
銅
山
三
十
六
番
十
七

三　

新
設
又
は
変
更
の
別

　
　

変
更

四　

産
業
廃
棄
物
処
理
施
設
の
種
類

　
　

木
く
ず
の
破
砕
施
設

五　

産
業
廃
棄
物
処
理
施
設
に
お
い
て
処
理
す
る
産
業
廃
棄
物
の
種
類

　
　

木
く
ず

六　

申
請
年
月
日

　
　

平
成
二
十
六
年
三
月
十
日

七　

縦
覧
場
所
等

　

１　

縦
覧
場
所　

仙
台
保
健
福
祉
事
務
所
（
塩
釜
保
健
所
）

　

２ 　

縦
覧
期
間　

平
成
二
十
六
年
三
月
二
十
八
日
か
ら
平
成
二
十
六
年
四
月
二
十
八
日
ま
で
（
午
前
八
時
三
十
分
か

ら
午
後
五
時
十
五
分
ま
で
）

八　

意
見
書
の
提
出
期
限
等

　

１　

提
出
期
限　

平
成
二
十
六
年
五
月
十
四
日

　

２　

提
出
場
所　

仙
台
保
健
福
祉
事
務
所
（
塩
釜
保
健
所
）

　

３ 　

意
見
書
に
記
載
す
べ
き
事
項　

生
活
環
境
保
全
上
の
見
地
か
ら
の
意
見
、
提
出
者
の
氏
名
及
び
住
所
（
法
人
に

あ
っ
て
は
、
名
称
、
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
及
び
代
表
者
の
氏
名
）
並
び
に
対
象
施
設
の
名
称
（
日
本
語
に
よ

り
記
載
す
る
こ
と
。）

〇
宮
城
県
告
示
第
二
百
六
十
九
号

　

障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
（
平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第

二
十
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
と
し
て
次
の
と
お
り
指
定
し
た
の
で
、
同
法
第
五
十

一
条
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

　
　

平
成
二
十
六
年
三
月
二
十
八
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

事
業
所
番
号

事
業
所
の
名
称
及
び

所
在
地　
　
　
　
　

指
定
障
害
福
祉
サ

ー
ビ
ス
の
種
類　

設
置
者
名

指
定
年
月
日

〇
四
一
一
二
〇
〇
二
九
八

パ
ル
め
ぐ
み

登
米
市
迫
町
佐
沼
字
江

合
三
丁
目
十
六
番
地
二

生
活
介
護

社
会
福
祉
法
人

恵
泉
会

平
成
二
十
六
年

四
月
一
日

〇
宮
城
県
告
示
第
二
百
七
十
号

　

計
量
法
（
平
成
四
年
法
律
第
五
十
一
号
）
第
十
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
特
定
計
量
器
の
定
期
検
査
を
次
の
と
お
り

実
施
す
る
。

　
　

平
成
二
十
六
年
三
月
二
十
八
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

実
施
年
月
日

実　

施　

区　

域

検
査
受
付
時
間

実
施
の
場
所

平
成
二
十
六
年

五
月
十
五
日

大

崎

市

三

本

木

午
前
十
時
三
十
分
か
ら

午
後
三
時
ま
で

三
本
木
野
球
場

　

同
五
月
十
六
日

大

崎

市

田

尻

午
前
十
時
三
十
分
か
ら

午
後
三
時
ま
で

田
尻
老
人
福
祉
セ
ン
タ
ー

　

同
五
月
十
九
日

大

崎

市

松

山

午
前
十
時
三
十
分
か
ら

午
後
三
時
ま
で

松
山
公
民
館

　

同
五
月
二
十
日

大

崎

市

鹿

島

台

午
前
十
時
三
十
分
か
ら

午
後
三
時
ま
で

鎌
田
記
念
ホ
ー
ル

　

同
五
月
二
十
一
日

大

崎

市

岩

出

山

午
前
十
時
三
十
分
か
ら

午
後
三
時
ま
で

岩
出
山
総
合
支
所
車
庫

　

同
五
月
二
十
二
日

大

崎

市

岩

出

山

午
前
十
時
三
十
分
か
ら

午
後
三
時
ま
で

岩
出
山
総
合
支
所
車
庫

　

同
五
月
二
十
六
日

大

崎

市

鳴

子

午
前
十
一
時
か
ら

午
後
四
時
ま
で

鳴
子
公
民
館

　

同
五
月
二
十
七
日

大

崎

市

鳴

子

午
前
九
時
か
ら

午
後
二
時
ま
で

鳴
子
公
民
館
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同
五
月
二
十
八
日

大

崎

市

古

川
（
長

岡
・
富
永
・

宮
沢
・
清
滝
）
午
前
十
時
三
十
分
か
ら

午
後
三
時
ま
で

長
岡
地
区
公
民
館

　

同
五
月
二
十
九
日

大

崎

市

古
川
（
西
古

川
・
志
田
・
東

大
崎
・
高
倉
）
午
前
十
時
三
十
分
か
ら

午
後
三
時
ま
で

西
古
川
地
区
公
民
館

　

同
六
月
二
日

大

崎

市

古

川
（
敷

玉
・
全
域
）
午
前
十
時
三
十
分
か
ら

午
後
三
時
ま
で

古
川
保
健
福
祉
プ
ラ
ザ
（
Ｆ
プ

ラ
ザ
）

　

同
六
月
三
日

大

崎

市

古
川（
全
域
）
午
前
十
時
三
十
分
か
ら

午
後
三
時
ま
で

古
川
保
健
福
祉
プ
ラ
ザ
（
Ｆ
プ

ラ
ザ
）

　

同
六
月
四
日

大

崎

市

古
川（
全
域
）
午
前
十
時
三
十
分
か
ら

午
後
三
時
ま
で

古
川
保
健
福
祉
プ
ラ
ザ
（
Ｆ
プ

ラ
ザ
）

　

同
六
月
九
日

加

美

町

宮
　

崎

午
前
十
時
三
十
分
か
ら

正
午
ま
で

加
美
町
役
場
宮
崎
支
所

　

同
六
月
九
日

加

美

町

小

野

田

午
後
一
時
三
十
分
か
ら

午
後
三
時
ま
で

加
美
町
小
野
田
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ

セ
ン
タ
ー

　

同
六
月
十
日

加

美

町

中

新

田

午
前
十
時
三
十
分
か
ら

午
後
二
時
三
十
分
ま
で

加
美
町
中
新
田
公
民
館

〇
宮
城
県
告
示
第
二
百
七
十
一
号

　

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
二
十
六
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
よ
う
に
保
安

林
の
指
定
を
解
除
す
る
予
定
で
あ
る
。

　
　

平
成
二
十
六
年
三
月
二
十
八
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

解
除
予
定
保
安
林
の
所
在
場
所

　

 　

仙
台
市
太
白
区
向
山
三
丁
目
一
一
の
一
八
か
ら
一
一
の
二
一
ま
で
、
一
一
の
三
四
、
一
一
の
三
六
、
一
一
の
三
九
、

一
一
の
四
二
か
ら
一
一
の
五
〇
ま
で
、
一
一
の
五
五
、
一
一
の
五
六
、
一
一
の
六
〇
か
ら
一
一
の
六
二
ま
で
、
一
二

の
六
か
ら
一
二
の
一
四
ま
で
、
一
二
の
一
七
か
ら
一
二
の
二
〇
ま
で
、
一
二
の
二
二
、
一
二
の
二
四
、
一
二
の
二
六
、

一
二
の
二
九

二　

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

　
　

名
所
又
は
旧
跡
の
風
致
の
保
存

三　

解
除
の
理
由

　
　

指
定
理
由
の
消
滅

〇
宮
城
県
告
示
第
二
百
七
十
二
号

　

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
よ
う
に
保
安
林
の
指
定
を

解
除
す
る
予
定
で
あ
る
旨
、
農
林
水
産
大
臣
か
ら
通
知
が
あ
っ
た
。

　
　

平
成
二
十
六
年
三
月
二
十
八
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

解
除
予
定
保
安
林
の
所
在
場
所

　
　

岩
沼
市
下
野
郷
字
浜
二
四
三
の
七
〇
（
国
有
林
）

二　

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

　
　

飛
砂
の
防
備

三　

解
除
の
理
由

　
　

海
岸
保
全
施
設
用
地
と
す
る
た
め

〇
宮
城
県
告
示
第
二
百
七
十
三
号

　

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
よ
う
に
保
安
林
の
指
定
を

解
除
す
る
予
定
で
あ
る
旨
、
農
林
水
産
大
臣
か
ら
通
知
が
あ
っ
た
。

　
　

平
成
二
十
六
年
三
月
二
十
八
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

解
除
予
定
保
安
林
の
所
在
場
所

　
　

岩
沼
市
寺
島
字
川
向
四
五
の
七
七
か
ら
四
五
の
七
九
ま
で
（
以
上
三
筆
国
有
林
）

二　

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

　
　

飛
砂
の
防
備

三　

解
除
の
理
由

　
　

海
岸
保
全
施
設
用
地
と
す
る
た
め

〇
宮
城
県
告
示
第
二
百
七
十
四
号

　

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
よ
う
に
保
安
林
の
指
定
を

解
除
す
る
予
定
で
あ
る
旨
、
農
林
水
産
大
臣
か
ら
通
知
が
あ
っ
た
。

　
　

平
成
二
十
六
年
三
月
二
十
八
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一
１　

解
除
予
定
保
安
林
の
所
在
場
所

　
　
　

亘
理
郡
山
元
町
坂
元
字
浜
一
の
一
〇
三
、
一
の
一
〇
四
（
以
上
二
筆
国
有
林
）

　

２　

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

　
　
　

飛
砂
の
防
備

　

３　

解
除
の
理
由

　
　
　

海
岸
保
全
施
設
用
地
と
す
る
た
め

二
１　

解
除
予
定
保
安
林
の
所
在
場
所
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亘
理
郡
山
元
町
坂
元
字
浜
一
の
一
〇
一
、
一
の
一
〇
二
（
以
上
二
筆
国
有
林
）

　

２　

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

　
　
　

潮
害
の
防
備

　

３　

解
除
の
理
由

　
　
　

海
岸
保
全
施
設
用
地
と
す
る
た
め

三
１　

解
除
予
定
保
安
林
の
所
在
場
所

　
　
　

亘
理
郡
山
元
町
坂
元
字
浜
一
の
一
〇
一
か
ら
一
の
一
〇
四
ま
で
（
以
上
四
筆
国
有
林
）

　

２　

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

　
　
　

公
衆
の
保
健

　

３　

解
除
の
理
由

　
　
　

海
岸
保
全
施
設
用
地
と
す
る
た
め

〇
宮
城
県
告
示
第
二
百
七
十
五
号

　

建
設
業
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
建
設
業
の
許
可
を
取
り
消

し
た
。

　
　

平
成
二
十
六
年
三
月
二
十
八
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

許
可
を
取
り
消
し
た
年
月
日

　
　

平
成
二
十
六
年
三
月
二
十
日

二　

商
号
又
は
名
称
等

商
号
又
は
名
称
及

び
代
表
者
の
氏
名

主
た
る
営
業
所
の
所
在
地

建

設

業

許
可
番
号

申
請
区
分
及
び
許
可

を
取
り
消
し
た
建
設

業
の
種
類　
　
　
　

受
付
年
月
日

伸
和
興
業
株
式
会

社笠
原　

亨

仙
台
市
宮
城
野
区
日
の
出

町
二
丁
目
四

－
八

特

－

二
十
三

第
千
三
百
六
十

七
号

一
部
廃
業

特
定
建
設
業

　

建
築
工
事
業

　

大
工
工
事
業

　

左
官
工
事
業

　

屋
根
工
事
業

　

タ
イ
ル
・
れ
ん
が
・

　

ブ
ロ
ッ
ク
工
事
業

　

鉄
筋
工
事
業

　

板
金
工
事
業

　

ガ
ラ
ス
工
事
業

　

防
水
工
事
業

　

内
装
仕
上
工
事
業

　

熱
絶
縁
工
事
業

　

建
具
工
事
業

平
成
二
十
六
年

 

二
月
二
十
一
日

株
式
会
社
阿
部
隆

工
務
店

仙
台
市
青
葉
区
桜
ヶ
丘
四

丁
目
二
十
五

－

十
四

般

－

二
十
四

第
一
万
三
千
七

全
部
廃
業

一
般
建
設
業

平
成
二
十
六
年

 

二
月
二
十
四
日

阿
部　

耕
造

百
十
二
号

　

建
築
工
事
業

株
式
会
社
若
生
商

店臼
井　

壯
太
郎

気
仙
沼
市
赤
岩
石
兜
百
二

十
三

－

二

般

－

二
十

第
一
万
四
千
二

百
六
十
九
号

一
部
廃
業

一
般
建
設
業

　

建
築
工
事
業

平
成
二
十
六
年

 

二
月
二
十
一
日

株
式
会
社
Ｓ
Ｄ
Ｓ

笠
原　

美
保
子

仙
台
市
泉
区
向
陽
台
五
丁

目
二

－

十
一

般

－

二
十
三

第
一
万
七
千
七

百
七
十
八
号

一
部
廃
業

一
般
建
設
業

　

建
築
工
事
業

　

内
装
仕
上
工
事
業

平
成
二
十
六
年

 

二
月
二
十
日

三
共
ラ
イ
ズ
ジ
ャ

パ
ン
株
式
会
社

三
上　

真
吾

仙
台
市
若
林
区
六
丁
の
目

中
町
三
十

－

五

般

－

二
十
一

第
一
万
八
千
四

百
四
十
号

一
部
廃
業

一
般
建
設
業

　

防
水
工
事
業

平
成
二
十
六
年

 

二
月
二
十
八
日

環
境
ラ
イ
フ
ク
リ

エ
イ
ト
株
式
会
社

庄
子　

弘
宣

名
取
市
高
舘
熊
野
堂
字
棟

沢
七
十
五

般

－

二
十
三

第
一
万
九
千
七

十
六
号

全
部
廃
業

一
般
建
設
業

　

土
木
工
事
業

　
と
び
・
土
工
工
事
業

　

石
工
事
業

　

鋼
構
造
物
工
事
業

　

ほ
装
工
事
業

　
し
ゅ
ん
せ
つ
工
事
業

　

水
道
施
設
工
事
業

平
成
二
十
六
年

 

二
月
十
八
日

タ
カ
ハ
シ
建
設
工

業高
橋　

俊
光

気
仙
沼
市
岩
月
寺
沢
百
四

十
六

般

－

二
十
四

第
一
万
九
千
二

百
七
十
二
号

全
部
廃
業

一
般
建
設
業

　

建
築
工
事
業

　

大
工
工
事
業

　

屋
根
工
事
業

　

タ
イ
ル
・
れ
ん
が
・

　

ブ
ロ
ッ
ク
工
事
業

　

鋼
構
造
物
工
事
業

　

内
装
仕
上
工
事
業

平
成
二
十
六
年

 

二
月
二
十
六
日

東
日
本
ク
レ
ー
ン

工
業
株
式
会
社

外
薗　

勝
藏

岩
沼
市
空
港
南
一
丁
目
一

－

四

般

－

二
十
五

第
一
万
九
千
六

百
五
十
七
号

一
部
廃
業

一
般
建
設
業

　

土
木
工
事
業

平
成
二
十
六
年

 

二
月
二
十
一
日

三　

許
可
取
消
し
の
原
因

　
　

建
設
業
に
係
る
廃
業
等
の
届
出
が
あ
り
、
建
設
業
法
第
二
十
九
条
第
一
項
第
四
号
に
該
当

〇
宮
城
県
告
示
第
二
百
七
十
六
号

　

建
設
業
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
建
設
業
の
許
可
を
取

り
消
し
た
。

　
　

平
成
二
十
六
年
三
月
二
十
八
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

許
可
を
取
り
消
し
た
年
月
日

　
　

平
成
二
十
六
年
三
月
十
四
日

二　

被
処
分
者
の
商
号
又
は
名
称
等

宮　　城　　県　　公　　報



（5）　平成26年３月28日　金曜日 第2544号

商
号
又
は
名
称
及
び
代
表
者

の
氏
名　
　
　
　
　
　
　
　

主
た
る
営
業
所
の
所
在
地

建
設
業
許
可
番
号

（
宮
城
県
知
事
許
可
）

株
式
会
社
寿
豊

石
巻
市
蛇
田
字
閘
門
三
十
番
地
一

般

－

二
十
四

渡
部　

賢
太

第
一
万
九
千
三
百
十
一
号

三
陽
株
式
会
社

伊
藤　

雄
二

仙
台
市
青
葉
区
芋
沢
字
小
坂
南
五
十
七
番
地
四
十

二

般

－

二
十
四

第
一
万
四
千
七
百
二
号

三　

処
分
の
内
容

　

１　

処
分

　
　
　

一
般
建
設
業
許
可
の
取
消
し

　

２　

取
消
範
囲

　
　
　

建
設
業
の
営
業
の
全
部

四　

処
分
の
原
因
と
な
っ
た
事
実

　

 　

被
処
分
者
の
営
業
所
の
所
在
地
を
確
知
で
き
ず
、
平
成
二
十
六
年
二
月
七
日
付
け
宮
城
県
告
示
第
百
号
で
告
示
し

た
が
、
同
日
か
ら
三
十
日
を
経
過
し
て
も
被
処
分
者
か
ら
申
出
が
な
か
っ
た
。

〇
宮
城
県
告
示
第
二
百
七
十
七
号

　

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
よ
う
に
道
路
の
区
域
を

変
更
し
た
の
で
告
示
す
る
。

　

そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
二
十
六
年
三
月
二
十
八
日
か
ら
三
十
日
間
宮
城
県
庁
（
土
木
部
道
路
課
）
及
び
宮
城
県
大

河
原
土
木
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

平
成
二
十
六
年
三
月
二
十
八
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

道
路
の
種
類　

一
般
国
道

二　

路　

線　

名　

一
一
三
号

三　

道
路
の
区
域変

更

の

区

間

変
更
の

前　

後

敷
地
の
幅
員

（
メ
ー
ト
ル
）

敷
地
の
延
長

（
メ
ー
ト
ル
）

伊
具
郡
丸
森
町
字
町
東
七
七
番
一
地
先
か
ら

同
郡
同
町
字
神
明
七
七
番
一
地
先
ま
で

前

　

八
・
一
〜

 

三
二
・
九

一
、
〇
五
六
・
五

後

　
　
　

　
　
　

〇
宮
城
県
告
示
第
二
百
七
十
八
号

　

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
よ
う
に
道
路
の
区
域
を

変
更
し
た
の
で
告
示
す
る
。

　

そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
二
十
六
年
三
月
二
十
八
日
か
ら
三
十
日
間
宮
城
県
庁
（
土
木
部
道
路
課
）
及
び
宮
城
県
大

河
原
土
木
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

平
成
二
十
六
年
三
月
二
十
八
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

道
路
の
種
類　

一
般
国
道

二　

路　

線　

名　

三
四
九
号

三　

道
路
の
区
域変

更

の

区

間

変
更
の

前　

後

敷
地
の
幅
員

（
メ
ー
ト
ル
）

敷
地
の
延
長

（
メ
ー
ト
ル
）

伊
具
郡
丸
森
町
舘
矢
間
舘
山
字
塚
合
一
〇
番
地
先

か
ら
同
郡
同
町
舘
矢
間
舘
山
字
直
州
一
〇
一
番
地
先
ま

で

前

 

八
・
五

二
〇
〇
・
一

後

　

八
・
五
〜

 

二
五
・
五

二
〇
〇
・
一

〇
宮
城
県
告
示
第
二
百
七
十
九
号

　

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
よ
う
に
道
路
の
区
域
を

変
更
し
た
の
で
告
示
す
る
。

　

そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
二
十
六
年
三
月
二
十
八
日
か
ら
三
十
日
間
宮
城
県
庁
（
土
木
部
道
路
課
）
及
び
宮
城
県
北

部
土
木
事
務
所
栗
原
地
域
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

平
成
二
十
六
年
三
月
二
十
八
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

道
路
の
種
類　

県
道

二　

路　

線　

名　

河
南
築
館
線

三　

道
路
の
区
域変

更

の

区

間

変
更
の

前　

後

敷
地
の
幅
員

（
メ
ー
ト
ル
）

敷
地
の
延
長

（
メ
ー
ト
ル
）

栗
原
市
瀬
峰
横
森
前
二
四
番
二
三
地
先
か
ら

同
市
瀬
峰
横
森
前
二
四
番
二
五
地
先
ま
で

前

一
〇
・
五
〜

 

一
四
・
一

三
三
・
二

後

一
二
・
〇
〜

 

一
四
・
五

三
三
・
二

〇
宮
城
県
告
示
第
二
百
八
十
号

　

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
よ
う
に
道
路
の
区
域
を
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変
更
し
た
の
で
告
示
す
る
。

　

そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
二
十
六
年
三
月
二
十
八
日
か
ら
三
十
日
間
宮
城
県
庁
（
土
木
部
道
路
課
）
及
び
宮
城
県
東

部
土
木
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

平
成
二
十
六
年
三
月
二
十
八
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

道
路
の
種
類　

県
道

二　

道　

路　

名　

石
巻
鮎
川
線

三　

道
路
の
区
域変

更

の

区

間

変
更
の

前　

後

敷
地
の
幅
員

（
メ
ー
ト
ル
）

敷
地
の
延
長

（
メ
ー
ト
ル
）

石
巻
市
月
浦
字
月
浦
六
五
番
一
地
先
か
ら

同
市
侍
浜
字
西
山
六
番
一
地
先
ま
で

前

二
一
・
八
〜

 

三
一
・
〇

七
五
・
八

後

一
七
・
六
〜

 

二
一
・
二

七
五
・
八

〇
宮
城
県
告
示
第
二
百
八
十
一
号

　

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
よ
う
に
道
路
の
供
用
を

開
始
す
る
の
で
告
示
す
る
。

　

そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
二
十
六
年
三
月
二
十
八
日
か
ら
三
十
日
間
宮
城
県
庁
（
土
木
部
道
路
課
）
及
び
宮
城
県
北

部
土
木
事
務
所
栗
原
地
域
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

平
成
二
十
六
年
三
月
二
十
八
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

道
路
の

種　

類

路　

線　

名

供　

用　

開　

始　

の　

区　

間

供
用
開
始
年
月
日

県

道

河
南
築
館
線

栗
原
市
瀬
峰
横
森
前
二
四
番
五
地
先
か
ら

同
市
瀬
峰
清
水
沢
六
一
番
三
地
先
ま
で

平
成
二
十
六
年

 

三
月
二
十
八
日

〇
宮
城
県
告
示
第
二
百
八
十
二
号

　

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
よ
う
に
道
路
の
供
用
を

開
始
す
る
の
で
告
示
す
る
。

　

そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
二
十
六
年
三
月
二
十
八
日
か
ら
三
十
日
間
宮
城
県
庁
（
土
木
部
道
路
課
）
及
び
宮
城
県
北

部
土
木
事
務
所
栗
原
地
域
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

平
成
二
十
六
年
三
月
二
十
八
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

道
路
の

種　

類

路　

線　

名

供　

用　

開　

始　

の　

区　

間

供
用
開
始
年
月
日

県

道

河
南
築
館
線

登
米
市
迫
町
新
田
字
上
葉
木
沢
一
番
三
地
先
か
ら

栗
原
市
築
館
字
太
田
熊
狩
三
〇
番
五
地
先
ま
で

平
成
二
十
六
年

 

三
月
二
十
八
日

〇
宮
城
県
告
示
第
二
百
八
十
三
号

　

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
よ
う
に
道
路
の
供
用
を

開
始
す
る
の
で
告
示
す
る
。

　

そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
二
十
六
年
三
月
二
十
八
日
か
ら
三
十
日
間
宮
城
県
庁
（
土
木
部
道
路
課
）
及
び
宮
城
県
東

部
土
木
事
務
所
登
米
地
域
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

平
成
二
十
六
年
三
月
二
十
八
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

道
路
の

種　

類

路　

線　

名

供　

用　

開　

始　

の　

区　

間

供
用
開
始
年
月
日

県

道

涌
谷
津
山
線

登
米
市
豊
里
町
新
切
津
八
六
番
地
先
か
ら

同
市
豊
里
町
町
浦
三
〇
七
番
地
先
ま
で

平
成
二
十
六
年

 

三
月
二
十
九
日

 

午
後
四
時

〇
宮
城
県
告
示
第
二
百
八
十
四
号

　

北
上
川
水
系
に
係
る
一
級
河
川
長
沼
川
に
つ
い
て
、
河
川
法
（
昭
和
三
十
九
年
法
律
第
百
六
十
七
号
）
第
六
条
第
一

項
第
三
号
の
区
域
を
次
の
と
お
り
指
定
す
る
。

　

な
お
、
そ
の
関
係
図
面
は
、
宮
城
県
庁
（
土
木
部
河
川
課
）
及
び
宮
城
県
東
部
土
木
事
務
所
登
米
地
域
事
務
所
に
備

え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

平
成
二
十
六
年
三
月
二
十
八
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

　

次
の
図
面
の
茶
色
で
着
色
し
た
部
分
に
該
当
す
る
土
地
の
区
域
の
う
ち
、
河
川
法
第
六
条
第
一
項
第
一
号
及
び
第
二

号
の
区
域
以
外
の
区
域
（
図
面
省
略
）

〇
宮
城
県
告
示
第
二
百
八
十
五
号

　

河
川
法
（
昭
和
三
十
九
年
法
律
第
百
六
十
七
号
）
第
五
十
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
平
成
二
十
三
年
宮
城
県
告

示
第
百
四
十
六
号
で
指
定
し
た
次
の
河
川
予
定
地
を
廃
止
す
る
。

　

な
お
、
そ
の
関
係
図
面
は
、
宮
城
県
庁
（
土
木
部
河
川
課
）
及
び
宮
城
県
東
部
土
木
事
務
所
登
米
地
域
事
務
所
に
備

え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。
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平
成
二
十
六
年
三
月
二
十
八
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

　

次
の
一
の
区
間
に
係
る
二
の
大
字
の
区
域
内
の
土
地
の
う
ち
、
別
紙
図
面
に
赤
色
で
着
色
し
た
部
分
の
区
域
内
の
土

地
（
河
川
区
域
内
の
土
地
を
除
く
。）（
図
面
省
略
）

一　

区
間

　
　

起
点　

左
岸　

登
米
市
迫
町
新
田
字
下
対
馬
百
九
十
五
番
地
先

　
　
　
　
　

右
岸　

登
米
市
迫
町
新
田
字
対
馬
六
十
三
番
二
地
先

　
　

終
点　

左
岸　

栗
原
市
若
柳
字
川
南
新
砂
原
二
百
四
十
八
番
地
先

　
　
　
　
　

右
岸　

栗
原
市
若
柳
字
川
南
新
砂
原
二
百
五
十
番
地
先

二　

大
字

　
　

登
米
市
迫
町
新
田
及
び
北
方
並
び
に
栗
原
市
若
柳
字
川
南

〇
宮
城
県
告
示
第
二
百
八
十
六
号

　

土
砂
災
害
警
戒
区
域
等
に
お
け
る
土
砂
災
害
防
止
対
策
の
推
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
二
年
法
律
第
五
十
七
号
）

第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
区
域
を
土
砂
災
害
警
戒
区
域
に
指
定
す
る
。

　
　

平
成
二
十
六
年
三
月
二
十
八
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

区
域
の
名
称

土
砂
災
害

の
発
生
原

因
と
な
る

自
然
現
象

の
種
類

区　

域　

の　

所　

在　

地

縦　

覧　

場　

所

将
監
の
６

急
傾
斜
地

の
崩
壊

仙
台
市
泉
区
将
監
十
丁
目
（
次
の
図
の
と
お

り
）

宮
城
県
土
木
部
防
災
砂
防
課
及
び

宮
城
県
仙
台
土
木
事
務
所

　

（「
次
の
図
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
及
び
関
係
書
類
は
、
当
該
区
域
の
縦
覧
場
所
の
欄
に
掲
げ
る
場
所
に
お
い

て
縦
覧
に
供
す
る
。）

〇
宮
城
県
告
示
第
二
百
八
十
七
号

　

港
湾
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
十
八
号
）
第
三
条
の
三
第
九
項
の
規
定
に
よ
り
、
仙
台
塩
釜
港
港
湾
計
画
の

変
更
の
概
要
を
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

　
　

平
成
二
十
六
年
三
月
二
十
八
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

港
湾
計
画
の
変
更
の
概
要

　

１　

臨
港
交
通
施
設
計
画

　
　
　

新
た
に
追
加
す
る
施
設

港
区
名

名　
　

称

起　
　
　

点

終　
　
　

点

車
線
数

仙　
　

台

臨
港
道
路
埠ふ

頭
八

号
線

臨
港
道
路
埠ふ

頭
五
号
線

臨
港
道
路
埠ふ

頭
七
号
線

二

　

２　

港
湾
環
境
整
備
施
設
計
画

　
　
　

変
更
す
る
施
設

港
区
名

地
区
名

変　

更　

計　

画

既　

定　

計　

画

種　

別

面　
　

積
（
ヘ
ク
タ
ー
ル
）

種　

別

面　
　

積
（
ヘ
ク
タ
ー
ル
）

仙　

台

中　

野

緑　

地

一
〇

緑　

地

一
一

　

３　

土
地
利
用
計
画

　
　
　

変
更
す
る
土
地
利
用
計
画

港
区
名

地
区
名

変　
　

更　
　

計　
　

画

既　
　

定　
　

計　
　

画

用　
　

途

面　
　

積

（
ヘ
ク
タ
ー
ル
）

用　
　

途

面　
　

積

（
ヘ
ク
タ
ー
ル
）

仙　

台

中　

野

埠ふ

頭

用

地

港
湾
関
連
用
地

交
流
厚
生
用
地

交
通
機
能
用
地

緑

地

合

計

六
〇

五
八八

二
四

一
〇

一
六
二

埠ふ

頭

用

地

港
湾
関
連
用
地

交
流
厚
生
用
地

交
通
機
能
用
地

緑

地

合

計

六
〇

五
八八

二
四

一
一

一
六
二

中
野
南

埠ふ

頭

用

地

工

業

用

地

交
通
機
能
用
地

緑

地

合

計

一

一
八
七

一
一七

二
〇
五

埠ふ

頭

用

地

工

業

用

地

交
通
機
能
用
地

緑

地

合

計

一

一
八
七

一
一七

二
〇
五

　
　

（
注
）
端
数
処
理
の
た
め
、
内
訳
の
和
は
、
必
ず
し
も
合
計
と
は
な
ら
な
い
。

　

４　

港
湾
施
設
の
利
用

　
　
　

物
資
補
給
等
の
た
め
の
施
設

　
　

㈠　

新
た
に
追
加
す
る
施
設

港
区
名

地
区
名

種　

別

水
深（
メ
ー
ト
ル
）

バ
ー
ス
数

延　
　

長（
メ
ー
ト
ル
）
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仙　
　

台

中
野
南

岸　

壁

（
公
共
）

七
・
五

一

一
二
〇

　
　

㈡　

廃
止
す
る
施
設

港
区
名

地
区
名

種　

別

水
深（
メ
ー
ト
ル
）

バ
ー
ス
数

延　
　

長（
メ
ー
ト
ル
）

仙　
　

台

中
野
南

岸　

壁

（
専
用
）

七
・
五

一

一
二
〇

二　

変
更
後
の
港
湾
計
画
の
縦
覧
場
所

　
　

宮
城
県
土
木
部
港
湾
課
（
仙
台
市
青
葉
区
本
町
三
丁
目
八
番
一
号
）

　
　

宮
城
県
仙
台
塩
釜
港
湾
事
務
所
（
仙
台
市
宮
城
野
区
港
三
丁
目
一
番
三
号
）

〇
宮
城
県
告
示
第
二
百
八
十
八
号

　

港
湾
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
十
八
号
）
第
三
十
七
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
昭
和
五
十
二
年
宮
城
県

告
示
第
百
十
七
号
で
指
定
し
た
仙
台
市
中
野
字
高
松
地
内
、
仙
台
市
中
野
字
堂
崎
地
内
及
び
仙
台
市
港
一
丁
目
地
内
に

係
る
港
湾
隣
接
地
域
を
次
の
と
お
り
変
更
す
る
。

　
　

平
成
二
十
六
年
三
月
二
十
八
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

変
更
年
月
日

　
　

平
成
二
十
六
年
三
月
二
十
八
日

二　

変
更
後
の
区
域

　

１　

仙
台
市
中
野
高
松
地
内

　
　

㈠　

地
域
の
表
示

　
　
　

 　

基
点
〇
と
基
点
一
を
結
ん
だ
線
、
基
点
一
か
ら
水
際
線
に
沿
っ
て
基
点
二
を
結
ん
だ
線
、
基
点
二
か
ら
基
点

一
六
ま
で
順
次
結
ん
だ
線
及
び
基
点
一
六
と
基
点
〇
を
結
ん
だ
線
に
よ
り
囲
ま
れ
た
区
域

　
　

㈡　

基
点
の
表
示

　
　
　
　

基
準
点 　

多
賀
城
市
大
代
一
丁
目
地
内
（
北
緯
三
八
度
一
七
分
〇
二
秒
三
二
九
七
、
東
経
一
四
一
度
〇
一
分

五
六
秒
三
八
八
二
）

　
　
　
　

基
点
〇　

基
準
点
か
ら
一
六
三
度
四
八
分
一
七
秒
一
五
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　
　

基
点
一　

基
点
〇
か
ら
一
五
一
度
一
三
分
一
四
秒
四
一
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　
　

基
点
二　

基
点
一
か
ら
二
三
六
度
三
三
分
五
五
秒
二
、
〇
七
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　
　

基
点
三　

基
点
二
か
ら
六
度
〇
八
分
三
八
秒
一
一
一
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　
　

基
点
四　

基
点
三
か
ら
一
二
二
度
〇
八
分
一
四
秒
五
二
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　
　

基
点
五　

基
点
四
か
ら
一
八
五
度
五
九
分
四
八
秒
二
一
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　
　

基
点
六　

基
点
五
か
ら
九
六
度
〇
八
分
二
四
秒
六
〇
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　
　

基
点
七　

基
点
六
か
ら
六
度
一
八
分
〇
〇
秒
二
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　
　

基
点
八　

基
点
七
か
ら
九
六
度
二
〇
分
五
五
秒
六
九
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　
　

基
点
九　

基
点
八
か
ら
一
八
六
度
〇
〇
分
一
三
秒
二
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　
　

基
点
一
〇　

基
点
九
か
ら
九
五
度
五
四
分
〇
九
秒
八
三
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　
　

基
点
一
一　

基
点
一
〇
か
ら
六
度
〇
五
分
三
四
秒
一
八
五
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　
　

基
点
一
二　

基
点
一
一
か
ら
九
六
度
〇
四
分
三
〇
秒
二
九
五
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　
　

基
点
一
三　

基
点
一
二
か
ら
六
度
一
四
分
五
八
秒
二
一
五
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　
　

基
点
一
四　

基
点
一
三
か
ら
九
六
度
〇
七
分
四
六
秒
五
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　
　

基
点
一
五　

基
点
一
四
か
ら
六
度
二
六
分
五
七
秒
一
七
四
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　
　

基
点
一
六　

基
点
一
五
か
ら
一
八
度
四
八
分
〇
四
秒
八
〇
三
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　

２　

仙
台
市
中
野
字
堂
崎
地
内

　
　

㈠　

地
域
の
表
示

　
　
　

 　

基
点
〇
と
基
点
一
を
結
ん
だ
線
、
基
点
一
か
ら
水
際
線
に
沿
っ
て
基
点
二
を
結
ん
だ
線
、
基
点
二
か
ら
基
点

一
六
ま
で
順
次
結
ん
だ
線
及
び
基
点
一
六
と
基
点
〇
を
結
ん
だ
線
に
よ
り
囲
ま
れ
た
区
域

　
　

㈡　

基
点
の
表
示

　
　
　
　

基
準
点 　

多
賀
城
市
大
代
一
丁
目
地
内
（
北
緯
三
八
度
一
七
分
〇
二
秒
三
二
九
七
、
東
経
一
四
一
度
〇
一
分

五
六
秒
三
八
八
二
）

　
　
　
　

基
点
〇　

基
準
点
か
ら
二
四
一
度
五
九
分
二
一
秒
二
、
三
六
四
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　
　

基
点
一　

基
点
〇
か
ら
一
八
六
度
〇
七
分
二
七
秒
一
〇
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　
　

基
点
二　

基
点
一
か
ら
二
六
九
度
五
一
分
二
二
秒
八
二
三
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　
　

基
点
三　

基
点
二
か
ら
九
三
度
四
六
分
一
六
秒
五
二
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　
　

基
点
四　

基
点
三
か
ら
六
度
〇
四
分
〇
七
秒
一
六
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　
　

基
点
五　

基
点
四
か
ら
九
六
度
〇
四
分
〇
七
秒
三
八
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　
　

基
点
六　

基
点
五
か
ら
六
度
〇
七
分
〇
三
秒
七
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　
　

基
点
七　

基
点
六
か
ら
九
六
度
〇
四
分
二
五
秒
三
六
三
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　
　

基
点
八　

基
点
七
か
ら
四
六
度
〇
二
分
一
四
秒
一
六
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　
　

基
点
九　

基
点
八
か
ら
一
六
度
〇
四
分
一
七
秒
五
三
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　
　

基
点
一
〇　

基
点
九
か
ら
一
〇
四
度
三
七
分
一
四
秒
一
九
五
メ
ー
ト
ル
の
地
点
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基
点
一
一　

基
点
一
〇
か
ら
一
五
度
二
九
分
一
六
秒
一
一
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　
　

基
点
一
二　

基
点
一
一
か
ら
一
〇
五
度
三
〇
分
〇
〇
秒
一
五
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　
　

基
点
一
三　

基
点
一
二
か
ら
五
五
度
二
〇
分
四
〇
秒
二
七
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　
　

基
点
一
四　

基
点
一
三
か
ら
一
〇
四
度
四
七
分
五
三
秒
二
二
五
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　
　

基
点
一
五　

基
点
一
四
か
ら
六
度
〇
七
分
二
七
秒
五
七
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　
　

基
点
一
六　

基
点
一
五
か
ら
一
〇
五
度
一
九
分
二
五
秒
九
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　

３　

仙
台
市
港
一
丁
目
地
内

　
　

㈠　

地
域
の
表
示

　
　
　

 　

基
点
〇
か
ら
基
点
九
ま
で
順
次
結
ん
だ
線
、
基
点
九
か
ら
水
際
線
に
沿
っ
て
基
点
〇
を
結
ん
だ
線
に
よ
り
囲

ま
れ
た
区
域

　
　

㈡　

基
点
の
表
示

　
　
　
　

基
準
点 　

多
賀
城
市
大
代
一
丁
目
地
内
（
北
緯
三
八
度
一
七
分
〇
二
秒
三
二
九
七
、
東
経
一
四
一
度
〇
一
分

五
六
秒
三
八
八
二
）

　
　
　
　

基
点
〇　

基
準
点
か
ら
一
四
度
三
五
分
〇
五
秒
一
、
八
八
五
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　
　

基
点
一　

基
点
〇
か
ら
一
八
六
度
一
〇
分
二
九
秒
六
四
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　
　

基
点
二　

基
点
一
か
ら
二
七
六
度
〇
九
分
五
〇
秒
六
七
七
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　
　

基
点
三　

基
点
二
か
ら
一
八
六
度
〇
六
分
一
六
秒
三
六
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　
　

基
点
四　

基
点
三
か
ら
二
七
五
度
三
七
分
四
三
秒
二
四
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　
　

基
点
五　

基
点
四
か
ら
六
度
〇
六
分
一
六
秒
三
六
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　
　

基
点
六　

基
点
五
か
ら
二
七
六
度
〇
四
分
一
九
秒
一
、
八
五
五
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　
　

基
点
七　

基
点
六
か
ら
五
度
四
五
分
〇
〇
秒
四
〇
八
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　
　

基
点
八　

基
点
七
か
ら
九
三
度
四
六
分
一
六
秒
九
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　
　

基
点
九　

基
点
八
か
ら
九
三
度
四
六
分
一
六
秒
五
二
メ
ー
ト
ル
の
地
点

〇
宮
城
県
告
示
第
二
百
八
十
九
号

　

港
湾
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
十
八
号
）
第
三
十
七
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
仙
台
塩
釜
港
（
塩
釜

港
区
）
塩
竈
市
越
ノ
浦
地
区
に
係
る
港
湾
隣
接
地
域
を
次
の
と
お
り
指
定
す
る
。
ま
た
、
平
成
十
七
年
宮
城
県
告
示
第

百
五
十
二
号
で
指
定
し
た
仙
台
塩
釜
港
（
塩
釜
港
区
）
塩
竈
市
海
岸
通
・
港
町
地
区
に
係
る
港
湾
隣
接
地
域
を
次
の
と

お
り
変
更
す
る
。

　
　

平
成
二
十
六
年
三
月
二
十
八
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

指
定
及
び
変
更
年
月
日

　
　

平
成
二
十
六
年
三
月
二
十
八
日

二　

指
定
及
び
変
更
後
の
区
域

　

１　

塩
竈
市
越
ノ
浦
地
区

　
　

㈠　

地
域
の
表
示

　
　
　

 　

基
点
一
か
ら
基
点
四
ま
で
順
次
結
ん
だ
線
及
び
基
点
四
か
ら
水
際
線
に
沿
っ
て
基
点
一
を
結
ん
だ
線
に
よ
り

囲
ま
れ
た
区
域

　
　

㈡　

基
点
の
表
示

　
　
　
　

基
準
点 　

宮
城
郡
利
府
町
赤
沼
字
中
倉
の
三
級
基
準
点
三

－

一
一
（
北
緯
三
八
度
二
〇
分
二
四
秒
一
、
東
経

一
四
一
度
〇
二
分
一
一
秒
七
）

　
　
　
　

基
点
一　

基
準
点
か
ら
一
五
三
度
四
五
分
三
七
秒
六
七
・
四
一
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　
　

基
点
二　

基
点
一
か
ら
一
六
三
度
三
〇
分
〇
六
秒
三
・
五
八
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　
　

基
点
三　

基
点
二
か
ら
二
五
三
度
三
〇
分
〇
六
秒
五
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　
　

基
点
四　

基
点
三
か
ら
三
四
三
度
三
〇
分
〇
六
秒
四
・
二
一
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　

２　

塩
竈
市
海
岸
通
・
港
町
地
区

　
　

㈠　

地
域
の
表
示

　
　
　

 　

基
点
一
か
ら
水
際
線
に
沿
っ
て
基
点
二
五
を
結
ん
だ
線
、
基
点
二
五
か
ら
基
点
三
五
ま
で
順
次
結
ん
だ
線
及

び
基
点
三
五
と
基
点
一
を
結
ん
だ
線
に
よ
り
囲
ま
れ
た
区
域
、
基
点
二
か
ら
基
点
一
五
ま
で
順
次
結
ん
だ
線
及

び
基
点
一
五
か
ら
水
際
線
に
沿
っ
て
基
点
二
を
結
ん
だ
線
に
よ
り
囲
ま
れ
た
区
域
、
基
点
一
六
と
基
点
一
七
を

結
ん
だ
線
及
び
基
点
一
七
か
ら
水
際
線
に
沿
っ
て
基
点
一
六
を
結
ん
だ
線
に
よ
り
囲
ま
れ
た
区
域
、
基
点
一
八

と
基
点
一
九
を
結
ん
だ
線
及
び
基
点
一
九
か
ら
水
際
線
に
沿
っ
て
基
点
一
八
を
結
ん
だ
線
に
よ
り
囲
ま
れ
た
区

域
並
び
に
基
点
二
〇
か
ら
基
点
二
四
ま
で
順
次
結
ん
だ
線
及
び
基
点
二
四
か
ら
水
際
線
に
沿
っ
て
基
点
二
〇
を

結
ん
だ
線
に
よ
り
囲
ま
れ
た
区
域

　
　

㈡　

基
点
の
表
示

　
　
　
　

基
点
一 　

塩
竈
市
港
町
一
丁
目
七
四
番
の
南
東
角
の
地
点
（
北
緯
三
八
度
一
九
分
〇
四
秒
、
東
経
一
四
一
度

〇
二
分
〇
六
秒
）

　
　
　
　

基
点
二　

基
点
一
か
ら
三
二
六
度
二
一
分
一
三
九
秒
六
六
六
・
七
九
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　
　

基
点
三　

基
点
二
か
ら
二
七
五
度
五
〇
分
一
三
秒
二
〇
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　
　

基
点
四　

基
点
三
か
ら
一
八
五
度
三
六
分
一
六
秒
一
三
・
一
九
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　
　

基
点
五　

基
点
四
か
ら
二
四
一
度
二
三
分
五
二
秒
一
〇
五
・
九
四
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　
　

基
点
六　

基
点
五
か
ら
二
三
九
度
〇
一
分
〇
二
秒
一
七
・
四
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　
　

基
点
七　

基
点
六
か
ら
二
三
四
度
一
五
分
二
二
秒
一
七
・
四
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点
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基
点
八　

基
点
七
か
ら
二
二
九
度
二
九
分
四
二
秒
一
七
・
四
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　
　

基
点
九　

基
点
八
か
ら
二
二
四
度
四
四
分
〇
二
秒
一
七
・
四
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　
　

基
点
一
〇　

基
点
九
か
ら
二
二
〇
度
〇
〇
分
〇
六
秒
一
七
・
一
九
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　
　

基
点
一
一　

基
点
一
〇
か
ら
二
一
五
度
一
七
分
五
四
秒
一
七
・
一
九
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　
　

基
点
一
二　

基
点
一
一
か
ら
二
一
〇
度
三
五
分
四
一
秒
一
七
・
一
九
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　
　

基
点
一
三　

基
点
一
二
か
ら
二
〇
五
度
五
三
分
二
九
秒
一
七
・
一
九
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　
　

基
点
一
四　

基
点
一
三
か
ら
二
〇
九
度
〇
〇
分
三
八
秒
一
一
・
五
四
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　
　

基
点
一
五　

基
点
一
四
か
ら
二
一
九
度
五
七
分
〇
九
秒
一
一
・
五
四
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　
　

基
点
一
六　

基
点
一
五
か
ら
二
三
九
度
三
七
分
〇
七
秒
八
一
・
一
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　
　

基
点
一
七　

基
点
一
六
か
ら
二
四
七
度
一
八
分
二
八
秒
四
九
・
九
七
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　
　

基
点
一
八　

基
点
一
七
か
ら
二
四
七
度
一
八
分
二
八
秒
四
・
四
八
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　
　

基
点
一
九　

基
点
一
八
か
ら
二
四
七
度
一
八
分
二
八
秒
四
五
・
一
一
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　
　

基
点
二
〇　

基
点
一
九
か
ら
二
四
七
度
一
八
分
二
八
秒
一
四
一
・
四
四
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　
　

基
点
二
一　

基
点
二
〇
か
ら
二
四
七
度
一
八
分
二
八
秒
三
五
・
七
九
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　
　

基
点
二
二　

基
点
二
一
か
ら
一
六
二
度
〇
二
分
四
五
秒
四
・
一
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　
　

基
点
二
三　

基
点
二
二
か
ら
二
四
二
度
〇
八
分
三
三
秒
九
・
三
六
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　
　

基
点
二
四　

基
点
二
三
か
ら
一
九
一
度
〇
八
分
二
七
秒
一
八
・
四
九
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　
　

基
点
二
五　

基
点
二
四
か
ら
一
九
一
度
〇
八
分
二
七
秒
一
七
・
五
一
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　
　

基
点
二
六　

基
点
二
五
か
ら
一
九
一
度
〇
八
分
二
七
秒
九
・
三
八
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　
　

基
点
二
七　

基
点
二
六
か
ら
一
九
九
度
三
四
分
三
二
秒
一
〇
・
二
二
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　
　

基
点
二
八　

基
点
二
七
か
ら
七
四
度
〇
四
分
二
八
秒
三
五
・
二
八
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　
　

基
点
二
九　

基
点
二
八
か
ら
一
六
三
度
五
〇
分
〇
九
秒
六
七
・
〇
三
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　
　

基
点
三
〇　

基
点
二
九
か
ら
七
五
度
〇
〇
分
〇
〇
秒
二
〇
四
・
五
五
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　
　

基
点
三
一　

基
点
三
〇
か
ら
九
三
度
二
五
分
〇
〇
秒
九
〇
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　
　

基
点
三
二　

基
点
三
一
か
ら
九
三
度
二
五
分
〇
〇
秒
二
八
五
・
七
六
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　
　

基
点
三
三　

基
点
三
二
か
ら
九
三
度
二
五
分
〇
〇
秒
三
〇
〇
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　
　

基
点
三
四　

基
点
三
三
か
ら
二
二
〇
度
〇
〇
分
〇
〇
秒
一
〇
〇
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　
　

基
点
三
五　

基
点
三
四
か
ら
一
八
〇
度
〇
〇
分
〇
〇
秒
五
〇
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

〇
宮
城
県
告
示
第
二
百
九
十
号

　

港
湾
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
十
八
号
）
第
三
十
七
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
仙
台
塩
釜
港
（
石
巻

港
区
）
石
巻
市
中
島
町
地
区
及
び
石
巻
市
西
浜
町
地
区
・
東
松
島
市
大
曲
地
区
に
係
る
港
湾
隣
接
地
域
を
次
の
と
お
り

指
定
す
る
。
ま
た
、
昭
和
四
十
二
年
宮
城
県
告
示
第
四
百
八
十
七
号
で
指
定
し
た
仙
台
塩
釜
港
（
石
巻
港
区
）
港
湾
隣

接
地
域
の
う
ち
、
石
巻
市
門
脇
字
東
中
浜
一
番
地
内
そ
の
三
地
区
及
び
石
巻
市
門
脇
字
本
草
園
前
字
浪
除
土
手
地
内
、

昭
和
四
十
六
年
宮
城
県
告
示
第
六
百
四
十
三
号
で
指
定
し
た
仙
台
塩
釜
港
（
石
巻
港
区
）
港
湾
隣
接
地
域
石
巻
市
西
浜

町
地
区
・
東
松
島
市
南
浜
地
区
、
昭
和
五
十
二
年
宮
城
県
告
示
第
百
十
八
号
で
指
定
し
た
仙
台
塩
釜
港
（
石
巻
港
区
）

石
巻
市
重
吉
町
地
内
並
び
に
平
成
二
十
年
宮
城
県
告
示
第
千
百
五
号
で
指
定
し
た
石
巻
市
門
脇
町
地
内
に
係
る
港
湾
隣

接
地
域
を
次
の
と
お
り
変
更
す
る
。

　
　

平
成
二
十
六
年
三
月
二
十
八
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

指
定
及
び
変
更
年
月
日

　
　

平
成
二
十
六
年
三
月
二
十
八
日

二　

指
定
及
び
変
更
後
の
区
域

　

１　

石
巻
市
中
島
町
地
区

　
　

㈠　

地
域
の
表
示

　
　
　

 　

基
点
一
か
ら
基
点
一
七
ま
で
順
次
結
ん
だ
線
及
び
基
点
一
七
か
ら
水
際
線
に
沿
っ
て
基
点
一
を
結
ん
だ
線
に

よ
り
囲
ま
れ
た
区
域

　
　

㈡　

基
点
の
表
示

　
　
　
　

基
準
点　

石
巻
市
潮
見
町
地
内
の
標
柱
（
北
緯
三
八
度
二
四
分
四
五
秒
、
東
経
一
四
一
度
一
六
分
四
四
秒
）

　
　
　
　

基
点
一　

基
準
点
か
ら
三
三
四
度
〇
三
分
一
二
秒
七
三
三
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　
　

基
点
二　

基
点
一
か
ら
三
五
三
度
三
〇
分
五
二
秒
二
五
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　
　

基
点
三　

基
点
二
か
ら
二
六
三
度
三
六
分
一
〇
秒
一
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　
　

基
点
四　

基
点
三
か
ら
一
七
三
度
三
五
分
二
六
秒
二
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　
　

基
点
五　

基
点
四
か
ら
二
六
三
度
三
六
分
一
〇
秒
六
一
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　
　

基
点
六　

基
点
五
か
ら
三
五
四
度
〇
五
分
二
九
秒
二
三
四
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　
　

基
点
七　

基
点
六
か
ら
三
〇
八
度
二
八
分
〇
五
秒
三
一
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　
　

基
点
八　

基
点
七
か
ら
二
六
三
度
三
九
分
一
三
秒
六
〇
八
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　
　

基
点
九　

基
点
八
か
ら
二
五
八
度
五
三
分
〇
二
秒
一
二
一
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　
　

基
点
一
〇　

基
点
九
か
ら
二
〇
八
度
四
〇
分
四
九
秒
三
二
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　
　

基
点
一
一　

基
点
一
〇
か
ら
一
七
三
度
五
七
分
五
五
秒
一
二
二
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　
　

基
点
一
二　

基
点
一
一
か
ら
二
六
三
度
五
五
分
二
四
秒
九
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　
　

基
点
一
三　

基
点
一
二
か
ら
一
七
三
度
四
一
分
〇
〇
秒
五
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　
　

基
点
一
四　

基
点
一
三
か
ら
八
三
度
四
一
分
〇
〇
秒
二
メ
ー
ト
ル
の
地
点
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基
点
一
五　

基
点
一
四
か
ら
一
七
三
度
三
八
分
五
一
秒
三
三
二
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　
　

基
点
一
六　

基
点
一
五
か
ら
一
七
三
度
三
八
分
五
一
秒
二
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　
　

基
点
一
七　

基
点
一
六
か
ら
二
六
三
度
一
〇
分
三
一
秒
四
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　

２　

石
巻
市
西
浜
町
・
東
松
島
市
大
曲
地
区

　
　

㈠　

地
域
の
表
示

　
　
　

 　

基
点
一
と
基
点
二
を
結
ん
だ
線
、
基
点
二
か
ら
水
際
線
に
沿
っ
て
基
点
三
を
結
ん
だ
線
、
基
点
三
か
ら
基
点

八
ま
で
順
次
結
ん
だ
線
及
び
基
点
八
と
基
点
一
を
結
ん
だ
線
に
よ
り
囲
ま
れ
た
区
域
並
び
に
基
点
九
と
基
点
一

〇
を
結
ん
だ
線
、
基
点
一
〇
か
ら
水
際
線
に
沿
っ
て
基
点
一
一
を
結
ん
だ
線
、
基
点
一
一
か
ら
基
点
二
二
ま
で

順
次
結
ん
だ
線
及
び
基
点
二
二
と
基
点
九
を
結
ん
だ
線
に
よ
り
囲
ま
れ
た
区
域

　
　

㈡　

基
点
の
表
示

　
　
　
　

基
準
点 　

石
巻
市
門
脇
町
三
丁
目
門
脇
大
型
桟
橋
南
端
の
点
（
北
緯
三
八
度
二
五
分
五
秒
二
、
東
経
一
四
一

度
一
八
分
三
八
秒
四
）

　
　
　
　

基
点
一　

基
準
点
か
ら
二
六
三
度
〇
三
分
三
五
秒
一
四
七
五
・
五
四
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　
　

基
点
二　

基
点
一
か
ら
三
四
七
度
二
二
分
二
三
秒
一
〇
〇
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　
　

基
点
三　

基
点
四
か
ら
七
一
度
〇
一
分
三
七
秒
二
一
・
四
五
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　
　

基
点
四　

基
点
五
か
ら
三
一
九
度
四
九
分
二
六
秒
一
〇
三
・
九
五
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　
　

基
点
五　

基
点
六
か
ら
二
六
三
度
五
六
分
四
九
秒
二
一
〇
・
〇
四
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　
　

基
点
六　

基
点
七
か
ら
三
五
三
度
五
七
分
一
八
秒
八
・
七
八
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　
　

基
点
七　

基
点
八
か
ら
一
九
一
度
二
四
分
二
六
秒
二
二
・
〇
一
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　
　

基
点
八　

基
点
一
か
ら
二
六
一
度
一
三
分
〇
七
秒
一
三
・
四
五
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　
　

基
点
九　

基
準
点
か
ら
二
六
六
度
二
五
分
五
一
秒
一
七
八
三
・
二
二
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　
　

基
点
一
〇　

基
点
九
か
ら
六
〇
度
三
六
分
一
六
秒
二
〇
・
三
七
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　
　

基
点
一
一　

基
点
一
二
か
ら
四
二
度
四
二
分
〇
八
秒
二
八
・
六
二
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　
　

基
点
一
二　

基
点
一
三
か
ら
三
一
二
度
四
二
分
〇
八
秒
一
四
・
二
四
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　
　

基
点
一
三　

基
点
一
四
か
ら
三
三
三
度
五
五
分
二
〇
秒
七
〇
・
八
八
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　
　

基
点
一
四　

基
点
一
五
か
ら
三
四
一
度
五
八
分
四
三
秒
八
七
・
七
九
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　
　

基
点
一
五　

基
点
一
六
か
ら
二
四
度
一
三
分
三
六
秒
九
七
・
八
八
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　
　

基
点
一
六　

基
点
一
七
か
ら
三
七
度
五
三
分
五
七
秒
四
六
・
七
四
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　
　

基
点
一
七　

基
点
一
八
か
ら
一
度
二
七
分
四
二
秒
一
六
八
・
四
六
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　
　

基
点
一
八　

基
点
一
九
か
ら
三
九
度
一
四
分
〇
二
秒
一
四
八
・
二
四
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　
　

基
点
一
九　

基
点
二
〇
か
ら
二
一
度
〇
三
分
〇
四
秒
一
九
六
・
五
五
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　
　

基
点
二
〇　

基
点
二
一
か
ら
三
五
四
度
五
〇
分
一
七
秒
七
七
・
〇
三
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　
　

基
点
二
一　

基
点
二
二
か
ら
五
〇
度
一
八
分
一
〇
秒
九
二
・
九
二
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　
　

基
点
二
二　

基
点
九
か
ら
三
一
九
度
四
九
分
二
八
秒
一
九
四
・
五
七
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　

３　

石
巻
市
門
脇
字
東
中
浜
一
番
地
内
そ
の
三
地
区

　
　

㈠　

地
域
の
表
示

　
　
　

 　

基
点
一
か
ら
基
点
一
三
ま
で
順
次
結
ん
だ
線
及
び
基
点
一
三
か
ら
水
際
線
に
沿
っ
て
基
点
一
を
結
ん
だ
線
に

よ
り
囲
ま
れ
た
区
域

　
　

㈡　

基
点
の
表
示

　
　
　
　

基
準
点 　

石
巻
市
雲
雀
野
防
波
堤
基
部
西
側
（
北
緯
三
八
度
二
四
分
四
〇
秒
五
、
東
経
一
四
一
度
一
六
分
二

四
秒
二
）

　
　
　
　

基
点
一　

基
準
点
か
ら
一
六
八
度
五
九
分
五
三
秒
二
五
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　
　

基
点
二　

基
点
一
か
ら
六
三
度
二
九
分
五
三
秒
五
二
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　
　

基
点
三　

基
点
二
か
ら
六
三
度
二
三
分
二
六
秒
一
四
五
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　
　

基
点
四　

基
点
三
か
ら
三
五
三
度
五
九
分
四
一
秒
二
三
一
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　
　

基
点
五　

基
点
四
か
ら
六
五
度
〇
〇
分
〇
〇
秒
二
七
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　
　

基
点
六　

基
点
五
か
ら
〇
度
〇
〇
分
〇
〇
秒
一
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　
　

基
点
七　

基
点
六
か
ら
八
三
度
二
五
分
〇
七
秒
二
二
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　
　

基
点
八　

基
点
七
か
ら
一
七
三
度
一
七
分
五
五
秒
八
九
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　
　

基
点
九　

基
点
八
か
ら
八
三
度
一
八
分
〇
〇
秒
二
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　
　

基
点
一
〇　

基
点
九
か
ら
三
五
三
度
一
八
分
〇
六
秒
八
九
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　
　

基
点
一
一　

基
点
一
〇
か
ら
八
三
度
三
四
分
五
〇
秒
六
六
七
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　
　

基
点
一
二　

基
点
一
一
か
ら
三
五
三
度
四
六
分
二
二
秒
一
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　
　

基
点
一
三　

基
点
一
二
か
ら
二
六
三
度
四
三
分
二
五
秒
二
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　

４　

石
巻
市
門
脇
字
本
草
園
前
字
浪
除
土
手
地
内

　
　

㈠　

地
域
の
表
示

　
　
　

 　

基
点
一
か
ら
基
点
一
〇
ま
で
順
次
結
ん
だ
線
及
び
基
点
一
〇
か
ら
水
際
線
に
沿
っ
て
基
点
一
を
結
ん
だ
線
に

よ
り
囲
ま
れ
た
区
域

　
　

㈡　

基
点
の
表
示

　
　
　
　

基
準
点　

石
巻
市
潮
見
町
地
内
の
標
柱
（
北
緯
三
八
度
二
四
分
四
五
秒
、
東
経
一
四
一
度
一
六
分
四
四
秒
）

　
　
　
　

基
点
一　

基
準
点
か
ら
三
三
四
度
〇
三
分
一
二
秒
七
三
三
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　
　

基
点
二　

基
点
一
か
ら
三
五
三
度
三
〇
分
五
二
秒
二
五
メ
ー
ト
ル
の
地
点
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基
点
三　

基
点
二
か
ら
八
三
度
三
六
分
一
〇
秒
二
〇
一
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　
　

基
点
四　

基
点
三
か
ら
三
五
四
度
〇
八
分
五
五
秒
四
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　
　

基
点
五　

基
点
四
か
ら
八
三
度
四
四
分
四
七
秒
六
九
九
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　
　

基
点
六　

基
点
五
か
ら
八
三
度
四
四
分
四
七
秒
四
六
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　
　

基
点
七　

基
点
六
か
ら
一
七
三
度
四
三
分
五
七
秒
三
三
九
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　
　

基
点
八　

基
点
七
か
ら
二
六
三
度
〇
七
分
三
二
秒
四
六
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　
　

基
点
九　

基
点
八
か
ら
一
七
三
度
四
六
分
二
二
秒
三
八
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　
　

基
点
一
〇　

基
点
九
か
ら
二
六
三
度
四
三
分
二
五
秒
二
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　

５　

石
巻
市
西
浜
町
・
東
松
島
市
南
浜
地
区

　
　

㈠　

地
域
の
表
示

　
　
　

 　

基
準
点
か
ら
基
点
一
八
ま
で
順
次
結
ん
だ
線
、
基
点
一
八
か
ら
水
際
線
に
沿
っ
て
基
点
一
九
を
結
ん
だ
線
、

基
点
一
九
か
ら
基
点
三
一
ま
で
順
次
結
ん
だ
線
及
び
基
点
三
一
と
基
準
点
を
結
ん
だ
線
に
よ
り
囲
ま
れ
た
区
域

　
　

㈡　

基
点
の
表
示

　
　
　
　

基
準
点 　

石
巻
市
門
脇
字
東
中
浜
一
番
防
波
堤
基
部
東
側
角
の
点
（
北
緯
三
八
度
二
四
分
二
四
秒
五
、
東
経

一
四
一
度
一
六
分
一
一
秒
三
）

　
　
　
　

基
点
一　

基
準
点
か
ら
二
六
〇
度
〇
〇
分
〇
〇
秒
三
四
・
七
六
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　
　

基
点
二　

基
点
一
か
ら
一
九
二
度
五
五
分
〇
六
秒
八
五
・
〇
九
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　
　

基
点
三　

基
点
二
か
ら
一
六
七
度
四
三
分
二
四
秒
一
九
・
〇
一
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　
　

基
点
四　

基
点
三
か
ら
二
七
六
度
四
六
分
四
一
秒
六
二
・
二
四
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　
　

基
点
五　

基
点
四
か
ら
三
四
八
度
一
三
分
二
四
秒
五
六
・
七
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　
　

基
点
六　

基
点
五
か
ら
三
四
一
度
三
七
分
四
〇
秒
二
二
・
九
七
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　
　

基
点
七　

基
点
六
か
ら
二
五
九
度
五
九
分
五
五
秒
一
九
八
・
一
七
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　
　

基
点
八　

基
点
七
か
ら
二
五
二
度
〇
〇
分
〇
〇
秒
九
三
二
・
九
三
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　
　

基
点
九　

基
点
八
か
ら
三
五
三
度
四
二
分
〇
八
秒
四
九
・
七
三
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　
　

基
点
一
〇　

基
点
九
か
ら
二
五
一
度
一
六
分
二
一
秒
二
〇
・
四
八
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　
　

基
点
一
一　

基
点
一
〇
か
ら
一
七
三
度
四
二
分
〇
八
秒
四
九
・
四
六
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　
　

基
点
一
二　

基
点
一
一
か
ら
二
五
二
度
〇
〇
分
〇
〇
秒
六
七
・
七
六
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　
　

基
点
一
三　

基
点
一
二
か
ら
二
六
三
度
四
八
分
五
三
秒
四
九
・
五
七
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　
　

基
点
一
四　

基
点
一
三
か
ら
三
五
三
度
三
二
分
二
二
秒
四
〇
・
一
一
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　
　

基
点
一
五　

基
点
一
四
か
ら
二
四
八
度
四
七
分
三
七
秒
二
〇
・
六
八
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　
　

基
点
一
六　

基
点
一
五
か
ら
一
七
三
度
三
二
分
二
二
秒
四
九
・
二
九
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　
　

基
点
一
七　

基
点
一
六
か
ら
二
五
二
度
〇
〇
分
〇
〇
秒
八
四
一
・
八
九
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　
　

基
点
一
八　

基
点
一
七
か
ら
一
六
一
度
〇
〇
分
〇
〇
秒
四
八
・
〇
二
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　
　

基
点
一
九　

基
点
一
〇
か
ら
三
四
一
度
〇
一
分
〇
八
秒
三
九
八
・
七
四
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　
　

基
点
二
〇　

基
点
一
九
か
ら
八
三
度
四
八
分
五
三
秒
八
七
・
五
五
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　
　

基
点
二
一　

基
点
二
〇
か
ら
一
七
三
度
四
二
分
〇
八
秒
六
三
・
一
六
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　
　

基
点
二
二　

基
点
二
一
か
ら
八
三
度
四
二
分
〇
八
秒
二
〇
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　
　

基
点
二
三　

基
点
二
二
か
ら
三
五
三
度
四
二
分
〇
八
秒
八
七
・
八
七
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　
　

基
点
二
四　

基
点
二
三
か
ら
八
三
度
四
八
分
二
八
秒
一
二
二
五
・
〇
一
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　
　

基
点
二
五　

基
点
二
四
か
ら
一
七
三
度
〇
〇
分
〇
〇
秒
一
六
・
九
五
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　
　

基
点
二
六　

基
点
二
五
か
ら
八
三
度
〇
〇
分
〇
〇
秒
八
六
・
八
八
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　
　

基
点
二
七　

基
点
二
六
か
ら
一
二
八
度
三
五
分
〇
八
秒
一
八
七
・
八
九
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　
　

基
点
二
八　

基
点
二
七
か
ら
一
三
〇
度
三
六
分
四
〇
秒
三
八
・
〇
四
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　
　

基
点
二
九　

基
点
二
八
か
ら
一
四
六
度
五
〇
分
三
〇
秒
三
六
・
四
二
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　
　

基
点
三
〇　

基
点
二
九
か
ら
二
五
二
度
五
三
分
四
三
秒
二
二
八
・
七
五
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　
　

基
点
三
一　

基
点
三
〇
か
ら
三
四
二
度
五
三
分
四
三
秒
六
・
八
六
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　

６　

石
巻
市
重
吉
町
地
内

　
　

㈠　

地
域
の
表
示

　
　
　

 　

基
点
一
か
ら
基
点
九
ま
で
順
次
結
ん
だ
線
及
び
基
点
九
か
ら
水
際
線
に
沿
っ
て
基
点
一
を
結
ん
だ
線
に
よ
り

囲
ま
れ
た
区
域

　
　

㈡　

基
点
の
表
示

　
　
　
　

基
準
点　

石
巻
市
潮
見
町
地
内
の
標
柱
（
北
緯
三
八
度
二
四
分
四
五
秒
、
東
経
一
四
一
度
一
六
分
四
四
秒
）

　
　
　
　

基
点
一　

基
準
点
か
ら
二
八
三
度
一
八
分
三
六
秒
一
一
六
一
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　
　

基
点
二　

基
点
一
か
ら
三
五
三
度
三
八
分
五
一
秒
二
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　
　

基
点
三　

基
点
二
か
ら
二
六
三
度
三
九
分
二
二
秒
一
一
五
四
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　
　

基
点
四　

基
点
三
か
ら
一
七
三
度
三
九
分
二
二
秒
一
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　
　

基
点
五　

基
点
四
か
ら
二
六
三
度
三
九
分
〇
一
秒
一
一
八
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　
　

基
点
六　

基
点
五
か
ら
三
〇
二
度
〇
五
分
五
三
秒
四
八
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　
　

基
点
七　

基
点
六
か
ら
三
三
八
度
五
八
分
五
二
秒
三
四
七
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　
　

基
点
八　

基
点
七
か
ら
三
二
五
度
五
〇
分
三
〇
秒
二
三
八
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　
　

基
点
九　

基
点
八
か
ら
三
五
三
度
三
五
分
五
八
秒
一
〇
六
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　

７　

石
巻
市
門
脇
町
地
内
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㈠　

地
域
の
表
示

　
　
　

 　

基
点
一
か
ら
基
点
二
三
ま
で
順
次
結
ん
だ
線
、
基
点
二
三
か
ら
水
際
線
に
沿
っ
て
基
点
一
を
結
ん
だ
線
に
よ

り
囲
ま
れ
た
区
域

　
　

㈡　

基
点
の
表
示

　
　
　
　

基
準
点 　

石
巻
市
門
脇
町
三
丁
目
門
脇
大
型
桟
橋
南
端
の
点
（
北
緯
三
八
度
二
五
分
五
秒
二
、
東
経
一
四
一

度
一
八
分
三
八
秒
四
）

　
　
　
　

基
点
一　

基
準
点
か
ら
七
度
五
六
分
一
六
秒
二
〇
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　
　

基
点
二　

基
点
一
か
ら
二
七
七
度
二
六
分
一
六
秒
五
六
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　
　

基
点
三　

基
点
二
か
ら
一
八
九
度
五
六
分
一
六
秒
一
四
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　
　

基
点
四　

基
点
三
か
ら
二
六
五
度
二
六
分
一
六
秒
一
一
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　
　

基
点
五　

基
点
四
か
ら
一
八
六
度
五
六
分
一
六
秒
二
〇
八
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　
　

基
点
六　

基
点
五
か
ら
一
四
二
度
五
六
分
一
六
秒
六
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　
　

基
点
七　

基
点
六
か
ら
一
六
〇
度
五
六
分
一
六
秒
八
四
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　
　

基
点
八　

基
点
七
か
ら
八
七
度
五
六
分
一
六
秒
七
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　
　

基
点
九　

基
点
八
か
ら
一
七
八
度
二
六
分
一
六
秒
一
七
八
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　
　

基
点
一
〇　

基
点
九
か
ら
三
〇
九
度
〇
八
分
一
九
秒
一
一
三
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　
　

基
点
一
一　

基
点
一
〇
か
ら
三
〇
五
度
四
三
分
二
一
秒
二
八
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　
　

基
点
一
二　

基
点
一
一
か
ら
二
八
二
度
四
五
分
五
一
秒
三
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　
　

基
点
一
三　

基
点
一
二
か
ら
二
七
一
度
四
六
分
二
三
秒
一
五
三
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　
　

基
点
一
四　

基
点
一
三
か
ら
二
七
一
度
四
五
分
五
六
秒
一
五
三
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　
　

基
点
一
五　

基
点
一
四
か
ら
一
度
三
一
分
〇
三
秒
一
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　
　

基
点
一
六　

基
点
一
五
か
ら
二
六
五
度
一
〇
分
〇
一
秒
六
九
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　
　

基
点
一
七　

基
点
一
六
か
ら
二
六
一
度
五
九
分
五
九
秒
七
六
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　
　

基
点
一
八　

基
点
一
七
か
ら
二
六
五
度
〇
八
分
五
〇
秒
四
二
七
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　
　

基
点
一
九　

基
点
一
八
か
ら
二
六
五
度
〇
一
分
二
九
秒
四
〇
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　
　

基
点
二
〇　

基
点
一
九
か
ら
二
六
四
度
三
二
分
〇
四
秒
一
〇
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　
　

基
点
二
一　

基
点
二
〇
か
ら
二
六
四
度
三
二
分
〇
四
秒
八
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　
　

基
点
二
二　

基
点
二
一
か
ら
一
七
三
度
三
一
分
四
四
秒
五
〇
五
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　
　

基
点
二
三　

基
点
二
二
か
ら
八
三
度
三
一
分
四
四
秒
一
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

〇
宮
城
県
告
示
第
二
百
九
十
一
号

　

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
五
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
都
市
計
画
事
業
を
次
の
と
お

り
認
可
し
た
。

　
　

平
成
二
十
六
年
三
月
二
十
八
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

施
行
者
の
名
称

　
　

大
崎
市

二　

都
市
計
画
事
業
の
種
類
及
び
名
称

　

１　

種
類

　
　
　

大
崎
広
域
都
市
計
画
道
路
事
業

　

２　

名
称

　
　
　

三
・
四
・
十
七
号
李
埣
新
田
線

三　

事
業
施
行
期
間

　
　

平
成
二
十
六
年
三
月
二
十
八
日
か
ら
平
成
三
十
一
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

四　

事
業
地

　

１　

収
用
の
部
分

　
　

 　

宮
城
県
大
崎
市
古
川
江
合
本
町
一
丁
目
並
び
に
古
川
福
浦
二
丁
目
、
三
丁
目
、
字
新
土
手
外
及
び
字
土
手
外
沼

上
地
内

　

２　

使
用
の
部
分

　
　
　

な
し

〇
宮
城
県
告
示
第
二
百
九
十
二
号

　

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
五
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
都
市
計
画
事
業
を
次
の
と
お

り
認
可
し
た
。

　
　

平
成
二
十
六
年
三
月
二
十
八
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

施
行
者
の
名
称

　
　

気
仙
沼
市

二　

都
市
計
画
事
業
の
種
類
及
び
名
称

　

１　

種
類

　
　
　

気
仙
沼
都
市
計
画
道
路
事
業

　

２　

名
称

　
　
　

三
・
四
・
十
号
本
町
宮
口
下
線

三　

事
業
施
行
期
間

宮　　城　　県　　公　　報



第2544号　平成26年３月28日　金曜日 （14）
　
　

平
成
二
十
六
年
三
月
二
十
八
日
か
ら
平
成
三
十
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

四　

事
業
地

　

１　

収
用
の
部
分

　
　
　

宮
城
県
気
仙
沼
市
本
町
一
丁
目
、
幸
町
一
丁
目
及
び
幸
町
二
丁
目
地
内

　

２　

使
用
の
部
分

　
　
　

な
し

〇
宮
城
県
告
示
第
二
百
九
十
三
号

　

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
六
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
都
市
計
画
事
業
の
事
業
計
画

の
変
更
を
次
の
と
お
り
認
可
し
た
。

　
　

平
成
二
十
六
年
三
月
二
十
八
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

施
行
者
の
名
称

　
　

仙
台
市

二　

都
市
計
画
事
業
の
種
類
及
び
名
称

　

１　

種
類

　
　
　

仙
塩
広
域
都
市
計
画
道
路
事
業

　

２　

名
称

　
　
　

三
・
三
・
三
百
二
十
二
号
長
町
八
木
山
線

三　

事
業
施
行
期
間

　

 　

「
平
成
二
年
九
月
四
日
か
ら
平
成
二
十
六
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
」
を
「
平
成
二
年
九
月
四
日
か
ら
平
成
二
十
八

年
三
月
三
十
一
日
ま
で
」
に
変
更
す
る
。

四　

事
業
地

　

１　

収
用
の
部
分

　
　
　

変
更
な
し

　

２　

使
用
の
部
分

　
　
　

な
し

〇
宮
城
県
告
示
第
二
百
九
十
四
号

　

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
六
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
都
市
計
画
事
業
の
事
業
計
画

の
変
更
を
次
の
と
お
り
認
可
し
た
。

　
　

平
成
二
十
六
年
三
月
二
十
八
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

施
行
者
の
名
称

　
　

仙
台
市

二　

都
市
計
画
事
業
の
種
類
及
び
名
称

　

１　

種
類

　
　
　

仙
塩
広
域
都
市
計
画
道
路
事
業

　

２　

名
称

　
　

 　

三
・
三
・
十
六
号
宮
沢
根
白
石
線
、
三
・
三
・
百
五
十
二
号
八
乙
女
折
立
線
及
び
三
・
一
・
六
号
鶴
ヶ
谷
中
山

線

三　

事
業
施
行
期
間

　

 　

「
平
成
十
四
年
五
月
十
日
か
ら
平
成
二
十
六
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
」
を
「
平
成
十
四
年
五
月
十
日
か
ら
平
成
二

十
九
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
」
に
変
更
す
る
。

四　

事
業
地

　

１　

収
用
の
部
分

　
　
　

変
更
な
し

　

２　

使
用
の
部
分

　
　
　

な
し

〇
宮
城
県
告
示
第
二
百
九
十
五
号

　

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
六
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
都
市
計
画
事
業
の
事
業
計
画

の
変
更
を
次
の
と
お
り
認
可
し
た
。

　
　

平
成
二
十
六
年
三
月
二
十
八
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

施
行
者
の
名
称

　
　

仙
台
市

二　

都
市
計
画
事
業
の
種
類
及
び
名
称

　

１　

種
類

　
　
　

仙
塩
広
域
都
市
計
画
道
路
事
業

　

２　

名
称

　
　
　

三
・
一
・
七
号
郡
山
折
立
線

三　

事
業
施
行
期
間

　

 　

「
平
成
十
二
年
一
月
二
十
八
日
か
ら
平
成
二
十
六
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
」
を
「
平
成
十
二
年
一
月
二
十
八
日
か

ら
平
成
二
十
八
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
」
に
変
更
す
る
。
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四　

事
業
地

　

１　

収
用
の
部
分

　
　
　

変
更
な
し

　

２　

使
用
の
部
分

　
　
　

な
し

〇
宮
城
県
告
示
第
二
百
九
十
六
号

　

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
六
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
都
市
計
画
事
業
の
事
業
計
画

の
変
更
を
次
の
と
お
り
認
可
し
た
。

　
　

平
成
二
十
六
年
三
月
二
十
八
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

施
行
者
の
名
称

　
　

仙
台
市

二　

都
市
計
画
事
業
の
種
類
及
び
名
称

　

１　

種
類

　
　
　

仙
塩
広
域
都
市
計
画
道
路
事
業

　

２　

名
称

　
　
　

三
・
四
・
四
十
九
号
狐
小
路
尼
寺
線

三　

事
業
施
行
期
間

　

 　

「
平
成
十
八
年
三
月
十
日
か
ら
平
成
二
十
六
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
」
を
「
平
成
十
八
年
三
月
十
日
か
ら
平
成
二

十
八
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
」
に
変
更
す
る
。

四　

事
業
地

　

１　

収
用
の
部
分

　
　
　

変
更
な
し

　

２　

使
用
の
部
分

　
　
　

な
し

〇
宮
城
県
告
示
第
二
百
九
十
七
号

　

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
六
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
都
市
計
画
事
業
の
事
業
計
画

の
変
更
を
次
の
と
お
り
認
可
し
た
。

　
　

平
成
二
十
六
年
三
月
二
十
八
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

施
行
者
の
名
称

　
　

名
取
市

二　

都
市
計
画
事
業
の
種
類
及
び
名
称

　

１　

種
類

　
　
　

仙
塩
広
域
都
市
計
画
道
路
事
業

　

２　

名
称

　
　
　

三
・
三
・
百
八
十
五
号
大
手
町
下
増
田
線

三　

事
業
施
行
期
間

　

 　

「
平
成
二
十
二
年
二
月
十
六
日
か
ら
平
成
二
十
七
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
」
を
「
平
成
二
十
二
年
二
月
十
六
日
か

ら
平
成
三
十
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
」
に
変
更
す
る
。

四　

事
業
地

　

１　

収
用
の
部
分

　
　
　

変
更
な
し

　

２　

使
用
の
部
分

　
　
　

な
し

〇
宮
城
県
告
示
第
二
百
九
十
八
号

　

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
六
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
都
市
計
画
事
業
の
事
業
計
画

の
変
更
を
次
の
と
お
り
認
可
し
た
。

　
　

平
成
二
十
六
年
三
月
二
十
八
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

施
行
者
の
名
称

　
　

名
取
市

二　

都
市
計
画
事
業
の
種
類
及
び
名
称

　

１　

種
類

　
　
　

仙
塩
広
域
都
市
計
画
道
路
事
業

　

２　

名
称

　
　
　

三
・
五
・
百
九
十
号
植
松
田
高
線

三　

事
業
施
行
期
間

　

 　

「
平
成
二
十
三
年
二
月
十
四
日
か
ら
平
成
二
十
七
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
」
を
「
平
成
二
十
三
年
二
月
十
四
日
か

ら
平
成
三
十
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
」
に
変
更
す
る
。

四　

事
業
地

　

１　

収
用
の
部
分
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変
更
な
し

　

２　

使
用
の
部
分

　
　
　

な
し

〇
宮
城
県
告
示
第
二
百
九
十
九
号

　

土
地
区
画
整
理
法
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
百
十
九
号
）
第
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
土
地
区
画
整
理
組
合

の
設
立
に
つ
い
て
、
次
の
と
お
り
認
可
し
た
。

　
　

平
成
二
十
六
年
三
月
二
十
八
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

組
合
の
名
称

　
　

利
府
町
新
中
道
土
地
区
画
整
理
組
合

二　

事
業
施
行
期
間

　
　

平
成
二
十
六
年
三
月
二
十
八
日
か
ら
平
成
三
十
二
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

三　

施
行
地
区

　

 　

宮
城
郡
利
府
町
加
瀬
字
新
河
原
、
同
字
新
町
頭
、
同
字
新
南
浦
、
同
字
町
頭
、
利
府
字
新
谷
地
脇
、
同
字
新
油
田
、

同
字
中
道
、
同
字
新
揺
橋
、
同
字
砂
押
、
同
字
屋
田
前
、
同
字
新
屋
田
前
、
同
字
新
大
谷
地
、
同
字
柏
関
及
び
同
字

八
幡
崎
前
の
各
一
部
並
び
に
利
府
字
新
中
道
、
同
字
揺
橋
、
同
字
油
田
、
同
字
沖
ノ
在
家
及
び
同
字
旧
屋
敷
の
全
部

四　

事
務
所
の
所
在
地

　
　

宮
城
郡
利
府
町
利
府
字
新
揺
橋
四
十
九
番
地
一

五　

設
立
認
可
の
年
月
日

　
　

平
成
二
十
六
年
三
月
二
十
日

六　

事
業
年
度

　
　

毎
年
四
月
一
日
か
ら
三
月
三
十
一
日
ま
で

七　

公
告
の
方
法

　

 　

事
務
所
の
掲
示
場
に
掲
示
し
て
行
う
。
た
だ
し
、
法
七
十
七
条
第
四
項
及
び
法
百
三
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

る
公
告
は
、
そ
の
掲
示
と
併
せ
て
、
官
報
そ
の
他
政
令
で
定
め
る
定
期
刊
行
物
に
掲
載
す
る
ほ
か
、
施
行
地
区
内
の

適
当
な
場
所
に
掲
示
し
て
行
う
。

〇
宮
城
県
告
示
第
三
百
号

　

都
市
再
開
発
法
（
昭
和
四
十
四
年
法
律
第
三
十
八
号
）
第
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
市
街
地
再
開
発
組
合
の

設
立
に
つ
い
て
、
次
の
と
お
り
認
可
し
た
。

　
　

平
成
二
十
六
年
三
月
二
十
八
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

組
合
の
名
称

　
　

立
町
二
丁
目
五
番
地
区
市
街
地
再
開
発
組
合

二　

事
業
施
行
期
間

　
　

平
成
二
十
六
年
三
月
二
十
八
日
か
ら
平
成
二
十
七
年
九
月
三
十
日
ま
で

三　

施
行
地
区

　

 　

石
巻
市
立
町
二
丁
目
十
二
番
一
、
十
三
番
三
、
十
四
番
三
、
十
五
番
十
一
、
二
十
五
番
一
、
二
十
五
番
三
、
二
十

六
番
一
、
二
十
六
番
二
、
二
十
七
番
、
二
十
七
番
二
、
二
十
七
番
三
、
二
十
八
番
二
、
二
十
八
番
三
、
二
十
九
番
二
、

三
十
番
二
、
三
十
番
三
、
三
十
一
番
二
の
一
部
及
び
三
十
一
番
三

四　

事
務
所
の
所
在
地

　
　

石
巻
市
立
町
二
丁
目
五
番
四
号

五　

設
立
認
可
の
年
月
日

　
　

平
成
二
十
六
年
三
月
二
十
四
日

六　

事
業
年
度

　

 　

毎
年
四
月
一
日
か
ら
翌
年
の
三
月
三
十
一
日
ま
で
。
た
だ
し
、
最
初
の
事
業
年
度
は
、
平
成
二
十
六
年
三
月
二
十

四
日
か
ら
同
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

七　

公
告
の
方
法

　
　

組
合
事
務
所
の
掲
示
場
の
ほ
か
、
組
合
が
適
当
と
認
め
る
場
所
に
掲
示
し
て
行
う
。

八　

権
利
変
換
を
希
望
し
な
い
旨
の
申
出
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
期
限

　
　

平
成
二
十
六
年
四
月
二
十
六
日

〇
宮
城
県
告
示
第
三
百
一
号

　

都
市
再
開
発
法
（
昭
和
四
十
四
年
法
律
第
三
十
八
号
）
第
五
十
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
市
街
地
再
開
発
事

業
の
施
行
に
つ
い
て
、
次
の
と
お
り
認
可
し
た
。

　
　

平
成
二
十
六
年
三
月
二
十
八
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

再
開
発
会
社
の
名
称

　
　

多
賀
城
駅
北
開
発
株
式
会
社

二　

市
街
地
再
開
発
事
業
の
種
類
及
び
名
称

　
　

仙
塩
広
域
都
市
計
画
事
業
多
賀
城
駅
北
地
区
第
一
種
市
街
地
再
開
発
事
業

三　

事
業
施
行
期
間

　
　

平
成
二
十
六
年
三
月
二
十
八
日
か
ら
平
成
二
十
八
年
十
月
三
十
日
ま
で

三　

施
行
地
区
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多
賀
城
市
中
央
二
丁
目
百
十
八
番
一
の
一
部
、
百
十
八
番
八
の
一
部
、
百
十
八
番
九
の
一
部
、
百
十
八
番
十
二
の

一
部
、
百
二
十
九
番
一
の
一
部
、
百
三
十
番
一
の
一
部
、
百
三
十
番
三
の
一
部
、
百
三
十
一
番
一
の
一
部
、
百
三
十

三
番
一
の
一
部
、
百
三
十
三
番
三
の
一
部
、
百
三
十
三
番
五
の
一
部
、
百
三
十
三
番
七
の
一
部
、
百
三
十
三
番
八
か

ら
十
ま
で
、
百
九
十
一
番
一
の
一
部
、
百
九
十
三
番
三
の
一
部
、
百
九
十
三
番
七
の
一
部
、
二
百
十
七
番
一
の
一
部
、

二
百
十
七
番
二
の
一
部
、
二
百
二
十
三
番
三
の
一
部
、
二
百
二
十
三
番
四
、
二
百
二
十
三
番
六
の
一
部
、
二
百
二
十

七
番
一
の
一
部
、
二
百
二
十
七
番
三
の
一
部
、
二
百
二
十
七
番
四
の
一
部
、
二
百
二
十
八
番
一
、
二
百
二
十
九
番
一
、

二
百
二
十
九
番
三
の
一
部
、
二
百
二
十
九
番
四
の
一
部
、
四
百
六
十
番
、
四
百
六
十
一
番
の
一
部
及
び
四
百
六
十
二

番
の
一
部

四　

事
務
所
の
所
在
地

　
　

多
賀
城
市
東
田
中
二
丁
目
四
十
番
三
十
二

－

千
二
号

五　

施
行
認
可
の
年
月
日

　
　

平
成
二
十
六
年
三
月
二
十
八
日

六　

事
業
年
度

　

 　

毎
年
四
月
一
日
か
ら
翌
年
の
三
月
三
十
一
日
ま
で
。
た
だ
し
、
最
初
の
事
業
年
度
は
、
平
成
二
十
六
年
三
月
二
十

八
日
か
ら
同
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

七　

公
告
の
方
法

　

 　

事
務
所
の
掲
示
場
の
ほ
か
、
施
行
者
が
適
当
と
認
め
る
場
所
に
掲
示
し
、
特
に
必
要
が
あ
る
と
き
は
官
報
に
掲
載

し
て
こ
れ
を
行
う
。

八　

権
利
変
換
を
希
望
し
な
い
旨
の
申
出
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
期
限

　
　

平
成
二
十
六
年
四
月
二
十
八
日

〇
宮
城
県
告
示
第
三
百
二
号

　

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
六
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
都
市
計
画
事
業
の
事
業
計
画

の
変
更
を
次
の
と
お
り
認
可
し
た
。

　
　

平
成
二
十
六
年
三
月
二
十
八
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

施
行
者
の
名
称

　
　

川
崎
町

二　

都
市
計
画
事
業
の
種
類
及
び
名
称

　

１　

種
類

　
　
　

「
川
崎
都
市
計
画
下
水
道
事
業
」
を
「
仙
南
広
域
都
市
計
画
下
水
道
事
業
」
に
変
更
す
る
。

　

２　

名
称

　
　
　

川
崎
町
公
共
下
水
道

三　

事
業
施
行
期
間

　

 　

「
昭
和
五
十
年
三
月
二
十
二
日
か
ら
平
成
二
十
一
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
」
を
「
昭
和
五
十
年
三
月
二
十
二
日
か

ら
平
成
三
十
二
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
」
に
変
更
す
る
。

四　

事
業
地

　

１　

収
用
の
部
分

　
　
　

変
更
な
し

　

２　

使
用
の
部
分

　
　
　

変
更
な
し

〇
宮
城
県
告
示
第
三
百
三
号

　

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
六
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
都
市
計
画
事
業
の
事
業
計
画

の
変
更
を
次
の
と
お
り
認
可
し
た
。

　
　

平
成
二
十
六
年
三
月
二
十
八
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

施
行
者
の
名
称

　
　

大
崎
市

二　

都
市
計
画
事
業
の
種
類
及
び
名
称

　

１　

種
類

　
　
　

大
崎
広
域
都
市
計
画
下
水
道
事
業

　

２　

名
称

　
　
　

大
崎
市
流
域
関
連
公
共
下
水
道

三　

事
業
施
行
期
間

　
　

昭
和
五
十
八
年
一
月
七
日
か
ら
平
成
三
十
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

四　

事
業
地

　

１　

収
用
の
部
分

　
　

 　

昭
和
五
十
八
年
宮
城
県
告
示
第
六
号
、
昭
和
五
十
八
年
宮
城
県
告
示
第
千
二
百
八
十
二
号
、
昭
和
六
十
二
年
宮

城
県
告
示
第
二
百
三
十
八
号
、
昭
和
六
十
三
年
宮
城
県
告
示
第
千
百
三
号
、
平
成
元
年
宮
城
県
告
示
第
七
百
六
十

九
号
、
平
成
三
年
宮
城
県
告
示
第
四
百
四
十
一
号
、
平
成
三
年
宮
城
県
告
示
第
四
百
六
十
一
号
、
平
成
七
年
宮
城

県
告
示
第
七
百
二
十
四
号
、
平
成
七
年
宮
城
県
告
示
第
七
百
三
十
七
号
、
平
成
十
一
年
宮
城
県
告
示
第
八
百
六
号
、

平
成
十
一
年
宮
城
県
告
示
第
八
百
六
十
七
号
、
平
成
十
四
年
宮
城
県
告
示
第
九
百
二
十
一
号
、
平
成
十
四
年
宮
城

県
告
示
第
九
百
五
十
一
号
、
平
成
二
十
年
宮
城
県
告
示
第
三
百
五
十
号
及
び
平
成
二
十
四
年
宮
城
県
告
示
第
二
百
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九
十
八
号
の
事
業
地
に
、
大
崎
市
鹿
島
台
平
渡
字
巳
待
田
の
一
部
を
加
え
る
。

　

２　

使
用
の
部
分

　
　
　

な
し

〇
宮
城
県
告
示
第
三
百
四
号

　

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
六
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
都
市
計
画
事
業
の
事
業
計
画

の
変
更
を
次
の
と
お
り
認
可
し
た
。

　
　

平
成
二
十
六
年
三
月
二
十
八
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

施
行
者
の
名
称

　
　

石
巻
市

二　

都
市
計
画
事
業
の
種
類
及
び
名
称

　

１　

種
類

　
　
　

石
巻
広
域
都
市
計
画
下
水
道
事
業

　

２　

名
称

　
　
　

石
巻
市
流
域
関
連
公
共
下
水
道

三　

事
業
施
行
期
間

　

 　

「
平
成
九
年
三
月
二
十
八
日
か
ら
平
成
二
十
六
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
」
を
「
平
成
九
年
三
月
二
十
八
日
か
ら
平

成
三
十
三
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
」
に
変
更
す
る
。

四　

事
業
地

　

１　

収
用
の
部
分

　
　

 　

平
成
四
年
宮
城
県
告
示
第
三
百
号
、
平
成
四
年
宮
城
県
告
示
第
三
百
二
号
、
平
成
六
年
宮
城
県
告
示
第
千
百
五

十
八
号
、
平
成
十
年
宮
城
県
告
示
第
四
百
二
号
、
平
成
十
年
宮
城
県
告
示
第
四
百
五
号
、
平
成
十
五
年
宮
城
県
告

示
第
二
百
七
十
五
号
、
平
成
二
十
一
年
宮
城
県
告
示
第
二
百
九
十
三
号
の
事
業
地
の
う
ち
、
石
巻
市
南
浜
一
丁
目

の
一
部
を
削
り
、
石
巻
市
門
脇
町
一
丁
目
及
び
門
脇
町
三
丁
目
の
各
一
部
を
加
え
る
。

　

２　

使
用
の
部
分

　
　
　

変
更
な
し

〇
宮
城
県
告
示
第
三
百
五
号

　

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
六
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
都
市
計
画
事
業
の
事
業
計
画

の
変
更
を
次
の
と
お
り
認
可
し
た
。

　
　

平
成
二
十
六
年
三
月
二
十
八
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

施
行
者
の
名
称

　
　

石
巻
市

二　

都
市
計
画
事
業
の
種
類
及
び
名
称

　

１　

種
類

　
　
　

石
巻
広
域
都
市
計
画
及
び
河
北
都
市
計
画
下
水
道
事
業

　

２　

名
称

　
　
　

石
巻
市
東
部
流
域
関
連
公
共
下
水
道

三　

事
業
施
行
期
間

　

 　

「
平
成
九
年
三
月
二
十
八
日
か
ら
平
成
二
十
六
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
」
を
「
平
成
九
年
三
月
二
十
八
日
か
ら
平

成
三
十
三
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
」
に
変
更
す
る
。

四　

事
業
地

　

１　

収
用
の
部
分

　
　

 　

昭
和
四
十
八
年
宮
城
県
告
示
第
千
百
七
十
一
号
、
昭
和
五
十
八
年
宮
城
県
告
示
第
二
百
四
十
九
号
、
昭
和
六
十

三
年
宮
城
県
告
示
第
三
百
三
十
六
号
、
平
成
三
年
宮
城
県
告
示
第
百
七
十
二
号
、
平
成
四
年
宮
城
県
告
示
第
五
百

八
十
号
、
平
成
九
年
宮
城
県
告
示
第
四
百
四
十
五
号
、
平
成
十
一
年
宮
城
県
告
示
第
三
百
九
十
号
、
平
成
十
四
年

宮
城
県
告
示
第
五
百
八
十
九
号
の
事
業
地
の
う
ち
、
石
巻
市
流
留
字
七
勺
の
一
部
を
削
り
、
石
巻
市
流
留
字
家
の

前
先
地
、
渡
波
字
鳥
ノ
巣
、
渡
波
字
中
三
勺
、
渡
波
字
四
勺
、
渡
波
字
沖
六
勺
、
塩
富
町
二
丁
目
及
び
幸
町
の
各

一
部
を
加
え
る
。

　

２　

使
用
の
部
分

　
　
　

変
更
な
し

〇
宮
城
県
告
示
第
三
百
六
号

　

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
六
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
都
市
計
画
事
業
の
事
業
計
画

の
変
更
を
次
の
と
お
り
認
可
し
た
。

　
　

平
成
二
十
六
年
三
月
二
十
八
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

施
行
者
の
名
称

　
　

石
巻
市

二　

都
市
計
画
事
業
の
種
類
及
び
名
称

　

１　

種
類

　
　
　

河
北
都
市
計
画
下
水
道
事
業

　

２　

名
称
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石
巻
市
公
共
下
水
道

三　

事
業
施
行
期
間

　

 　

「
平
成
七
年
八
月
二
十
九
日
か
ら
平
成
二
十
六
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
」
を
「
平
成
七
年
八
月
二
十
九
日
か
ら
平

成
三
十
三
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
」
に
変
更
す
る
。

四　

事
業
地

　

１　

収
用
の
部
分

　
　
　

変
更
な
し

　

２　

使
用
の
部
分

　
　
　

変
更
な
し

〇
宮
城
県
告
示
第
三
百
七
号

　

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
六
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
都
市
計
画
事
業
の
事
業
計
画

の
変
更
を
次
の
と
お
り
認
可
し
た
。

　
　

平
成
二
十
六
年
三
月
二
十
八
日

 
宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

施
行
者
の
名
称

　
　

東
松
島
市

二　

都
市
計
画
事
業
の
種
類
及
び
名
称

　

１　

種
類

　
　
　

石
巻
広
域
都
市
計
画
下
水
道
事
業

　

２　

名
称

　
　
　

矢
本
町
公
共
下
水
道

三　

都
市
計
画
事
業
の
事
業
計
画
の
変
更
の
種
別

　
　

廃
止

〇
宮
城
県
告
示
第
三
百
八
号

　

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
六
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
都
市
計
画
事
業
の
事
業
計
画

の
変
更
を
次
の
と
お
り
認
可
し
た
。

　
　

平
成
二
十
六
年
三
月
二
十
八
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

施
行
者
の
名
称

　
　

東
松
島
市

二　

都
市
計
画
事
業
の
種
類
及
び
名
称

　

１　

種
類

　
　
　

石
巻
広
域
都
市
計
画
下
水
道
事
業

　

２　

名
称

　
　
　

東
松
島
市
流
域
関
連
公
共
下
水
道

三　

事
業
施
行
期
間

　

 　

「
平
成
四
年
三
月
十
三
日
か
ら
平
成
二
十
六
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
」
を
「
平
成
四
年
三
月
十
三
日
か
ら
平
成
三

十
三
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
」
に
変
更
す
る
。

四　

事
業
地

　

１　

収
用
の
部
分

　
　

 　

平
成
二
十
五
年
宮
城
県
告
示
第
四
百
八
十
三
号
の
事
業
地
に
、
東
松
島
市
新
東
名
三
丁
目
、
新
東
名
四
丁
目
、

大
塚
字
長
石
、
野
蒜
字
北
赤
崎
、
字
北
余
景
及
び
字
上
山
ノ
坊
の
一
部
を
加
え
る
。

　

２　

使
用
の
部
分

　
　
　

変
更
な
し

〇
宮
城
県
告
示
第
三
百
九
号

　

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
六
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
都
市
計
画
事
業
の
事
業
計
画

の
変
更
を
次
の
と
お
り
認
可
し
た
。

　
　

平
成
二
十
六
年
三
月
二
十
八
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

施
行
者
の
名
称

　
　

女
川
町

二　

都
市
計
画
事
業
の
種
類
及
び
名
称

　

１　

種
類

　
　
　

石
巻
広
域
都
市
計
画
下
水
道
事
業

　

２　

名
称

　
　
　

女
川
町
流
域
関
連
公
共
下
水
道

三　

事
業
施
行
期
間

　

 　

「
平
成
九
年
三
月
二
十
八
日
か
ら
平
成
二
十
六
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
」
を
「
平
成
九
年
三
月
二
十
八
日
か
ら
平

成
三
十
三
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
」
に
変
更
す
る
。

四　

事
業
地

　

１　

収
用
の
部
分

　
　
　

変
更
な
し
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２　

使
用
の
部
分

　
　
　

変
更
な
し

〇
宮
城
県
告
示
第
三
百
十
号

　

県
は
、
地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
百
五
十
二
条
の
十
四
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、

県
の
就
学
支
援
金
の
支
給
に
関
す
る
事
務
を
次
の
規
約
に
よ
り
仙
台
市
に
委
託
し
た
。

　
　

平
成
二
十
六
年
三
月
二
十
八
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

　
　
　

仙
台
市
と
宮
城
県
と
の
間
の
就
学
支
援
金
の
支
給
に
関
す
る
事
務
の
委
託
に
関
す
る
規
約

　

（
就
学
支
援
金
の
支
給
に
関
す
る
事
務
の
委
託
）

第 

一
条　

地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
百
五
十
二
条
の
十
四
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
宮

城
県
は
、
そ
の
行
う
仙
台
市
が
設
置
す
る
高
等
学
校
及
び
同
市
が
設
置
す
る
中
等
教
育
学
校
の
後
期
課
程
に
在
学
す

る
生
徒
に
係
る
就
学
支
援
金
（
高
等
学
校
等
就
学
支
援
金
の
支
給
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
二
年
法
律
第
十
八
号
）

第
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
就
学
支
援
金
を
い
う
。）
の
支
給
に
関
す
る
事
務
を
同
市
に
委
託
す
る
。

　

（
委
託
事
務
の
管
理
及
び
執
行
の
方
法
）

第 

二
条　

前
条
の
規
定
に
よ
り
仙
台
市
に
委
託
す
る
事
務
（
以
下
「
委
託
事
務
」
と
い
う
。）
の
管
理
及
び
執
行
に
つ

い
て
は
、
同
市
の
条
例
、
規
則
そ
の
他
の
規
程
（
以
下
「
条
例
等
」
と
い
う
。）
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

　

（
委
託
事
務
に
要
す
る
経
費
の
負
担
等
）

第
三
条　

委
託
事
務
に
要
す
る
経
費
は
、
宮
城
県
が
負
担
す
る
。

２ 　

前
項
の
経
費
の
額
並
び
に
交
付
の
方
法
及
び
そ
の
時
期
は
、
仙
台
市
と
宮
城
県
と
が
協
議
し
て
定
め
る
。
こ
の
場

合
に
お
い
て
、
仙
台
市
長
は
、
あ
ら
か
じ
め
当
該
経
費
の
見
積
り
に
関
す
る
書
類
を
宮
城
県
知
事
に
送
付
す
る
も
の

と
す
る
。

　

（
補
則
）

第 

四
条　

仙
台
市
長
は
、
委
託
事
務
の
管
理
及
び
執
行
に
関
す
る
条
例
等
の
制
定
又
は
改
廃
が
あ
っ
た
と
き
は
、
直
ち

に
宮
城
県
知
事
に
通
知
す
る
も
の
と
す
る
。

２ 　

こ
の
規
約
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
委
託
事
務
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
仙
台
市
と
宮
城
県
と
が
協
議
し
て
定
め

る
。

　
　
　

附　

則

　

こ
の
規
約
は
、
平
成
二
十
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

〇
宮
城
県
告
示
第
三
百
十
一
号

　

県
は
、
地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
百
五
十
二
条
の
十
四
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、

県
の
就
学
支
援
金
の
支
給
に
関
す
る
事
務
を
次
の
規
約
に
よ
り
石
巻
市
に
委
託
し
た
。

　
　

平
成
二
十
六
年
三
月
二
十
八
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

　
　
　

石
巻
市
と
宮
城
県
と
の
間
の
就
学
支
援
金
の
支
給
に
関
す
る
事
務
の
委
託
に
関
す
る
規
約

　

（
就
学
支
援
金
の
支
給
に
関
す
る
事
務
の
委
託
）

第 

一
条　

地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
百
五
十
二
条
の
十
四
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
宮

城
県
は
、
そ
の
行
う
石
巻
市
が
設
置
す
る
高
等
学
校
に
在
学
す
る
生
徒
に
係
る
就
学
支
援
金
（
高
等
学
校
等
就
学
支

援
金
の
支
給
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
二
年
法
律
第
十
八
号
）
第
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
就
学
支
援
金
を
い

う
。）
の
支
給
に
関
す
る
事
務
を
同
市
に
委
託
す
る
。

　

（
委
託
事
務
の
管
理
及
び
執
行
の
方
法
）

第 

二
条　

前
条
の
規
定
に
よ
り
石
巻
市
に
委
託
す
る
事
務
（
以
下
「
委
託
事
務
」
と
い
う
。）
の
管
理
及
び
執
行
に
つ

い
て
は
、
同
市
の
条
例
、
規
則
そ
の
他
の
規
程
（
以
下
「
条
例
等
」
と
い
う
。）
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

　

（
委
託
事
務
に
要
す
る
経
費
の
負
担
等
）

第
三
条　

委
託
事
務
に
要
す
る
経
費
は
、
宮
城
県
が
負
担
す
る
。

２ 　

前
項
の
経
費
の
額
並
び
に
交
付
の
方
法
及
び
そ
の
時
期
は
、
石
巻
市
と
宮
城
県
と
が
協
議
し
て
定
め
る
。
こ
の
場

合
に
お
い
て
、
石
巻
市
長
は
、
あ
ら
か
じ
め
当
該
経
費
の
見
積
り
に
関
す
る
書
類
を
宮
城
県
知
事
に
送
付
す
る
も
の

と
す
る
。

　

（
補
則
）

第 

四
条　

石
巻
市
長
は
、
委
託
事
務
の
管
理
及
び
執
行
に
関
す
る
条
例
等
の
制
定
又
は
改
廃
が
あ
っ
た
と
き
は
、
直
ち

に
宮
城
県
知
事
に
通
知
す
る
も
の
と
す
る
。

２ 　

こ
の
規
約
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
委
託
事
務
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
石
巻
市
と
宮
城
県
と
が
協
議
し
て
定
め

る
。

　
　
　

附　

則

　

こ
の
規
約
は
、
平
成
二
十
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

公　
　
　

告

〇
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
許
可
し
た
次
の
開
発
区
域
（
工

区
）
に
係
る
開
発
行
為
は
、
そ
の
工
事
を
完
了
し
た
。

　
　

平
成
二
十
六
年
三
月
二
十
八
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一 　

工
事
を
完
了
し
た
開
発
区
域
（
工
区
）
に
含
ま
れ
る

地
域
の
名
称

　

東
松
島
市
大
曲
字
筒
場
六
十
二
番
一
及
び
六
十
四
番
一
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二　

開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名
（
名
称
）
　

石
巻
市
潮
見
町
二
番
地
の
三

 

株
式
会
社
山
大　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　

 

　
　
　
　

〇
東
日
本
大
震
災
復
興
特
別
区
域
法
（
平
成
二
十
三
年
法
律
第
百
二
十
二
号
）
第
五
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
都
市

計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
の
許
可
が
あ
っ
た
も
の
と
み
な
さ
れ
た
次
の
開
発
区
域

（
工
区
）
に
係
る
開
発
行
為
は
、
そ
の
工
事
を
完
了
し
た
。

　
　

平
成
二
十
六
年
三
月
二
十
八
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一 　

工
事
を
完
了
し
た
開
発
区
域
（
工
区
）
に
含
ま
れ
る

地
域
の
名
称

二　

開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名
（
名
称
）

  

本
吉
郡
南
三
陸
町
志
津
川
字
深
田
七
十
一
番
並
び
に
六

十
九
番
一
、
六
十
九
番
二
、
六
十
九
番
三
、
六
十
九
番
四

及
び
七
十
番
の
各
一
部
並
び
に
七
十
番
地
先
の
道
の
一
部

 

南
三
陸
町　
　
　
　
　
　
　
　
　

企　

業　

局

〇
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用
を
受
け
る
調
達
に
つ
い
て
、
次
の
と
お
り
落
札
者
を
決
定
し
た
。

　
　

平
成
二
十
六
年
三
月
二
十
八
日

 

宮
城
県
公
営
企
業
管
理
者　
　

橋　
　

本　
　
　
　
　

潔　
　
　

一　

落
札
に
係
る
物
品
又
は
役
務
の
名
称
及
び
数
量　

ポ
リ
塩
化
ア
ル
ミ
ニ
ウ
ム
（
単
価
契
約
）

二 　

契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
課
室
等
の
名
称
及
び
所
在
地　

企
業
局
公
営
事
業
課　

仙
台
市
青
葉
区
本
町
三

丁
目
八
番
一
号

三　

落
札
者
を
決
定
し
た
日　

平
成
二
十
六
年
三
月
十
九
日

四 　

落
札
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
又
は
所
在
地　

株
式
会
社
サ
サ
エ
イ
薬
局　

栗
原
市
若
柳
字
川
北
新
町
十
六

番
地

五　

落
札
金
額　

三
万
六
千
三
百
円
（
一
ト
ン
当
た
り
）

六　

契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続　

一
般
競
争
入
札

七　

入
札
の
公
告
を
行
っ
た
日　

平
成
二
十
六
年
二
月
四
日

教
育
委
員
会

〇
宮
城
県
教
育
委
員
会
告
示
第
六
号

　

地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
百
四
十
四
条
の
二
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り

指
定
管
理
者
を
指
定
し
た
。

　
　

平
成
二
十
六
年
三
月
二
十
八
日

 

宮
城
県
教
育
委
員
会　
　
　

一　

公
の
施
設
の
名
称　

　
　

宮
城
県
ラ
イ
フ
ル
射
撃
場

二　

指
定
し
た
団
体
の
名
称
及
び
所
在
地

　
　

宮
城
県
ラ
イ
フ
ル
射
撃
協
会

　
　

宮
城
郡
利
府
町
加
瀬
字
南
野
中
沢
四
十
番
地
五
十
一
号

三　

指
定
期
間

　
　

平
成
二
十
六
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
三
十
一
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

監
査
委
員

〇
宮
城
県
監
査
委
員
告
示
第
17号

　
地
方
自
治
法
（
昭
和
22年

法
律
第
67号
）
第
199条

第
１
項
，
第
２
項
及
び
第
４
項
の
規
定
に
よ
り
平
成
26年
１
月

か
ら
３
月
ま
で
に
実
施
し
た
一
般
会
計
及
び
特
別
会
計
に
係
る
定
期
監
査
の
結
果
は
次
の
と
お
り
で
す
。

　
　
平
成
26年
３
月
28日

 
宮
城
県
監
査
委
員
　
　
安
　
　
部
　
　
　
　
　
孝
　
　
　

 
宮
城
県
監
査
委
員
　
　
ゆ
　
　
さ
　
　
み
 ゆ
 き
　
　
　

 
宮
城
県
監
査
委
員
　
　
遊
　
　
佐
　
　
勘
左
衛
門
　
　
　

 
宮
城
県
監
査
委
員
　
　
工
　
　
藤
　
　
鏡
　
　
子
　
　
　

１
　
監
査
実
施
機
関
及
び
監
査
実
施
日

監
査
実
施
機
関
 

監
査
実
施
日
　
　
　

〇
総
務
部

　
地
方
機
関

　
　
公
文
書
館
 

２
月
12日

　
　
仙
台
南
県
税
事
務
所
（
選
挙
管
理
委
員
会
仙
台
南
地
方
支
局
を
含
む
。） 

１
月
31日

　
　
仙
台
中
央
県
税
事
務
所
（
選
挙
管
理
委
員
会
仙
台
中
央
地
方
支
局
を
含
む
。） 

１
月
８
日

　
　
消
防
学
校
 

２
月
17日

〇
保
健
福
祉
部

　
地
方
機
関

　
　
気
仙
沼
保
健
福
祉
事
務
所
 

１
月
29日

　
　
高
等
看
護
学
校
 

１
月
15日
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子
ど
も
総
合
セ
ン
タ
ー
 

２
月
６
日

　
　
中
央
児
童
相
談
所
  

２
月
10日

　
　
東
部
児
童
相
談
所
 

２
月
20日

　
　
女
性
相
談
セ
ン
タ
ー
 

１
月
28日

　
　
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
支
援
セ
ン
タ
ー
 

１
月
29日

　
　
精
神
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー
 

１
月
30日

〇
経
済
商
工
観
光
部

　
地
方
機
関

　
　
大
河
原
地
方
振
興
事
務
所
 

１
月
23日

　
　
仙
台
地
方
振
興
事
務
所
 

２
月
４
日

　
　
東
部
地
方
振
興
事
務
所
 

１
月
14日

　
　
気
仙
沼
地
方
振
興
事
務
所
 

１
月
30日

　
　
計
量
検
定
所
 

１
月
23日

　
　
仙
台
高
等
技
術
専
門
校
 

２
月
５
日

〇
農
林
水
産
部

　
地
方
機
関

　
　
病
害
虫
防
除
所
 

２
月
６
日

　
　
仙
台
家
畜
保
健
衛
生
所
 

１
月
28日

〇
土
木
部

　
地
方
機
関

　
　
大
河
原
土
木
事
務
所
 

１
月
23日

　
　
仙
台
土
木
事
務
所
 

２
月
４
日

　
　
東
部
土
木
事
務
所
 

１
月
14日

　
　
気
仙
沼
土
木
事
務
所
 

１
月
29日

　
　
仙
台
塩
釜
港
湾
事
務
所
 

１
月
28日

　
　
石
巻
港
湾
事
務
所
 

２
月
27日

　
　
中
南
部
下
水
道
事
務
所
 

３
月
３
日

　
　
東
部
下
水
道
事
務
所
 

３
月
４
日

　
　
仙
台
地
方
ダ
ム
総
合
事
務
所
 

２
月
10日

　
　
仙
台
港
背
後
地
土
地
区
画
整
理
事
務
所
 

２
月
５
日

〇
教
育
庁

　
地
方
機
関

　
　
大
河
原
教
育
事
務
所
 

１
月
22日

　
　
仙
台
教
育
事
務
所
 

２
月
28日

　
　
東
部
教
育
事
務
所
 

２
月
28日

　
　
東
部
教
育
事
務
所
登
米
地
域
事
務
所
 

２
月
３
日

　
　
教
育
研
修
セ
ン
タ
ー
 

２
月
６
日

　
　
特
別
支
援
教
育
セ
ン
タ
ー
 

２
月
６
日

　
　
図
書
館
 

２
月
12日

　
　
美
術
館
 

２
月
27日

　
　
多
賀
城
跡
調
査
研
究
所
 

２
月
26日

　
　
東
北
歴
史
博
物
館
 

２
月
26日

　
　
仙
台
第
二
高
等
学
校
 

１
月
８
日

　
　
古
川
高
等
学
校
 

３
月
３
日

　
　
仙
台
二
華
高
等
学
校
 

２
月
13日

　
　
仙
台
二
華
中
学
校
 

２
月
13日

　
　
松
島
高
等
学
校
 

１
月
29日

　
　
泉
高
等
学
校
 

２
月
17日

　
　
仙
台
向
山
高
等
学
校
 

１
月
８
日

　
　
松
山
高
等
学
校
 

１
月
28日

　
　
仙
台
西
高
等
学
校
 

１
月
20日

　
　
泉
館
山
高
等
学
校
 

１
月
23日

　
　
仙
台
東
高
等
学
校
 

２
月
28日

　
　
宮
城
野
高
等
学
校
 

１
月
８
日

　
　
柴
田
農
林
高
等
学
校
 

１
月
22日

　
　
鹿
島
台
商
業
高
等
学
校
 

３
月
４
日

　
　
拓
桃
支
援
学
校
 

１
月
23日

　
　
山
元
支
援
学
校
 

１
月
９
日

　
　
金
成
支
援
学
校
 

１
月
15日

　
　
名
取
支
援
学
校
 

１
月
29日

　
　
支
援
学
校
岩
沼
高
等
学
園
 

３
月
３
日

〇
警
察
本
部
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警
察
署

　
　
仙
台
中
央
警
察
署
 

２
月
６
日

　
　
仙
台
南
警
察
署
 

１
月
31日

　
　
仙
台
北
警
察
署
 

２
月
12日

　
　
仙
台
東
警
察
署
 

２
月
５
日

　
　
泉
警
察
署
 

２
月
28日

　
　
塩
釜
警
察
署
 

３
月
３
日

　
　
登
米
警
察
署
 

１
月
８
日

　
　
河
北
警
察
署
 

３
月
４
日

　
　
古
川
警
察
署
 

２
月
10日

　
　
遠
田
警
察
署
 

１
月
30日

　
　
築
館
警
察
署
 

１
月
15日

　
　
大
河
原
警
察
署
 

３
月
４
日

　
　
角
田
警
察
署
 

１
月
９
日

　
　
亘
理
警
察
署
 

２
月
26日

２
　
監
査
結
果

　
 　
平
成
24年
度
の
財
務
に
関
す
る
事
務
の
執
行
の
事
実
が
地
方
自
治
法
第
２
条
第
14項
及
び
第
15項
の
規
定
の
趣
旨

に
沿
っ
て
行
わ
れ
て
い
る
か
に
つ
い
て
，
特
に
意
を
用
い
て
行
い
ま
し
た
。

　
 　
そ
の
結
果
，
公
表
す
べ
き
指
摘
事
項
は
以
下
の
と
お
り
で
あ
り
，
そ
の
他
の
軽
易
な
事
項
に
つ
い
て
は
関
係
機
関

に
注
意
を
し
ま
し
た
。

　
　
な
お
，
宮
城
県
警
察
の
監
査
に
つ
い
て
は
，
犯
罪
捜
査
報
償
費
の
執
行
状
況
調
査
を
実
施
し
ま
し
た
。

　
⑴
　
公
文
書
館

　
　
 　
旅
費
に
お
い
て
，
２
年
連
続
し
て
３
か
月
以
上
の
支
払
遅
延
が
認
め
ら
れ
た
の
で
，
今
後
再
発
し
な
い
よ
う
に

対
策
を
講
じ
ら
れ
た
い
。

　
　
（
内
容
）

　
　
　
・
件
数
　
　
55件

　
　
　
・
金
額
　
　
44,083円

　
⑵
　
仙
台
南
県
税
事
務
所

　
　
 　
県
税
に
お
い
て
，
収
入
未
済
を
解
消
す
る
努
力
は
見
ら
れ
る
が
，
な
お
収
入
未
済
が
あ
っ
た
の
で
，
更
に
適
切

な
徴
収
対
策
を
講
じ
，
税
収
の
確
保
に
努
め
ら
れ
た
い
。

　
　
（
内
容
）

　
　
　
・
Ｈ
24年
度
収
入
未
済
額

　
　
　
　
　
現
年
度
分
　
　
127,891,377円

　
　
　
　
　
過
年
度
分
　
　
355,131,489円

　
　
　
　
　
合
　
　
計
　
　
483,022,866円

　
　
　
・
Ｈ
23年
度
収
入
未
済
額

　
　
　
　
　
現
年
度
分
　
　
158,440,736円

　
　
　
　
　
過
年
度
分
　
　
470,613,683円

　
　
　
　
　
合
　
　
計
　
　
629,054,419円

　
⑶
　
仙
台
中
央
県
税
事
務
所

　
　
 　
県
税
に
お
い
て
，
収
入
未
済
を
解
消
す
る
努
力
は
見
ら
れ
る
が
，
な
お
収
入
未
済
が
あ
っ
た
の
で
，
更
に
適
切

な
徴
収
対
策
を
講
じ
，
税
収
の
確
保
に
努
め
ら
れ
た
い
。

　
　
（
内
容
）

　
　
　
・
Ｈ
24年
度
収
入
未
済
額

　
　
　
　
　
現
年
度
分
　
　
1,061,532,515円

　
　
　
　
　
過
年
度
分
　
　
2,062,936,253円

　
　
　
　
　
合
　
　
計
　
　
3,124,468,768円

　
　
　
・
Ｈ
23年
度
収
入
未
済
額

　
　
　
　
　
現
年
度
分
　
　
  790,824,425円

　
　
　
　
　
過
年
度
分
　
　
2,863,253,539円

　
　
　
　
　
合
　
　
計
　
　
3,654,077,964円

　
⑷
　
仙
台
地
方
振
興
事
務
所

　
　
 　
工
事
請
負
契
約
に
お
い
て
，
不
適
切
な
取
扱
い
が
認
め
ら
れ
た
の
で
，
今
後
再
発
し
な
い
よ
う
に
対
策
を
講
じ

ら
れ
た
い
。

　
　
（
内
容
）

　
　
　
 　
工
事
請
負
契
約
の
一
般
競
争
入
札
総
合
評
価
落
札
方
式
（
特
別
簡
易
型
）
に
よ
る
競
争
入
札
に
つ
い
て
，
被

災
者
等
雇
用
実
績
に
係
る
申
請
書
類
の
確
認
を
誤
っ
て
い
た
も
の
。

　
　
　
・
名
取
市
（
７
・
10・
11）・

岩
沼
市
（
11）
農
地
復
旧
除
塩
工
事
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・
手
樽
復
旧
治
山
工
事

　
⑸
　
東
部
地
方
振
興
事
務
所

　
　
 　
行
政
財
産
の
使
用
許
可
に
係
る
使
用
料
及
び
返
還
金
（
自
動
車
重
量
税
の
還
付
金
）
に
お
い
て
，
６
か
月
以
上

の
調
定
遅
延
が
認
め
ら
れ
た
の
で
，
今
後
再
発
し
な
い
よ
う
に
対
策
を
講
じ
ら
れ
た
い
。

　
　
（
内
容
）

　
　
　
〇
行
政
財
産
の
使
用
許
可
に
係
る
使
用
料

　
　
　
　
　
４
月
１
日
に
調
定
す
べ
き
建
物
及
び
電
柱
敷
地
等
の
使
用
料
に
つ
い
て
，
翌
年
１
月
に
調
定
し
た
も
の
。

　
　
　
　
・
件
数
　
　
　
　
４
件

　
　
　
　
・
調
定
金
額
　
　
38,470円

　
　
　
〇
返
還
金
（
自
動
車
重
量
税
の
還
付
金
）

　
　
　
　
 　
６
月
に
国
庫
金
送
付
通
知
書
が
あ
っ
た
自
動
車
重
量
税
の
還
付
金
に
つ
い
て
，
翌
年
３
月
に
調
定
し
た
も

の
。

　
　
　
　
・
件
数
　
　
　
　
25件

　
　
　
　
・
調
定
金
額
　
　
112,459円

　
⑹
　
気
仙
沼
地
方
振
興
事
務
所

　
　
 　
工
事
請
負
契
約
に
お
い
て
，
不
適
切
な
取
扱
い
が
認
め
ら
れ
た
の
で
，
今
後
再
発
し
な
い
よ
う
に
対
策
を
講
じ

ら
れ
た
い
。

　
　
（
内
容
）

　
　
　
 　
工
事
請
負
契
約
の
一
般
競
争
入
札
総
合
評
価
落
札
方
式
（
特
別
簡
易
型
）
に
よ
る
競
争
入
札
に
つ
い
て
，
被

災
者
等
雇
用
実
績
に
係
る
申
請
書
類
の
確
認
を
誤
っ
て
い
た
も
の
。

　
　
　
・
気
仙
沼
漁
港
外
臨
港
道
路
嵩
上
工
事

　
⑺
　
大
河
原
土
木
事
務
所

　
　
 　
工
事
請
負
契
約
に
お
い
て
，
不
適
切
な
取
扱
い
が
認
め
ら
れ
た
の
で
，
今
後
再
発
し
な
い
よ
う
に
対
策
を
講
じ

ら
れ
た
い
。

　
　
（
内
容
）

　
　
　
 　
工
事
請
負
契
約
の
一
般
競
争
入
札
総
合
評
価
落
札
方
式
（
特
別
簡
易
型
）
に
よ
る
競
争
入
札
に
つ
い
て
，
被

災
者
等
雇
用
実
績
に
係
る
申
請
書
類
の
確
認
を
誤
っ
て
い
た
も
の
。

　
　
　
・
金
谷
外
道
路
災
害
復
旧
工
事

　
⑻
　
東
部
土
木
事
務
所

　
　
 　
工
事
請
負
契
約
に
お
い
て
，
不
適
切
な
取
扱
い
が
認
め
ら
れ
た
の
で
，
今
後
再
発
し
な
い
よ
う
に
対
策
を
講
じ

ら
れ
た
い
。

　
　
（
内
容
）

　
　
　
 　
工
事
請
負
契
約
の
一
般
競
争
入
札
総
合
評
価
落
札
方
式
（
特
別
簡
易
型
）
に
よ
る
競
争
入
札
に
つ
い
て
，
被

災
者
等
雇
用
実
績
に
係
る
申
請
書
類
の
確
認
を
誤
っ
て
い
た
も
の
。

　
　
　
・
鷲
神
浜
⑾
外
道
路
災
害
復
旧
工
事

　
⑼
　
中
南
部
下
水
道
事
務
所

　
　
 　
行
政
財
産
の
使
用
許
可
に
係
る
使
用
料
に
お
い
て
，
６
か
月
以
上
の
調
定
遅
延
が
認
め
ら
れ
た
の
で
，
今
後
再

発
し
な
い
よ
う
に
対
策
を
講
じ
ら
れ
た
い
。

　
　
（
内
容
）

　
　
　
　
４
月
１
日
に
調
定
す
べ
き
電
柱
敷
地
使
用
料
に
つ
い
て
，
翌
年
４
月
に
調
定
し
た
も
の
。

　
　
　
・
件
数
　
　
　
　
１
件

　
　
　
・
調
定
金
額
　
　
3,000円

　
⑽
　
教
育
研
修
セ
ン
タ
ー

　
　
 　
委
託
契
約
に
お
い
て
，
不
適
切
な
取
扱
い
が
認
め
ら
れ
た
の
で
，
今
後
再
発
し
な
い
よ
う
に
対
策
を
講
じ
ら
れ

た
い
。

　
　
（
内
容
）

　
　
　
 　
産
業
廃
棄
物
収
集
運
搬
処
理
業
務
委
託
契
約
に
つ
い
て
，
予
定
価
格
が
100万

円
を
超
え
て
い
る
に
も
か
か

わ
ら
ず
，
少
額
に
よ
る
随
意
契
約
を
締
結
し
た
も
の
。

　
　
　
・
予
定
価
格
　
　
1,145,025円

　
　
　
・
契
約
額
　
　
　
  420,000円

　
⑾
　
古
川
高
等
学
校

　
　
 　
教
育
財
産
の
使
用
許
可
に
係
る
使
用
料
及
び
光
熱
水
費
に
お
い
て
，
６
か
月
以
上
の
調
定
遅
延
が
認
め
ら
れ
た

の
で
，
今
後
再
発
し
な
い
よ
う
に
対
策
を
講
じ
ら
れ
た
い
。

　
　
（
内
容
）

　
　
　
・
件
数
　
　
　
　
30件

　
　
　
・
調
定
金
額
　
　
339,588円

　
⑿
　
泉
高
等
学
校

　
　
 　
教
育
財
産
の
使
用
許
可
に
係
る
使
用
料
及
び
光
熱
水
費
に
お
い
て
，
６
か
月
以
上
の
調
定
遅
延
が
認
め
ら
れ
た

の
で
，
今
後
再
発
し
な
い
よ
う
に
対
策
を
講
じ
ら
れ
た
い
。

　
　
（
内
容
）

　
　
　
・
件
数
　
　
　
　
116件

　
　
　
・
調
定
金
額
　
　
747,629円
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⒀
　
仙
台
向
山
高
等
学
校

　
　
 　
賃
金
に
お
い
て
，
支
払
遅
延
が
認
め
ら
れ
た
の
で
，
今
後
再
発
し
な
い
よ
う
に
対
策
を
講
じ
ら
れ
た
い
。

　
　
（
内
容
）

　
　
　
　
臨
時
職
員
の
賃
金
に
つ
い
て
，
翌
月
10日
の
支
給
定
日
を
過
ぎ
て
支
払
を
し
た
も
の
。

　
　
　
・
件
数
　
　
１
件

　
　
　
・
金
額
　
　
110,781円

　
⒁
　
仙
台
中
央
警
察
署

　
　
 　
遊
技
機
変
更
承
認
申
請
等
に
係
る
証
紙
徴
収
に
お
い
て
，
条
例
の
確
認
不
足
に
よ
り
複
数
年
に
わ
た
り
手
数
料

を
過
徴
収
し
て
い
た
こ
と
が
認
め
ら
れ
た
の
で
，再
発
防
止
に
向
け
て
速
や
か
に
事
務
の
改
善
を
講
じ
ら
れ
た
い
。

　
　
（
内
容
）

　
　
　
・
件
数
　
　
　
　
　
211件

　
　
　
・
過
徴
収
金
額
　
　
10,240円

　
⒂
　
仙
台
南
警
察
署

　
　
 　
遊
技
機
変
更
承
認
申
請
等
に
係
る
証
紙
徴
収
に
お
い
て
，
条
例
の
確
認
不
足
に
よ
り
複
数
年
に
わ
た
り
手
数
料

を
過
徴
収
し
て
い
た
こ
と
が
認
め
ら
れ
た
の
で
，再
発
防
止
に
向
け
て
速
や
か
に
事
務
の
改
善
を
講
じ
ら
れ
た
い
。

　
　
（
内
容
）

　
　
　
・
件
数
　
　
　
　
　
546件

　
　
　
・
過
徴
収
金
額
　
　
21,660円

　
⒃
　
仙
台
北
警
察
署

　
　
 　
遊
技
機
変
更
承
認
申
請
等
に
係
る
証
紙
徴
収
に
お
い
て
，
条
例
の
確
認
不
足
に
よ
り
複
数
年
に
わ
た
り
手
数
料

を
過
徴
収
し
て
い
た
こ
と
が
認
め
ら
れ
た
の
で
，再
発
防
止
に
向
け
て
速
や
か
に
事
務
の
改
善
を
講
じ
ら
れ
た
い
。

　
　
（
内
容
）

　
　
　
・
件
数
　
　
　
　
　
282件

　
　
　
・
過
徴
収
金
額
　
　
11,780円

　
⒄
　
仙
台
東
警
察
署

　
　
 　
遊
技
機
変
更
承
認
申
請
等
に
係
る
証
紙
徴
収
に
お
い
て
，
条
例
の
確
認
不
足
に
よ
り
複
数
年
に
わ
た
り
手
数
料

を
過
徴
収
し
て
い
た
こ
と
が
認
め
ら
れ
た
の
で
，再
発
防
止
に
向
け
て
速
や
か
に
事
務
の
改
善
を
講
じ
ら
れ
た
い
。

　
　
（
内
容
）

　
　
　
・
件
数
　
　
　
　
　
387件

　
　
　
・
過
徴
収
金
額
　
　
13,020円

　
⒅
　
泉
警
察
署

　
　
 　
遊
技
機
変
更
承
認
申
請
等
に
係
る
証
紙
徴
収
に
お
い
て
，
条
例
の
確
認
不
足
に
よ
り
複
数
年
に
わ
た
り
手
数
料

を
過
徴
収
し
て
い
た
こ
と
が
認
め
ら
れ
た
の
で
，再
発
防
止
に
向
け
て
速
や
か
に
事
務
の
改
善
を
講
じ
ら
れ
た
い
。

　
　
（
内
容
）

　
　
　
・
件
数
　
　
　
　
　
311件

　
　
　
・
過
徴
収
金
額
　
　
13,840円

　
⒆
　
塩
釜
警
察
署

　
　
 　
遊
技
機
変
更
承
認
申
請
等
に
係
る
証
紙
徴
収
に
お
い
て
，
条
例
の
確
認
不
足
に
よ
り
複
数
年
に
わ
た
り
手
数
料

を
過
徴
収
し
て
い
た
こ
と
が
認
め
ら
れ
た
の
で
，再
発
防
止
に
向
け
て
速
や
か
に
事
務
の
改
善
を
講
じ
ら
れ
た
い
。

　
　
（
内
容
）

　
　
　
・
件
数
　
　
　
　
　
371件

　
　
　
・
過
徴
収
金
額
　
　
12,740円

　
⒇
　
登
米
警
察
署

　
　
 　
遊
技
機
変
更
承
認
申
請
等
に
係
る
証
紙
徴
収
に
お
い
て
，
条
例
の
確
認
不
足
に
よ
り
複
数
年
に
わ
た
り
手
数
料

を
過
徴
収
し
て
い
た
こ
と
が
認
め
ら
れ
た
の
で
，再
発
防
止
に
向
け
て
速
や
か
に
事
務
の
改
善
を
講
じ
ら
れ
た
い
。

　
　
（
内
容
）

　
　
　
・
件
数
　
　
　
　
　
３
件

　
　
　
・
過
徴
収
金
額
　
　
80円

　
21
　
河
北
警
察
署

　
　
 　
遊
技
機
変
更
承
認
申
請
等
に
係
る
証
紙
徴
収
に
お
い
て
，
条
例
の
確
認
不
足
に
よ
り
複
数
年
に
わ
た
り
手
数
料

を
過
徴
収
し
て
い
た
こ
と
が
認
め
ら
れ
た
の
で
，再
発
防
止
に
向
け
て
速
や
か
に
事
務
の
改
善
を
講
じ
ら
れ
た
い
。

　
　
（
内
容
）

　
　
　
・
件
数
　
　
　
　
　
９
件

　
　
　
・
過
徴
収
金
額
　
　
700円

　
22
　
古
川
警
察
署

　
　
 　
遊
技
機
変
更
承
認
申
請
等
に
係
る
証
紙
徴
収
に
お
い
て
，
条
例
の
確
認
不
足
に
よ
り
複
数
年
に
わ
た
り
手
数
料

を
過
徴
収
し
て
い
た
こ
と
が
認
め
ら
れ
た
の
で
，再
発
防
止
に
向
け
て
速
や
か
に
事
務
の
改
善
を
講
じ
ら
れ
た
い
。

　
　
（
内
容
）

　
　
　
・
件
数
　
　
　
　
　
203件

　
　
　
・
過
徴
収
金
額
　
　
8,360円

　
23
　
遠
田
警
察
署

　
　
 　
遊
技
機
変
更
承
認
申
請
等
に
係
る
証
紙
徴
収
に
お
い
て
，
条
例
の
確
認
不
足
に
よ
り
複
数
年
に
わ
た
り
手
数
料
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を
過
徴
収
し
て
い
た
こ
と
が
認
め
ら
れ
た
の
で
，再
発
防
止
に
向
け
て
速
や
か
に
事
務
の
改
善
を
講
じ
ら
れ
た
い
。

　
　
（
内
容
）

　
　
　
・
件
数
　
　
　
　
　
99件

　
　
　
・
過
徴
収
金
額
　
　
4,640円

　
24
　
築
館
警
察
署

　
　
 　
遊
技
機
変
更
承
認
申
請
等
に
係
る
証
紙
徴
収
に
お
い
て
，
条
例
の
確
認
不
足
に
よ
り
複
数
年
に
わ
た
り
手
数
料

を
過
徴
収
し
て
い
た
こ
と
が
認
め
ら
れ
た
の
で
，再
発
防
止
に
向
け
て
速
や
か
に
事
務
の
改
善
を
講
じ
ら
れ
た
い
。

　
　
（
内
容
）

　
　
　
・
件
数
　
　
　
　
　
50件

　
　
　
・
過
徴
収
金
額
　
　
1,440円

　
25
　
大
河
原
警
察
署

　
　
 　
遊
技
機
変
更
承
認
申
請
等
に
係
る
証
紙
徴
収
に
お
い
て
，
条
例
の
確
認
不
足
に
よ
り
複
数
年
に
わ
た
り
手
数
料

を
過
徴
収
し
て
い
た
こ
と
が
認
め
ら
れ
た
の
で
，再
発
防
止
に
向
け
て
速
や
か
に
事
務
の
改
善
を
講
じ
ら
れ
た
い
。

　
　
（
内
容
）

　
　
　
・
件
数
　
　
　
　
　
295件

　
　
　
・
過
徴
収
金
額
　
　
9,900円

　
26
　
角
田
警
察
署

　
　
 　
遊
技
機
変
更
承
認
申
請
等
に
係
る
証
紙
徴
収
に
お
い
て
，
条
例
の
確
認
不
足
に
よ
り
複
数
年
に
わ
た
り
手
数
料

を
過
徴
収
し
て
い
た
こ
と
が
認
め
ら
れ
た
の
で
，再
発
防
止
に
向
け
て
速
や
か
に
事
務
の
改
善
を
講
じ
ら
れ
た
い
。

　
　
（
内
容
）

　
　
　
・
件
数
　
　
　
　
　
71件

　
　
　
・
過
徴
収
金
額
　
　
3,280円

　
27
　
亘
理
警
察
署

　
　
 　
遊
技
機
変
更
承
認
申
請
等
に
係
る
証
紙
徴
収
に
お
い
て
，
条
例
の
確
認
不
足
に
よ
り
複
数
年
に
わ
た
り
手
数
料

を
過
徴
収
し
て
い
た
こ
と
が
認
め
ら
れ
た
の
で
，再
発
防
止
に
向
け
て
速
や
か
に
事
務
の
改
善
を
講
じ
ら
れ
た
い
。

　
　
（
内
容
）

　
　
　
・
件
数
　
　
　
　
　
149件

　
　
　
・
過
徴
収
金
額
　
　
4,400円

〇
宮
城
県
監
査
委
員
告
示
第
18号

　
地
方
自
治
法
（
昭
和
22年

法
律
第
67号
）
第
199条

第
７
項
の
規
定
に
よ
り
実
施
し
た
財
政
的
援
助
団
体
等
の
監
査

の
結
果
は
次
の
と
お
り
で
す
。

　
　
平
成
26年
３
月
28日

 
宮
城
県
監
査
委
員
　
　
安
　
　
部
　
　
　
　
　
孝
　
　
　

 
宮
城
県
監
査
委
員
　
　
ゆ
　
　
さ
　
　
み
 ゆ
 き
　
　
　

 
宮
城
県
監
査
委
員
　
　
遊
　
　
佐
　
　
勘
左
衛
門
　
　
　

 
宮
城
県
監
査
委
員
　
　
工
　
　
藤
　
　
鏡
　
　
子
　
　
　

１
　
監
査
実
施
団
体
及
び
監
査
実
施
年
月
日
並
び
に
事
業
概
要
等

　
　
下
記
の
と
お
り
。

２
　
監
査
結
果

　
　
平
成
24年
度
の
出
納
そ
の
他
の
事
務
の
執
行
に
つ
い
て
実
施
し
ま
し
た
。

　
 　
そ
の
結
果
，
公
表
す
べ
き
指
摘
事
項
は
下
記
の
と
お
り
で
あ
り
，
そ
の
他
の
軽
易
な
事
項
に
つ
い
て
は
各
団
体
に

注
意
を
し
ま
し
た
。

記

団
　
体
　
名

実
施
年
月
日

監
　
査
　
の
　
結
　
果
　
等

公
益
財
団
法
人
宮
城
県

環
境
事
業
公
社

25．
11．
８
１
　
団
体
の
事
業
概
要

　
　
廃
棄
物
の
処
理
及
び
再
生
に
関
す
る
事
業
を
行
っ
て
い
る
。

２
　
県
の
財
政
的
援
助
等
の
内
容

　
〔
出
資
金
〕

　
　
50,000,000円

（
基
本
財
産
　
150,426,335円

）
３
　
監
査
の
結
果

　
 　
県
の
援
助
等
の
趣
旨
に
沿
っ
て
執
行
さ
れ
て
お
り
，
公
表
す
べ

き
指
摘
事
項
は
な
か
っ
た
。

公
益
財
団
法
人
宮
城
県

文
化
振
興
財
団

25．
10．
３
１
　
団
体
の
事
業
概
要

　
 　
文
化
活
動
の
一
層
の
活
性
化
を
図
る
た
め
，
文
化
芸
術
活
動
の

振
興
及
び
支
援
等
を
行
っ
て
い
る
ほ
か
，
宮
城
県
民
会
館
の
指
定

管
理
業
務
を
行
っ
て
い
る
。

２
　
県
の
財
政
的
援
助
等
の
内
容

　
〔
出
資
金
〕

　
　
1,155,000,000円

（
基
本
財
産
　
1,158,000,000円

）
　
〔
公
の
施
設
の
管
理
〕

　
（
宮
城
県
民
会
館
管
理
運
営
共
同
企
業
体
の
一
員
）

　
　
宮
城
県
民
会
館
（
東
京
エ
レ
ク
ト
ロ
ン
ホ
ー
ル
宮
城
）

 
142,521,000円

３
　
監
査
の
結
果

　
 　
県
の
援
助
等
の
趣
旨
に
沿
っ
て
執
行
さ
れ
て
お
り
，
公
表
す
べ
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（27）　平成26年３月28日　金曜日 第2544号
　
き
指
摘
事
項
は
な
か
っ
た
。

公
益
財
団
法
人
慶
長
遣

欧
使
節
船
協
会

25．
11．
15
１
　
団
体
の
事
業
概
要

　
 　
地
域
の
振
興
と
青
少
年
の
健
全
育
成
を
図
る
た
め
，
大
航
海
時

代
の
歴
史
的
事
績
及
び
船
舶
・
海
洋
に
関
す
る
学
習
・
体
験
の
場

の
提
供
事
業
等
を
行
っ
て
お
り
，
宮
城
県
慶
長
使
節
船
ミ
ュ
ー
ジ

ア
ム
の
指
定
管
理
業
務
を
行
っ
て
い
る
。

２
　
県
の
財
政
的
援
助
等
の
内
容

　
〔
出
資
金
〕

　
　
500,000,000円

（
基
本
財
産
　
1,000,000,000円

）
　
〔
公
の
施
設
の
管
理
〕

　
　
宮
城
県
慶
長
使
節
船
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
（
サ
ン
・
フ
ァ
ン
館
）

 
89,898,000円

３
　
監
査
の
結
果

　
 　
県
の
援
助
等
の
趣
旨
に
沿
っ
て
執
行
さ
れ
て
お
り
，
公
表
す
べ

き
指
摘
事
項
は
な
か
っ
た
。　

地
方
独
立
行
政
法
人
宮

城
県
立
こ
ど
も
病
院

25．
11．
６
１
　
団
体
の
事
業
概
要

　
 　
妊
娠
，
出
産
か
ら
成
人
に
至
る
子
ど
も
の
全
て
の
成
長
過
程
に

お
い
て
，
高
度
で
専
門
的
な
医
療
の
提
供
を
行
っ
て
い
る
。

２
　
県
の
財
政
的
援
助
等
の
内
容

　
〔
出
資
金
〕

　
　
1,234,086,843円

（
資
本
金
　
1,234,086,843円

）
　
〔
補
助
金
〕

　
　
周
産
期
医
療
再
生
事
業
補
助
金
 

9,300,000円
　
　
周
産
期
母
子
医
療
セ
ン
タ
ー
運
営
費
補
助
金
 
22,684,000円

　
　
地
域
療
育
支
援
施
設
運
営
事
業
補
助
金
 

8,280,000円
　
　
新
人
看
護
職
員
研
修
事
業
補
助
金
 

592,000円
　
　
 小
児
・
周
産
期
医
療
再
生
事
業
周
産
期
医
療
デ
ー
タ
収
集
職
員

配
置
支
援
事
業
補
助
金
 

 3,017,469円
　
　
 小
児
・
周
産
期
医
療
再
生
事
業
臨
床
心
理
技
術
者
配
置
支
援
事

業
補
助
金
 

1,417,965円
　
〔
負
担
金
〕

　
　
運
営
費
負
担
金
 

1,907,507,474円
　
〔
貸
付
金
〕

　
　
運
営
費
貸
付
金
（
短
期
） 

250,000,000円
　
　
長
期
貸
付
金
に
係
る
平
成
24年
度
末
残
高
 
8,554,584,567円

３
　
監
査
の
結
果

　
 　
県
の
援
助
等
の
趣
旨
に
沿
っ
て
執
行
さ
れ
て
お
り
，
公
表
す
べ

き
指
摘
事
項
は
な
か
っ
た
。

株
式
会
社
仙
台
港
貿
易

促
進
セ
ン
タ
ー

25．
10．
１
１
　
団
体
の
事
業
概
要

　
 　
貿
易
促
進
に
よ
る
地
域
経
済
の
活
性
化
等
の
た
め
，
仙
台
港
国

際
ビ
ジ
ネ
ス
サ
ポ
ー
ト
セ
ン
タ
ー
を
は
じ
め
と
す
る
輸
入
関
連
基

盤
施
設
の
管
理
運
営
事
業
等
を
行
っ
て
い
る
。

２
　
県
の
財
政
的
援
助
等
の
内
容

　
〔
出
資
金
〕

　
　
710,000,000円

（
資
本
金
　
2,187,500,000円

）
３
　
監
査
の
結
果

　
 　
期
末
に
お
い
て
欠
損
金
が
認
め
ら
れ
た
の
で
，
経
営
改
善
を
図

る
必
要
が
あ
る
。

公
益
社
団
法
人
み
や
ぎ

農
業
振
興
公
社

25．
10．
16
１
　
団
体
の
事
業
概
要

　
 　
地
域
農
業
の
振
興
を
図
る
た
め
，
農
地
保
有
合
理
化
，
農
畜
産

の
基
盤
整
備
及
び
生
産
支
援
等
に
関
す
る
事
業
等
を
行
っ
て
お

り
，
宮
城
県
岩
出
山
牧
場
の
指
定
管
理
業
務
を
行
っ
て
い
る
。

２
　
県
の
財
政
的
援
助
等
の
内
容

　
〔
出
資
金
〕

　
　
2,020,600,000円

（
基
本
財
産
　
1,901,000,000円

）
　
〔
補
助
金
〕

　
　
農
地
保
有
合
理
化
促
進
事
業
補
助
金
 

19,265,000円
　
　
長
期
保
有
地
等
売
買
支
援
事
業
補
助
金
 

870,000円
　
　
畜
産
基
盤
再
編
総
合
整
備
事
業
補
助
金
 

7,146,000円
　
　
青
年
農
業
者
育
成
確
保
推
進
事
業
補
助
金
 

31,032,000円
　
　
新
規
就
農
者
支
援
事
業
補
助
金
 

24,391,000円
　
〔
貸
付
金
〕

　
　
公
共
牧
場
経
営
基
盤
強
化
対
策
事
業
資
金
貸
付
金
（
短
期
）

 
70,000,000円

　
　
経
営
合
理
化
促
進
資
金
貸
付
金
（
短
期
） 

50,000,000円
　
　
長
期
貸
付
金
に
係
る
平
成
24年
度
末
残
高
 

356,232,875円
　
〔
損
失
補
償
〕

　
　
損
失
補
償
契
約
に
係
る
平
成
24年
度
末
借
入
金
残
高

 
143,985,580円

　
〔
公
の
施
設
の
管
理
〕

　
　
宮
城
県
岩
出
山
牧
場
 

78,036,000円
３
　
監
査
の
結
果

　
⑴
 　
農
地
保
有
合
理
化
関
連
事
業
に
お
い
て
，
未
収
金
縮
減
に
努

力
し
て
い
る
も
の
の
，
な
お
多
額
の
延
滞
未
収
金
が
認
め
ら
れ

た
の
で
，
引
き
続
き
収
納
促
進
に
努
め
る
必
要
が
あ
る
。

　
⑵
 　
収
益
の
期
間
対
応
に
不
適
切
な
も
の
が
認
め
ら
れ
た
の
で
，

改
善
す
る
必
要
が
あ
る
。
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第2544号　平成26年３月28日　金曜日 （28）

一
般
社
団
法
人
宮
城
県

林
業
公
社

25．
10．
８
１
　
団
体
の
事
業
概
要

　
 　
県
土
の
保
全
，
森
林
資
源
の
造
成
等
を
図
る
た
め
，
造
林
及
び

育
林
等
に
関
す
る
事
業
を
行
っ
て
い
る
。

２
　
県
の
財
政
的
援
助
等
の
内
容

　
〔
出
資
金
〕

　
　
100,000,000円

（
基
本
財
産
　
10,152,095円

）
　
　
　
　
　
   　
　
（
長
期
預
り
金
積
立
資
産
　
178,396,820円

）
　
〔
補
助
金
〕

　
　
森
林
環
境
保
全
整
備
事
業
補
助
金
 

59,833,567円
　
　
森
林
整
備
加
速
化
・
林
業
再
生
事
業
補
助
金
 
18,085,400円

　
　
温
暖
化
防
止
間
伐
推
進
事
業
補
助
金
 

101,478,763円
　
〔
長
期
借
入
金
〕

　
　
長
期
貸
付
金
に
係
る
平
成
24年
度
末
残
高
 
12,189,687,000円

　
〔
損
失
補
償
〕

　
　
損
失
補
償
契
約
に
係
る
平
成
24年
度
末
借
入
金
残
高

 
4,628,868,136円

３
　
監
査
の
結
果

　
 　
県
の
援
助
等
の
趣
旨
に
沿
っ
て
執
行
さ
れ
て
お
り
，
公
表
す
べ

き
指
摘
事
項
は
な
か
っ
た
。

宮
城
県
道
路
公
社

25．
10．
18
１
　
団
体
の
事
業
概
要

　
 　
地
方
的
な
幹
線
道
路
の
整
備
を
促
進
し
交
通
の
円
滑
化
を
図
る

た
め
，
道
路
の
新
設
，
改
築
，
維
持
，
修
繕
の
事
業
等
を
行
っ
て

い
る
。

２
　
県
の
財
政
的
援
助
等
の
内
容

　
〔
出
資
金
〕

　
　
17,416,125,000円

（
基
本
金
　
21,836,000,000円

）
　
〔
負
担
金
〕

　
　
地
方
公
共
団
体
関
係
団
体
共
済
組
合
県
負
担
金
 
5,955,539円

　
〔
債
務
保
証
〕

　
　
債
務
保
証
契
約
に
係
る
平
成
24年
度
末
借
入
金
残
高

 
11,647,846,805円

３
　
監
査
の
結
果

　
 　
県
の
援
助
等
の
趣
旨
に
沿
っ
て
執
行
さ
れ
て
お
り
，
公
表
す
べ

き
指
摘
事
項
は
な
か
っ
た
。

仙
台
空
港
ビ
ル
株
式
会

社
25．
10．
10
１
　
団
体
の
事
業
概
要

　
 　
仙
台
空
港
旅
客
タ
ー
ミ
ナ
ル
ビ
ル
を
所
有
し
，
航
空
会
社
及
び

事
業
者
に
対
す
る
貸
室
業
並
び
に
航
空
旅
客
に
対
す
る
役
務
の
提

供
を
行
っ
て
い
る
。

２
　
県
の
財
政
的
援
助
等
の
内
容

　
〔
出
資
金
〕

　
　
1,372,500,000円

（
資
本
金
　
3,200,000,000円

）
　
〔
貸
付
金
〕

　
　
長
期
貸
付
金
に
係
る
平
成
24年
度
末
残
高
 
5,020,000,000円

３
　
監
査
の
結
果

　
 　
県
の
援
助
等
の
趣
旨
に
沿
っ
て
執
行
さ
れ
て
お
り
，
公
表
す
べ

き
指
摘
事
項
は
な
か
っ
た
。

仙
台
エ
ア
カ
ー
ゴ
タ
ー

ミ
ナ
ル
株
式
会
社

25．
10．
29
１
　
団
体
の
事
業
概
要

　
 　
仙
台
空
港
に
お
け
る
航
空
貨
物
取
扱
施
設
を
設
置
運
営
し
て
お

り
，
輸
出
入
貨
物
等
の
荷
役
・
保
管
及
び
貨
物
取
扱
施
設
の
賃
貸

等
を
行
っ
て
い
る
。

２
　
県
の
財
政
的
援
助
等
の
内
容

　
〔
出
資
金
〕

　
　
395,000,000円

（
資
本
金
　
1,437,500,000円

）
　
〔
補
助
金
〕

　
　
 仙
台
エ
ア
カ
ー
ゴ
タ
ー
ミ
ナ
ル
保
安
施
設
復
旧
支
援
事
業
補
助

金
 

3,500,000円
　
　
中
小
企
業
等
復
旧
・
復
興
支
援
事
業
補
助
金
 
74,239,571円

３
　
監
査
の
結
果

　
 　
期
末
に
お
い
て
欠
損
金
が
認
め
ら
れ
た
の
で
，
経
営
改
善
を
図

る
必
要
が
あ
る
。

一
般
財
団
法
人
宮
城
県

下
水
道
公
社

25．
11．
13
１
　
団
体
の
事
業
概
要

　
 　
下
水
道
に
関
す
る
知
識
の
普
及
啓
蒙
事
業
, 下
水
道
技
術
職
員

養
成
事
業
, 下
水
道
施
設
の
有
効
利
用
及
び
調
査
研
究
等
の
事
業

を
行
っ
て
お
り
，
仙
塩
流
域
下
水
道
施
設
の
指
定
管
理
業
務
を

行
っ
て
い
る
。

２
　
県
の
財
政
的
援
助
等
の
内
容

　
〔
出
資
金
〕

　
　
34,200,000円

（
基
本
財
産
　
68,400,000円

）
　
〔
公
の
施
設
の
管
理
〕

　
　
仙
塩
流
域
下
水
道
施
設
 

1,138,411,767円
３
　
監
査
の
結
果

　
 　
県
の
援
助
等
の
趣
旨
に
沿
っ
て
執
行
さ
れ
て
お
り
，
公
表
す
べ

き
指
摘
事
項
は
な
か
っ
た
。

宮
城
県
住
宅
供
給
公
社
25．
10．
31
１
　
団
体
の
事
業
概
要

　
 　
住
民
の
生
活
の
安
定
を
図
る
た
め
，
居
住
環
境
の
良
好
な
集
合

住
宅
及
び
宅
地
の
供
給
並
び
に
公
営
住
宅
の
管
理
等
を
行
っ
て
い
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る
。

２
　
県
の
財
政
的
援
助
等
の
内
容

　
〔
出
資
金
〕

　
　
20,500,000円

（
資
本
金
　
21,850,000円

）
　
〔
負
担
金
〕

　
　
地
方
公
共
団
体
関
係
団
体
共
済
組
合
県
負
担
金
 
9,391,632円

　
〔
貸
付
金
〕

　
　
長
期
貸
付
金
に
係
る
平
成
24年
度
末
残
高
 
2,438,605,000円

３
　
監
査
の
結
果

　
 　
県
の
援
助
等
の
趣
旨
に
沿
っ
て
執
行
さ
れ
て
お
り
，
公
表
す
べ

き
指
摘
事
項
は
な
か
っ
た
。

公
益
財
団
法
人
宮
城
県

体
育
協
会

25．
10．
24
１
　
団
体
の
事
業
概
要

　
 　
ス
ポ
ー
ツ
の
振
興
及
び
県
民
の
体
力
向
上
等
を
図
る
た
め
，
体

育
関
係
諸
団
体
相
互
の
連
携
及
び
競
技
力
向
上
対
策
事
業
等
を

行
っ
て
い
る
。

２
　
県
の
財
政
的
援
助
等
の
内
容

　
〔
出
資
金
〕

　
　
75,000,000円

（
基
本
財
産
　
137,060,000円

）
　
〔
補
助
金
〕

　
　
ス
ポ
ー
ツ
選
手
強
化
対
策
費
補
助
金
 

133,715,000円
　
　
地
域
ス
ポ
ー
ツ
活
動
推
進
費
補
助
金
 

1,676,143円
　
　
東
北
総
合
体
育
大
会
参
加
補
助
金
 

23,903,722円
　
　
国
民
体
育
大
会
参
加
補
助
金
 

54,380,351円
３
　
監
査
の
結
果

　
 　
県
の
援
助
等
の
趣
旨
に
沿
っ
て
執
行
さ
れ
て
お
り
，
公
表
す
べ

き
指
摘
事
項
は
な
か
っ
た
。

学
校
法
人
常
盤
木
学
園
25．
12．
４
１
　
団
体
の
事
業
概
要

　
 　
教
育
基
本
法
及
び
学
校
教
育
法
に
基
づ
き
，
高
等
学
校
を
設
置

運
営
し
て
い
る
。

２
　
県
の
財
政
的
援
助
等
の
内
容

　
〔
補
助
金
〕

　
　
私
立
学
校
運
営
費
補
助
金
 

301,776,000円
　
　
私
立
高
等
学
校
授
業
料
軽
減
事
業
補
助
金
 

11,070,000円
　
　
私
立
学
校
授
業
料
等
軽
減
特
別
事
業
補
助
金
 
40,192,000円

　
　
私
立
高
等
学
校
等
就
学
支
援
金
特
例
措
置
事
業
補
助
金

 
178,200円

　
〔
交
付
金
〕

　
　
私
立
高
等
学
校
等
就
学
支
援
金
事
務
費
交
付
金
 
351,000円

３
　
監
査
の
結
果

　
 　
県
の
援
助
等
の
趣
旨
に
沿
っ
て
執
行
さ
れ
て
お
り
，
公
表
す
べ

き
指
摘
事
項
は
な
か
っ
た
。

学
校
法
人
三
島
学
園

25．
12．
10
１
　
団
体
の
事
業
概
要

　
 　
教
育
基
本
法
及
び
学
校
教
育
法
に
基
づ
き
，
大
学
，
短
期
大
学
，

高
等
学
校
，
幼
稚
園
を
設
置
運
営
し
て
い
る
。

２
　
県
の
財
政
的
援
助
等
の
内
容

　
〔
補
助
金
〕

　
　
私
立
学
校
運
営
費
補
助
金
 

392,113,000円
　
　
私
立
学
校
教
育
改
革
推
進
特
別
経
費
補
助
金
 

1,780,000円
　
　
私
立
学
校
特
別
支
援
教
育
教
育
費
補
助
金
 

1,568,000円
　
　
私
立
高
等
学
校
授
業
料
軽
減
事
業
補
助
金
 

21,984,000円
　
　
私
立
学
校
授
業
料
等
軽
減
特
別
事
業
補
助
金
 
30,388,000円

　
　
私
立
高
等
学
校
等
就
学
支
援
金
特
例
措
置
事
業
補
助
金

 
400,950円

　
〔
交
付
金
〕

　
　
私
立
高
等
学
校
等
就
学
支
援
金
事
務
費
交
付
金
 
476,000円

３
　
監
査
の
結
果

　
 　
県
の
援
助
等
の
趣
旨
に
沿
っ
て
執
行
さ
れ
て
お
り
，
公
表
す
べ

き
指
摘
事
項
は
な
か
っ
た
。

学
校
法
人
仙
台
育
英
学

園
25．
12．
12
１
　
団
体
の
事
業
概
要

　
 　
教
育
基
本
法
及
び
学
校
教
育
法
に
基
づ
き
，
高
等
学
校
，
中
学

校
を
設
置
運
営
し
て
い
る
。

２
　
県
の
財
政
的
援
助
等
の
内
容

　
〔
補
助
金
〕

　
　
私
立
学
校
運
営
費
補
助
金
 

743,452,000円
　
　
私
立
高
等
学
校
授
業
料
軽
減
事
業
補
助
金
 

28,433,000円
　
　
私
立
学
校
授
業
料
等
軽
減
特
別
事
業
補
助
金
 
85,160,000円

　
　
私
立
学
校
施
設
設
備
災
害
復
旧
支
援
事
業
補
助
金

 
563,875,000円

　
　
私
立
学
校
等
教
育
環
境
整
備
支
援
特
別
事
業
補
助
金

 
 30,693,000円

　
　
結
核
定
期
健
康
診
断
補
助
金
 

228,288円
　
　
私
立
高
等
学
校
等
就
学
支
援
金
特
例
措
置
事
業
補
助
金

 
629,442円

　
〔
交
付
金
〕

　
　
私
立
高
等
学
校
等
就
学
支
援
金
事
務
費
交
付
金
 
1,120,000円

３
　
監
査
の
結
果

　
 　
県
の
援
助
等
の
趣
旨
に
沿
っ
て
執
行
さ
れ
て
お
り
，
公
表
す
べ
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き
指
摘
事
項
は
な
か
っ
た
。

学
校
法
人
宮
城
明
泉
学

園
25．
12．
17
１
　
団
体
の
事
業
概
要

　
 　
教
育
基
本
法
及
び
学
校
教
育
法
に
基
づ
き
，
小
学
校
，
幼
稚
園

を
設
置
運
営
し
て
い
る
。

２
　
県
の
財
政
的
援
助
等
の
内
容

　
〔
補
助
金
〕

　
　
私
立
学
校
運
営
費
補
助
金
 

201,397,000円
　
　
私
立
学
校
授
業
料
等
軽
減
特
別
事
業
補
助
金
 
48,543,000円

　
　
私
立
学
校
教
育
改
革
推
進
特
別
経
費
補
助
金
 

6,000,000円
　
　
私
立
幼
稚
園
特
別
支
援
教
育
教
育
費
補
助
金
 

784,000円
　
　
私
立
学
校
施
設
設
備
災
害
復
旧
支
援
事
業
補
助
金

 
15,797,000円

３
　
監
査
の
結
果

　
 　
県
の
援
助
等
の
趣
旨
に
沿
っ
て
執
行
さ
れ
て
お
り
，
公
表
す
べ

き
指
摘
事
項
は
な
か
っ
た
。

学
校
法
人
東
北
工
業
大

学
25．
12．
19
１
　
団
体
の
事
業
概
要

　
 　
教
育
基
本
法
及
び
学
校
教
育
法
に
基
づ
き
，
大
学
，
高
等
学
校

を
設
置
運
営
し
て
い
る
。

２
　
県
の
財
政
的
援
助
等
の
内
容

　
〔
補
助
金
〕

　
　
私
立
学
校
運
営
費
補
助
金
 

348,806,000円
　
　
私
立
高
等
学
校
授
業
料
軽
減
事
業
補
助
金
 

10,060,000円
　
　
私
立
学
校
授
業
料
等
軽
減
特
別
事
業
補
助
金
 
48,474,000円

　
　
私
立
高
等
学
校
等
就
学
支
援
金
特
例
措
置
事
業
補
助
金

 
267,300円

　
〔
交
付
金
〕

　
　
私
立
高
等
学
校
等
就
学
支
援
金
事
務
費
交
付
金
 
369,000円

３
　
監
査
の
結
果

　
 　
県
の
援
助
等
の
趣
旨
に
沿
っ
て
執
行
さ
れ
て
お
り
，
公
表
す
べ

き
指
摘
事
項
は
な
か
っ
た
。

学
校
法
人
お
人
形
社
学

園
26．
１
．
15
１
　
団
体
の
事
業
概
要

　
 　
教
育
基
本
法
及
び
学
校
教
育
法
に
基
づ
き
，
幼
稚
園
を
設
置
運

営
し
て
い
る
。

２
　
県
の
財
政
的
援
助
等
の
内
容

　
〔
補
助
金
〕

　
　
私
立
学
校
運
営
費
補
助
金
 

50,696,000円
　
　
私
立
学
校
授
業
料
等
軽
減
特
別
事
業
補
助
金
 

6,954,000円
　
　
私
立
学
校
教
育
改
革
推
進
特
別
経
費
補
助
金
 

3,580,000円

　
　
私
立
学
校
等
教
育
環
境
整
備
支
援
特
別
事
業
補
助
金

 
2,541,000円

　
　
私
立
学
校
施
設
設
備
災
害
復
旧
支
援
事
業
補
助
金

 
6,810,000円

３
　
監
査
の
結
果

　
 　
県
の
援
助
等
の
趣
旨
に
沿
っ
て
執
行
さ
れ
て
お
り
，
公
表
す
べ

き
指
摘
事
項
は
な
か
っ
た
。

学
校
法
人
不
磷
寺
学
園
26．
１
．
15
１
　
団
体
の
事
業
概
要

　
 　
教
育
基
本
法
及
び
学
校
教
育
法
に
基
づ
き
，
幼
稚
園
を
設
置
運

営
し
て
い
る
。

２
　
県
の
財
政
的
援
助
等
の
内
容

　
〔
補
助
金
〕

　
　
私
立
学
校
運
営
費
補
助
金
 

65,475,000円
　
　
私
立
学
校
授
業
料
等
軽
減
特
別
事
業
補
助
金
 
18,115,000円

　
　
私
立
学
校
教
育
改
革
推
進
特
別
経
費
補
助
金
 

3,460,000円
　
　
私
立
幼
稚
園
特
別
支
援
教
育
教
育
費
補
助
金
 

392,000円
３
　
監
査
の
結
果

　
 　
県
の
援
助
等
の
趣
旨
に
沿
っ
て
執
行
さ
れ
て
お
り
，
公
表
す
べ

き
指
摘
事
項
は
な
か
っ
た
。

学
校
法
人
庄
司
学
園

26．
１
．
17
１
　
団
体
の
事
業
概
要

　
 　
教
育
基
本
法
及
び
学
校
教
育
法
に
基
づ
き
，
幼
稚
園
を
設
置
運

営
し
て
い
る
。

２
　
県
の
財
政
的
援
助
等
の
内
容

　
〔
補
助
金
〕

　
　
私
立
学
校
運
営
費
補
助
金
 

62,779,000円
　
　
私
立
学
校
授
業
料
等
軽
減
特
別
事
業
補
助
金
 
13,975,000円

　
　
私
立
学
校
教
育
改
革
推
進
特
別
経
費
補
助
金
 

4,080,000円
３
　
監
査
の
結
果

　
 　
県
の
援
助
等
の
趣
旨
に
沿
っ
て
執
行
さ
れ
て
お
り
，
公
表
す
べ

き
指
摘
事
項
は
な
か
っ
た
。

学
校
法
人
東
北
外
語
学

園
26．
１
．
17
１
　
団
体
の
事
業
概
要

　
 　
教
育
基
本
法
及
び
学
校
教
育
法
に
基
づ
き
，
幼
稚
園
，
専
門
学

校
を
設
置
運
営
し
て
い
る
。

２
　
県
の
財
政
的
援
助
等
の
内
容

　
〔
補
助
金
〕

　
　
私
立
学
校
運
営
費
補
助
金
 

48,203,000円
　
　
私
立
学
校
授
業
料
等
軽
減
特
別
事
業
補
助
金
 

3,456,000円
　
　
私
立
学
校
教
育
改
革
推
進
特
別
経
費
補
助
金
 

3,580,000円
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私
立
専
修
･各
種
学
校
授
業
料
等
軽
減
特
別
事
業
補
助
金

 
1,533,000円

　
　
私
立
専
修
学
校
等
復
興
支
援
事
業
補
助
金
 

1,287,000円
３
　
監
査
の
結
果

　
 　
県
の
援
助
等
の
趣
旨
に
沿
っ
て
執
行
さ
れ
て
お
り
，
公
表
す
べ

き
指
摘
事
項
は
な
か
っ
た
。

学
校
法
人
七
郷
学
園

26．
１
．
22
１
　
団
体
の
事
業
概
要

　
 　
教
育
基
本
法
及
び
学
校
教
育
法
に
基
づ
き
，
幼
稚
園
を
設
置
運

営
し
て
い
る
。

２
　
県
の
財
政
的
援
助
等
の
内
容

　
〔
補
助
金
〕

　
　
私
立
学
校
運
営
費
補
助
金
 

53,833,000円
　
　
私
立
学
校
授
業
料
等
軽
減
特
別
事
業
補
助
金
 
14,872,000円

　
　
私
立
学
校
教
育
改
革
推
進
特
別
経
費
補
助
金
 

2,100,000円
３
　
監
査
の
結
果

　
 　
県
の
援
助
等
の
趣
旨
に
沿
っ
て
執
行
さ
れ
て
お
り
，
公
表
す
べ

き
指
摘
事
項
は
な
か
っ
た
。

学
校
法
人
小
野
学
園

26．
１
．
22
１
　
団
体
の
事
業
概
要

　
 　
教
育
基
本
法
及
び
学
校
教
育
法
に
基
づ
き
，
幼
稚
園
を
設
置
運

営
し
て
い
る
。

２
　
県
の
財
政
的
援
助
等
の
内
容

　
〔
補
助
金
〕

　
　
私
立
学
校
運
営
費
補
助
金
 

71,061,000円
　
　
私
立
学
校
授
業
料
等
軽
減
特
別
事
業
補
助
金
 

8,249,000円
　
　
私
立
学
校
教
育
改
革
推
進
特
別
経
費
補
助
金
 

3,580,000円
　
　
私
立
学
校
等
教
育
環
境
整
備
支
援
特
別
事
業
補
助
金

 
2,685,000円

３
　
監
査
の
結
果

　
 　
県
の
援
助
等
の
趣
旨
に
沿
っ
て
執
行
さ
れ
て
お
り
，
公
表
す
べ

き
指
摘
事
項
は
な
か
っ
た
。

社
団
法
人
宮
城
県
私
学

退
職
金
社
団

26．
１
．
16
１
　
団
体
の
事
業
概
要

　
 　
学
校
法
人
が
設
置
す
る
小
学
校
，
中
学
校
，
高
等
学
校
に
勤
務

す
る
教
職
員
等
に
退
職
手
当
資
金
の
給
付
を
行
っ
て
い
る
。

２
　
県
の
財
政
的
援
助
等
の
内
容

　
〔
補
助
金
〕

　
　
私
学
退
職
金
社
団
退
職
手
当
資
金
給
付
事
業
補
助
金

 
185,938,000円

３
　
監
査
の
結
果

　
 　
県
の
援
助
等
の
趣
旨
に
沿
っ
て
執
行
さ
れ
て
お
り
，
公
表
す
べ

き
指
摘
事
項
は
な
か
っ
た
。

一
般
社
団
法
人
宮
城
県

私
立
幼
稚
園
連
合
会

26．
１
．
23
１
　
団
体
の
事
業
概
要

　
 　
幼
児
教
育
の
研
究
調
査
，
教
職
員
の
資
質
向
上
，
福
利
厚
生
及

び
退
職
手
当
資
金
給
付
事
業
等
を
行
っ
て
い
る
。

２
　
県
の
財
政
的
援
助
等
の
内
容

　
〔
補
助
金
〕

　
　
私
立
幼
稚
園
連
合
会
退
職
手
当
資
金
給
付
事
業
補
助
金

 
69,757,000円

３
　
監
査
の
結
果

　
 　
県
の
援
助
等
の
趣
旨
に
沿
っ
て
執
行
さ
れ
て
お
り
，
公
表
す
べ

き
指
摘
事
項
は
な
か
っ
た
。

宮
城
県
中
小
企
業
団
体

中
央
会

26．
１
．
24
１
　
団
体
の
事
業
概
要

　
 　
中
小
企
業
等
組
合
及
び
中
小
企
業
者
の
健
全
な
経
営
の
た
め
，

共
同
組
織
設
立
等
の
支
援
，
経
営
情
報
の
提
供
，
資
金
の
調
達
及

び
人
材
育
成
等
の
支
援
を
行
っ
て
い
る
。

２
　
県
の
財
政
的
援
助
等
の
内
容

　
〔
補
助
金
〕

　
　
中
小
企
業
連
携
組
織
対
策
事
業
補
助
金
 

148,049,000円
　
〔
貸
付
金
〕                           

　
　
中
小
企
業
団
体
中
央
会
組
織
金
融
制
度
資
金
貸
付
金

 
1,500,000,000円

３
　
監
査
の
結
果

　
 　
県
の
援
助
等
の
趣
旨
に
沿
っ
て
執
行
さ
れ
て
お
り
，
公
表
す
べ

き
指
摘
事
項
は
な
か
っ
た
。

宮
城
県
職
業
能
力
開
発

協
会

25．
12．
20
１
　
団
体
の
事
業
概
要

　
 　
職
業
訓
練
，
職
業
能
力
検
定
及
び
そ
の
他
職
業
能
力
の
開
発
に

関
す
る
事
業
を
行
っ
て
い
る
。

２
　
県
の
財
政
的
援
助
等
の
内
容

　
〔
補
助
金
〕

　
　
職
業
能
力
開
発
協
会
補
助
金
 

43,562,000円
３
　
監
査
の
結
果

　
 　
県
の
援
助
等
の
趣
旨
に
沿
っ
て
執
行
さ
れ
て
お
り
，
公
表
す
べ

き
指
摘
事
項
は
な
か
っ
た
。

宮
城
県
農
業
会
議

26．
１
．
24
１
　
団
体
の
事
業
概
要

　
 　
農
業
者
の
地
位
向
上
を
図
る
た
め
，
農
業
生
産
力
の
発
展
及
び

農
業
経
営
の
合
理
化
の
た
め
の
各
種
事
業
を
行
っ
て
い
る
。
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２
　
県
の
財
政
的
援
助
等
の
内
容

　
〔
補
助
金
〕 

　
　
農
業
委
員
会
交
付
金
等
補
助
金
 

6,600,000円
　
〔
負
担
金
〕

　
　
農
業
委
員
会
交
付
金
等
負
担
金
 

53,331,000円
３
　
監
査
の
結
果

　
 　
県
の
援
助
等
の
趣
旨
に
沿
っ
て
執
行
さ
れ
て
お
り
，
公
表
す
べ

き
指
摘
事
項
は
な
か
っ
た
。

太
平
ビ
ル
サ
ー
ビ
ス
株

式
会
社

25．
12．
3
１
　
団
体
の
事
業
概
要

　
 　
建
物
の
清
掃
及
び
管
理
業
務
等
を
行
っ
て
お
り
，
松
島
公
園

（
駐
車
場
）
の
指
定
管
理
業
務
を
行
っ
て
い
る
。

２
　
県
の
財
政
的
援
助
等
の
内
容

　
〔
公
の
施
設
の
管
理
〕

　
　
松
島
公
園
（
駐
車
場
） 

14,086,800円
３
　
監
査
の
結
果

　
 　
県
の
援
助
等
の
趣
旨
に
沿
っ
て
執
行
さ
れ
て
お
り
，
公
表
す
べ

き
指
摘
事
項
は
な
か
っ
た
。

株
式
会
社
東
北
ダ
イ
ケ

ン
25．
12．
10
１
　
団
体
の
事
業
概
要

　
 　
建
物
の
清
掃
及
び
管
理
業
務
等
を
行
っ
て
お
り
，
加
瀬
沼
公
園

の
指
定
管
理
業
務
を
行
っ
て
い
る
。

２
　
県
の
財
政
的
援
助
等
の
内
容

　
〔
公
の
施
設
の
管
理
〕

　
　
加
瀬
沼
公
園
 

17,670,000円
３
　
監
査
の
結
果

　
 　
県
の
援
助
等
の
趣
旨
に
沿
っ
て
執
行
さ
れ
て
お
り
，
公
表
す
べ

き
指
摘
事
項
は
な
か
っ
た
。

東
洋
緑
化
株
式
会
社

25．
11．
28
１
　
団
体
の
事
業
概
要

　
 　
造
園
並
び
に
こ
れ
に
関
連
す
る
工
事
等
を
行
っ
て
お
り
，
宮
城

県
総
合
運
動
公
園
（
宮
城
ス
タ
ジ
ア
ム
，
宮
城
ス
タ
ジ
ア
ム
補
助

競
技
場
，
投
て
き
場
，
総
合
体
育
館
，
総
合
プ
ー
ル
，
テ
ニ
ス
コ
ー

ト
及
び
合
宿
所
並
び
に
そ
れ
ら
の
周
辺
の
公
園
施
設
並
び
に
宮
城

県
サ
ッ
カ
ー
場
以
外
の
施
設
）の
指
定
管
理
業
務
を
行
っ
て
い
る
。

２
　
県
の
財
政
的
援
助
等
の
内
容

　
〔
公
の
施
設
の
管
理
〕

　
　
 宮
城
県
総
合
運
動
公
園
（
宮
城
ス
タ
ジ
ア
ム
，　
宮
城
ス
タ
ジ

ア
ム
補
助
競
技
場
，
投
て
き
場
，
総
合
体
育
館
，
総
合
プ
ー
ル
，

テ
ニ
ス
コ
ー
ト
及
び
合
宿
所
並
び
に
そ
れ
ら
の
周
辺
の
公
園
施

設
並
び
に
宮
城
県
サ
ッ
カ
ー
場
以
外
の
施
設
） 
23,900,000円

３
　
監
査
の
結
果

　
 　
県
の
援
助
等
の
趣
旨
に
沿
っ
て
執
行
さ
れ
て
お
り
，
公
表
す
べ

き
指
摘
事
項
は
な
か
っ
た
。

石
巻
環
境
サ
ー
ビ
ス
株

式
会
社

25．
10．
22
１
　
団
体
の
事
業
概
要

　
 　
上
・
下
水
道
施
設
の
維
持
管
理
業
務
等
を
行
っ
て
お
り
，
北
上

川
下
流
流
域
下
水
道
，
迫
川
流
域
下
水
道
及
び
北
上
川
下
流
東
部

流
域
下
水
道
の
指
定
管
理
業
務
を
行
っ
て
い
る
。

２
　
県
の
財
政
的
援
助
等
の
内
容

　
〔
公
の
施
設
の
管
理
〕

　
　
 北
上
川
下
流
流
域
下
水
道
，
迫
川
流
域
下
水
道
及
び
北
上
川
下

流
東
部
流
域
下
水
道
施
設
 

1,072,675,303円
３
　
監
査
の
結
果

　
 　
県
の
援
助
等
の
趣
旨
に
沿
っ
て
執
行
さ
れ
て
お
り
，
公
表
す
べ

き
指
摘
事
項
は
な
か
っ
た
。

水
ｉ
ｎ
ｇ
株
式
会
社

25．
11．
21
１
　
団
体
の
事
業
概
要

　
 　
水
処
理
プ
ラ
ン
ト
等
の
建
設
や
環
境
衛
生
施
設
等
の
運
転
・
維

持
管
理
業
務
等
を
行
っ
て
お
り
，
阿
武
隈
川
下
流
流
域
下
水
道
施

設
の
指
定
管
理
業
務
を
行
っ
て
い
る
。

２
　
県
の
財
政
的
援
助
等
の
内
容

　
〔
公
の
施
設
の
管
理
〕

　
　
阿
武
隈
川
下
流
流
域
下
水
道
施
設
 

1,114,785,950円
３
　
監
査
の
結
果

　
 　
県
の
援
助
等
の
趣
旨
に
沿
っ
て
執
行
さ
れ
て
お
り
，
公
表
す
べ

き
指
摘
事
項
は
な
か
っ
た
。

宮
城
県
ボ
ー
ト
協
会

25．
11．
19
１
　
団
体
の
事
業
概
要

　
 　
県
内
の
ボ
ー
ト
の
普
及
，
発
展
及
び
競
技
力
向
上
を
図
り
，
宮

城
県
長
沼
ボ
ー
ト
場
の
指
定
管
理
業
務
を
行
っ
て
い
る
。

２
　
県
の
財
政
的
援
助
等
の
内
容

　
〔
公
の
施
設
の
管
理
〕

　
　
宮
城
県
長
沼
ボ
ー
ト
場
 

10,700,000円
３
　
監
査
の
結
果

　
 　
県
の
援
助
等
の
趣
旨
に
沿
っ
て
執
行
さ
れ
て
お
り
，
公
表
す
べ

き
指
摘
事
項
は
な
か
っ
た
。

泫
 　
県
の
財
政
的
援
助
等
の
内
容
の「
出
資
金
」は
，平
成
24年
度
末
に
お
け
る
出
資
金
総
額
を
示
し
，「
補
助
金
」，

「
貸
付
金
」
及
び
「
公
の
施
設
の
管
理
」
等
は
，
平
成
24年
度
に
お
け
る
支
出
額
等
を
示
し
て
い
る
。
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公
安
委
員
会

雑　
　
　

報

〇
宮
城
県
道
路
公
社
理
事
長
か
ら
、
次
の
と
お
り
公
報
登
載
の
依
頼
が
あ
っ
た
。

　
　

平
成
二
十
六
年
三
月
二
十
八
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

　

道
路
整
備
特
別
措
置
法
（
昭
和
三
十
一
年
法
律
第
七
号
）
第
二
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
仙
台
松
島
道
路
の

料
金
の
額
及
び
徴
収
期
間
に
つ
い
て
、
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

　
　

平
成
二
十
六
年
三
月
二
十
八
日

 

宮
城
県
道
路
公
社　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

理
事
長　
　

千　
　

葉　
　

三　
　

郎　
　
　

一　

料
金
の
額

　

１　

車
種
区
分
に
係
る
料
金
の
額
（
通
行
一
台
一
回
当
た
り
）

　
　

⑴　

利
府
中
イ
ン
タ
ー
チ
ェ
ン
ジ
（
利
府
町
春
日
）
か
ら
松
島
海
岸
イ
ン
タ
ー
チ
ェ
ン
ジ
（
利
府
町
赤
沼
）
ま
で

車
種
区
分

軽
自
動
車
等

普　

通　

車

中　

型　

車

大　

型　

車

特　

大　

車

料
金
の
額

一
〇
〇
円

一
五
〇
円

一
五
〇
円

二
一
〇
円

三
六
〇
円

　
　

⑵　

利
府
中
イ
ン
タ
ー
チ
ェ
ン
ジ
（
利
府
町
春
日
）
か
ら
松
島
大
郷
イ
ン
タ
ー
チ
ェ
ン
ジ
（
松
島
町
初
原
）
ま
で

車
種

区
分

軽
自
動
車
等

普　

通　

車

中　

型　

車

大　

型　

車

特　

大　

車

料
金

の
額

二
〇
〇
円

三
〇
〇
円

三
〇
〇
円

四
二
〇
円

七
二
〇
円

　
　

⑶　

利
府
中
イ
ン
タ
ー
チ
ェ
ン
ジ
（
利
府
町
春
日
）
か
ら
松
島
北
イ
ン
タ
ー
チ
ェ
ン
ジ
（
松
島
町
根
廻
）
ま
で

車
種
区
分

軽
自
動
車
等

普　

通　

車

中　

型　

車

大　

型　

車

特　

大　

車

料
金
の
額

三
〇
〇
円

四
〇
〇
円

四
五
〇
円

六
三
〇
円

一
、
〇
三
〇
円

　
　

⑷ 　

利
府
中
イ
ン
タ
ー
チ
ェ
ン
ジ
（
利
府
町
春
日
）
か
ら
鳴
瀬
奥
松
島
イ
ン
タ
ー
チ
ェ
ン
ジ
（
東
松
島
市
川
下
）

ま
で

車
種

区
分

軽
自
動
車
等

普　

通　

車

中　

型　

車

大　

型　

車

特　

大　

車

料
金

の
額

五
一
〇
円

六
一
〇
円

七
一
〇
円

九
九
〇
円

一
、
六
五
〇
円

　
　

⑸ 　

松
島
海
岸
イ
ン
タ
ー
チ
ェ
ン
ジ
（
利
府
町
赤
沼
）
か
ら
松
島
大
郷
イ
ン
タ
ー
チ
ェ
ン
ジ
（
松
島
町
初
原
）
ま

で
車
種

区
分

軽
自
動
車
等

普　

通　

車

中　

型　

車

大　

型　

車

特　

大　

車

料
金

の
額

一
〇
〇
円

一
五
〇
円

一
五
〇
円

二
一
〇
円

三
六
〇
円

　
　

⑹　

松
島
海
岸
イ
ン
タ
ー
チ
ェ
ン
ジ
（
利
府
町
赤
沼
）
か
ら
松
島
北
イ
ン
タ
ー
チ
ェ
ン
ジ
（
松
島
町
根
廻
）
ま
で

〇
宮
城
県
公
安
委
員
会
告
示
第
38号

　
宮
城
県
公
安
委
員
会
に
お
い
て
、
下
記
風
俗
営
業
者
に
対
す
る
書
類
を
保
管
し
て
お
り
、
請
求
が
あ
れ
ば
い
つ
で
も

当
該
風
俗
営
業
者
に
交
付
す
る
こ
と
か
ら
、
宮
城
県
警
察
本
部
生
活
安
全
部
生
活
環
境
課
ま
で
出
頭
の
上
、
受
領
し
て

下
さ
い
。

　
当
該
風
俗
営
業
者
の
所
在
が
不
明
の
た
め
、
風
俗
営
業
等
の
規
制
及
び
業
務
の
適
正
化
等
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則

第
10条
の
規
定
に
よ
り
、
同
営
業
者
に
対
す
る
通
知
は
、
こ
の
告
示
を
も
っ
て
代
え
る
。

　
　
平
成
26年
３
月
28日

 
宮
城
県
公
安
委
員
会
委
員
長
　
猪
俣
　
好
正
　
　

記

１
　
風
俗
営
業
者
の
氏
名
又
は
名
称

　
　
松
本
竜
次

２
　
営
業
所
の
所
在
地
及
び
名
称

　
　
宮
城
県
栗
原
市
若
柳
字
川
北
東
若
柳
22番
地

　
　
　
　
雀
友
ク
ラ
ブ

３
　
保
管
し
て
い
る
書
類

　
　
営
業
許
可
取
消
通
知
書

４
　
本
件
事
務
を
所
掌
す
る
組
織
の
所
在
地
及
び
名
称

　
　
宮
城
県
仙
台
市
青
葉
区
本
町
３
丁
目
８
番
１
号

　
　
　
　
宮
城
県
警
察
本
部
生
活
安
全
部
生
活
環
境
課
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車
種

区
分

軽
自
動
車
等

普　

通　

車

中　

型　

車

大　

型　

車

特　

大　

車

料
金
の
額

二
〇
〇
円

二
五
〇
円

三
〇
〇
円

四
二
〇
円

六
七
〇
円

　
　

⑺ 　

松
島
海
岸
イ
ン
タ
ー
チ
ェ
ン
ジ
（
利
府
町
赤
沼
）
か
ら
鳴
瀬
奥
松
島
イ
ン
タ
ー
チ
ェ
ン
ジ
（
東
松
島
市
川
下
）

ま
で

車
種
区
分

軽
自
動
車
等

普　

通　

車

中　

型　

車

大　

型　

車

特　

大　

車

料
金
の
額

四
一
〇
円

四
六
〇
円

五
六
〇
円

七
八
〇
円

一
、
二
九
〇
円

　
　

⑻　

松
島
大
郷
イ
ン
タ
ー
チ
ェ
ン
ジ
（
松
島
町
初
原
）
か
ら
松
島
北
イ
ン
タ
ー
チ
ェ
ン
ジ
（
松
島
町
根
廻
）
ま
で

車
種

区
分

軽
自
動
車
等

普　

通　

車

中　

型　

車

大　

型　

車

特　

大　

車

料
金
の
額

一
〇
〇
円

一
〇
〇
円

一
五
〇
円

二
一
〇
円

三
一
〇
円

　
　

⑼ 　

松
島
大
郷
イ
ン
タ
ー
チ
ェ
ン
ジ
（
松
島
町
初
原
）
か
ら
鳴
瀬
奥
松
島
イ
ン
タ
ー
チ
ェ
ン
ジ
（
東
松
島
市
川
下
）

ま
で

車
種

区
分

軽
自
動
車
等

普　

通　

車

中　

型　

車

大　

型　

車

特　

大　

車

料
金

の
額

三
一
〇
円

三
一
〇
円

四
一
〇
円

五
七
〇
円

九
三
〇
円

　
　

⑽ 　

松
島
北
イ
ン
タ
ー
チ
ェ
ン
ジ
（
松
島
町
根
廻
）
か
ら
鳴
瀬
奥
松
島
イ
ン
タ
ー
チ
ェ
ン
ジ
（
東
松
島
市
川
下
）

ま
で

車
種

区
分

軽
自
動
車
等

普　

通　

車

中　

型　

車

大　

型　

車

特　

大　

車

料
金

の
額

二
一
〇
円

二
一
〇
円

二
六
〇
円

三
六
〇
円

六
二
〇
円

 

（
通
行
一
台
一
回
当
た
り
）

　

２ 　

イ
ン
タ
ー
チ
ェ
ン
ジ
相
互
間
の
経
路
が
複
数
あ
る
場
合
の
料
金
の
額
は
、
各
経
路
ご
と
に
算
出
し
た
料
金
の
額

の
う
ち
最
も
低
い
額
と
す
る
。

　

３ 　

回
数
券
の
割
引
率
は
、
二
割
以
下
と
す
る
。
た
だ
し
、
道
路
交
通
の
適
切
な
配
分
等
の
見
地
か
ら
、
大
量
の
通

勤
者
及
び
通
学
者
の
通
行
に
資
す
る
と
認
め
ら
れ
る
路
線
バ
ス
（
道
路
運
送
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
八
十

三
号
）
第
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
許
可
を
受
け
て
同
法
第
三
条
第
一
号
イ
に
掲
げ
る
一
般
乗
合
旅
客
自
動
車
運

送
事
業
を
経
営
す
る
者
が
当
該
許
可
に
係
る
路
線
を
定
期
に
運
行
す
る
自
動
車
を
い
う
。）
に
つ
い
て
は
、
特
別

措
置
と
し
て
、
回
数
券
の
割
引
率
を
三
割
と
す
る
。

　

４　

障
害
者
割
引
に
つ
い
て
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

　
　

⑴　

割
引
を
適
用
す
る
自
動
車

　
　
　

 　

社
会
福
祉
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
四
十
五
号
）
第
十
四
条
に
基
づ
く
福
祉
に
関
す
る
事
務
所
（
市
町
村

及
び
特
別
区
が
設
置
し
た
も
の
に
限
る
。）
又
は
当
該
事
務
所
を
設
置
し
て
い
な
い
町
村
に
お
い
て
、
身
体
障

害
者
福
祉
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
八
十
三
号
）
第
十
五
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
交
付
さ
れ
て
い
る

身
体
障
害
者
手
帳
又
は
療
育
手
帳
制
度
要
綱
（
昭
和
四
十
八
年
九
月
二
十
七
日
厚
生
省
発
児
第
百
五
十
六
号
厚

生
事
務
次
官
通
知
）「
療
育
手
帳
制
度
に
つ
い
て
」
別
紙
）
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
交
付
を
受
け
て
い
る
療

育
手
帳
（
以
下
「
手
帳
」
と
い
う
。）
に
、
以
下
の
イ
又
は
ロ
の
要
件
を
満
た
す
も
の
と
し
て
、
宮
城
県
道
路

公
社
が
別
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
事
前
に
自
動
車
登
録
番
号
又
は
車
両
番
号
等
必
要
事
項
の
記
載
の
手
続
が

な
さ
れ
た
自
動
車

　
　
　

イ 　

手
帳
の
交
付
を
受
け
て
い
る
者
が
、
手
帳
を
携
行
し
て
自
ら
運
転
す
る
自
動
車
の
う
ち
日
常
生
活
の
用
に

供
さ
れ
、
本
人
又
は
そ
の
親
族
等
が
所
有
す
る
自
動
車
（
営
業
用
の
自
動
車
を
除
く
。）
で
、
宮
城
県
道
路

公
社
が
別
に
定
め
る
も
の

　
　
　

ロ 　

手
帳
の
交
付
を
受
け
て
い
る
者
の
う
ち
、
重
度
の
障
害
を
持
つ
者
と
し
て
身
体
障
害
者
福
祉
法
施
行
規
則

（
昭
和
二
十
五
年
厚
生
省
令
第
十
五
号
）
別
表
第
五
号
に
定
め
る
障
害
の
等
級
又
は
「
療
育
手
帳
制
度
の
実

施
に
つ
い
て
（
昭
和
四
十
八
年
九
月
二
十
七
日
児
発
第
七
二
五
号
厚
生
省
児
童
家
庭
局
長
通
知
）」
の
第
三

に
定
め
る
障
害
の
程
度
に
基
づ
き
宮
城
県
道
路
公
社
が
別
に
定
め
る
者
（
以
下
「
重
度
障
害
者
」
と
い
う
。）

が
手
帳
を
携
行
し
て
乗
車
し
、
そ
の
移
動
の
た
め
に
本
人
以
外
の
者
が
運
転
す
る
自
動
車
の
う
ち
日
常
生
活

の
用
に
供
さ
れ
、
当
該
重
度
障
害
者
又
は
そ
の
親
族
等
が
所
有
す
る
（
こ
れ
ら
の
者
が
こ
れ
ら
の
自
動
車
を

所
有
し
て
い
な
い
場
合
に
あ
っ
て
は
当
該
重
度
障
害
者
を
継
続
し
て
日
常
的
に
介
護
し
て
い
る
者
が
所
有
す

る
）
自
動
車
（
営
業
用
の
自
動
車
を
除
く
。）
で
、
宮
城
県
道
路
公
社
が
別
に
定
め
る
も
の

　
　
　

 　

な
お
、
上
記
自
動
車
が
Ｅ
Ｔ
Ｃ
シ
ス
テ
ム
（
有
料
道
路
自
動
料
金
収
受
シ
ス
テ
ム
を
使
用
す
る
料
金
徴
収
事

務
の
取
扱
い
に
関
す
る
省
令
（
平
成
十
一
年
建
設
省
令
第
三
十
八
号
。
以
下
「
省
令
」
と
い
う
。）
第
一
条
に

規
定
す
る
有
料
道
路
自
動
料
金
収
受
シ
ス
テ
ム
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）
を
利
用
し
て
無
線
通
信
に
よ
り
料
金

所
を
通
行
し
、
通
行
料
金
の
納
付
を
行
お
う
と
す
る
場
合
は
、
宮
城
県
道
路
公
社
が
別
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ

り
事
前
に
登
録
が
な
さ
れ
た
Ｅ
Ｔ
Ｃ
カ
ー
ド
（
省
令
第
二
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
東
日
本
高
速
道
路
株
式

会
社
、
首
都
高
速
道
路
株
式
会
社
、
中
日
本
高
速
道
路
株
式
会
社
、
西
日
本
高
速
道
路
株
式
会
社
、
阪
神
高
速

宮　　城　　県　　公　　報



（35）　平成26年３月28日　金曜日 第2544号

道
路
株
式
会
社
及
び
本
州
四
国
連
絡
高
速
道
路
株
式
会
社
が
公
告
し
た
Ｅ
Ｔ
Ｃ
シ
ス
テ
ム
利
用
規
程
（
平
成
二

十
四
年
十
二
月
六
日
適
用
）
第
三
条
第
一
号
に
規
定
す
る
Ｅ
Ｔ
Ｃ
カ
ー
ド
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）
と
車
載
器

（
同
号
に
規
定
す
る
車
載
器
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）
を
と
も
に
使
用
す
る
場
合
に
限
る
。

　
　

⑵　

割
引
率

　
　
　
　

割
引
率
は
、
五
割
以
下
と
す
る
。

　
　
　

注 

）
宮
城
県
道
路
公
社
が
別
に
定
め
る
も
の
と
は
、「
有
料
道
路
に
お
け
る
障
害
者
割
引
措
置
実
施
要
領
」（
平

成
十
五
年
七
月
三
十
日
施
行
）
を
い
う
。

　

５　

ハ
イ
ウ
ェ
イ
カ
ー
ド
（
磁
気
式
前
払
券
）
の
割
引
率
は
、
一
割
四
分
以
下
と
す
る
。

　

６　

自
動
車
の
種
類
に
つ
い
て
は
、
別
表
の
と
お
り
と
す
る
。

　

７　

Ｅ
Ｔ
Ｃ
前
納
割
引
に
つ
い
て
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

　
　

⑴　

Ｅ
Ｔ
Ｃ
割
引
を
適
用
す
る
自
動
車

　
　
　

 　

Ｅ
Ｔ
Ｃ
ク
レ
ジ
ッ
ト
カ
ー
ド
（
東
日
本
高
速
道
路
株
式
会
社
と
の
契
約
に
基
づ
き
Ｅ
Ｔ
Ｃ
カ
ー
ド
を
発
行
す

る
者
か
ら
貸
与
を
受
け
た
Ｅ
Ｔ
Ｃ
カ
ー
ド
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）（
東
日
本
高
速
道
路
株
式
会
社
が
別
に
定
め

る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
車
載
器
と
と
も
に
Ｅ
Ｔ
Ｃ
前
納
割
引
の
適
用
を
受
け
る
た
め
の
登
録
及
び
料
金
の
前
払
が

な
さ
れ
て
い
る
場
合
に
限
る
。）
を
使
用
し
て
通
行
料
金
の
納
付
を
行
お
う
と
す
る
利
用
者
の
自
動
車

　
　

⑵　

割
引
率

　
　
　

 　

前
払
さ
れ
た
料
金
の
割
引
率
は
、
一
割
四
分
以
下
と
す
る
。
な
お
、
障
害
者
割
引
措
置
の
適
用
を
受
け
る
自

動
車
の
場
合
は
、
障
害
者
割
引
措
置
を
適
用
し
た
後
の
金
額
に
対
し
て
、
Ｅ
Ｔ
Ｃ
前
納
割
引
を
適
用
す
る
。

　

８　

Ｅ
Ｔ
Ｃ
マ
イ
レ
ー
ジ
割
引
に
つ
い
て
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

　
　

⑴　

割
引
を
適
用
す
る
自
動
車

　
　
　

 　

Ｅ
Ｔ
Ｃ
ク
レ
ジ
ッ
ト
カ
ー
ド
又
は
Ｅ
Ｔ
Ｃ
パ
ー
ソ
ナ
ル
カ
ー
ド
（
東
日
本
高
速
道
路
株
式
会
社
、
首
都
高
速

道
路
株
式
会
社
、
中
日
本
高
速
道
路
株
式
会
社
、
西
日
本
高
速
道
路
株
式
会
社
、
阪
神
高
速
道
路
株
式
会
社
及

び
本
州
四
国
連
絡
高
速
道
路
株
式
会
社
が
契
約
に
基
づ
き
共
同
で
発
行
し
、
貸
与
す
る
Ｅ
Ｔ
Ｃ
カ
ー
ド
を
い

う
。）（
東
日
本
高
速
道
路
株
式
会
社
が
別
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
Ｅ
Ｔ
Ｃ
マ
イ
レ
ー
ジ
割
引
の
適
用
を
受

け
る
た
め
の
東
日
本
高
速
道
路
株
式
会
社
へ
の
登
録
が
な
さ
れ
て
い
る
場
合
に
限
る
。）
を
使
用
し
て
通
行
料

金
の
納
付
を
行
お
う
と
す
る
利
用
者
の
自
動
車
（
Ｅ
Ｔ
Ｃ
シ
ス
テ
ム
を
利
用
し
て
無
線
通
信
に
よ
り
料
金
所
を

通
行
す
る
自
動
車
に
限
る
。
た
だ
し
、無
線
通
信
に
よ
る
料
金
所
の
通
行
を
意
図
し
て
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

事
情
に
よ
り
無
線
通
信
に
よ
る
通
行
が
不
能
に
な
っ
た
場
合
に
は
、
無
線
通
信
に
よ
る
料
金
所
の
通
行
の
有
無

に
か
か
わ
ら
ず
、
無
線
通
信
に
よ
る
料
金
所
の
通
行
を
し
た
も
の
と
み
な
す
。）

　
　

⑵　

割
引
率

　
　
　

イ　

ポ
イ
ン
ト
の
付
与

　
　
　
　

 　

東
日
本
高
速
道
路
株
式
会
社
が
高
速
国
道
に
お
け
る
ポ
イ
ン
ト
の
付
与
と
し
て
別
に
定
め
る
も
の
と
同
じ

と
す
る
。

　
　
　

ロ　

ポ
イ
ン
ト
に
よ
る
割
引

　
　
　
　
　

東
日
本
高
速
道
路
株
式
会
社
が
ポ
イ
ン
ト
に
よ
る
割
引
と
し
て
別
に
定
め
る
も
の
と
同
じ
と
す
る
。

　
　
　

ハ　

弾
力
的
な
ポ
イ
ン
ト
の
付
与
及
び
割
引

　
　
　
　

 　

イ
及
び
ロ
に
定
め
る
ほ
か
、
社
会
政
策
又
は
営
業
政
策
上
の
観
点
か
ら
償
還
計
画
に
支
障
の
な
い
範
囲
内

で
、
弾
力
的
に
ポ
イ
ン
ト
を
付
与
し
、
又
は
ポ
イ
ン
ト
に
よ
る
割
引
を
変
更
す
る
場
合
に
は
、
事
前
に
国
土

交
通
省
東
北
地
方
整
備
局
長
に
届
け
出
る
も
の
と
す
る
。

　
　
　

 　

な
お
、
障
害
者
割
引
を
受
け
る
自
動
車
の
場
合
は
、
障
害
者
割
引
を
適
用
し
た
後
の
金
額
に
対
し
て
Ｅ
Ｔ
Ｃ

マ
イ
レ
ー
ジ
割
引
を
適
用
す
る
。

　

９　

企
画
割
引
に
つ
い
て
は
、
償
還
計
画
に
支
障
の
な
い
範
囲
内
で
次
の
と
お
り
と
す
る
。

　
　

⑴　

割
引
を
適
用
す
る
自
動
車

　
　
　
　

個
々
の
企
画
割
引
ご
と
に
企
画
内
容
に
合
わ
せ
て
適
宜
設
定
す
る
。

　
　

⑵　

割
引
率

　
　
　
　

個
々
の
企
画
割
引
ご
と
に
企
画
内
容
に
合
わ
せ
て
適
宜
設
定
す
る
。

　
　

⑶　

実
施
す
る
期
間

　
　
　
　

実
施
す
る
期
間
を
個
々
の
企
画
割
引
ご
と
に
適
宜
設
定
す
る
。

　
　

⑷　

事
前
の
届
出

　
　
　

 　

個
々
の
企
画
割
引
ご
と
に
上
記
⑴
か
ら
⑶
ま
で
の
詳
細
に
つ
い
て
、
事
前
に
国
土
交
通
省
東
北
地
方
整
備
局

長
に
届
け
出
る
も
の
と
す
る
。

二　

料
金
の
徴
収
期
間

　
　

供
用
開
始
の
日
（
昭
和
五
十
七
年
十
月
二
日
）
か
ら
五
十
七
年
（
換
算
起
算
日
か
ら
四
十
年
）

三　

実
施
予
定
年
月
日

　
　

平
成
二
十
六
年
四
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。

別
表車

種
区
分

 

自　
　

動　
　

車　
　

等　
　

の　
　

種　
　

類

軽
自
動
車
等

イ　

軽
自
動
車

ロ　

小
型
特
殊
自
動
車

ハ　

小
型
二
輪
自
動
車

普
通
車

ニ　

小
型
自
動
車
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ホ　

普
通
乗
用
自
動
車

ヘ　

け
ん
引
自
動
車
が
軽
自
動
車
等
で
あ
る
連
結
車
両

中
型
車

ト 　

普
通
貨
物
自
動
車
（
車
両
総
重
量
八
ト
ン
未
満
か
つ
最
大
積
載
量
五
ト
ン
未
満
で
三
車
軸

以
下
）

チ　

乗
合
型
自
動
車
（
乗
車
定
員
十
一
人
以
上
二
十
九
人
以
下
で
車
両
総
重
量
八
ト
ン
未
満
）

リ　

け
ん
引
自
動
車
が
軽
自
動
車
等
又
は
普
通
車
で
あ
る
連
結
車
両

大
型
車

ヌ 　

普
通
貨
物
自
動
車
（
車
両
総
重
量
八
ト
ン
以
上
又
は
最
大
積
載
量
五
ト
ン
以
上
で
三
車
軸

以
下
及
び
車
両
総
重
量
二
十
五
ト
ン
以
下
で
四
車
軸
）

ル　

乗
合
型
自
動
車
（
路
線
を
定
め
て
定
期
若
し
く
は
臨
時
に
運
行
す
る
も
の
等
）

ヲ　

け
ん
引
自
動
車
が
普
通
車
、
中
型
車
又
は
大
型
車
（
二
車
軸
）
で
あ
る
連
結
車
両

特
大
車

ワ　

普
通
貨
物
自
動
車
（
四
車
軸
以
上
）

カ　

連
結
車
両

ヨ　

大
型
特
殊
自
動
車

タ　

乗
合
型
自
動
車
（
そ
の
他
）
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